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5-2-6 動物 

施工時・供用時 

1. 調査 

(1) 調査すべき情報 

以下に示す項目とした。 

 

① 動物相（哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類）の状況 

② 重要な種の状況 

③ 指定・規制の状況 

 

(2) 調査地域・地点 

① 既存資料調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺を対象とした。 

 

② 現地調査 

調査地域は、図 5-2-6-1に示す対象事業実施区域及びその周辺 200m の範囲とした。調

査範囲は 4 地区に区分し、対象事業実施区域を A地区、B地区に、周辺区域を C地区、D

地区とした。 

 

(3) 調査期間 

① 既存資料調査 

既存資料調査の対象は、入手可能な最新の情報とした。 

 

② 現地調査 

現地調査時期を表 5-2-6-1 に示す。調査時期は動物の生息状況を適切に把握できる期

間とし、動物の生活史や特性及び行動時間帯を考慮して設定した。 
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表 5-2-6-1 現地調査実施日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 調査の基本的な手法 

① 既存資料調査 

動物に関する既存資料調査の基本的手法を表 5-2-6-2に示す。 

 

表 5-2-6-2 動物に関する既存資料調査における基本的な手法 

調査すべき情報 調査の基本的な手法 

動物相の状況 「平成 25・26年 船橋市自然環境調査報告書」（平成 27年 3月、船橋市）の現地

調査によって確認された種を対象とした。 

重要な種の分布・生

育状況の状況 

動物相の既存資料調査結果を対象に、「3-1-13 動物の生息の状況」（P.75～P.77）

に示す重要な種の選定基準に基づき選定した。 

指定・規制の状況の

状況 

対象地域の指定・規制に関する既存資料を収集し、指定・規制等に係る関連法令

についてまとめた。 

 

  

調査項目 調査時期 

哺乳類 

冬季 平成 31年 2月 18～20日 

春季 平成 31年 4月 17～19日 

夏季 令和元年 7月 9～11日 

秋季 令和元年 10月 16～17日、30 日 

鳥類 

冬季 平成 31年 2月 18～20日 

春季 平成 31年 4月 17～19日 

初夏季 令和元年 6月 25～27 日 

秋季 令和元年 10月 16～17日 

両生・爬虫類 

早春季 平成 31年 3月 19 日 

春季 平成 31年 4月 17～19日 

秋季 令和元年 10月 16～17日、30 日 

昆虫類 

春季 平成 31年 4月 23～25日 

夏季 令和元年 7月 29～31 日 

秋季 令和元年 10月 2～4日 
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② 現地調査 

動物に関する現地調査の基本的手法を表 5-2-6-3に示す。 

 

表 5-2-6-3 動物に関する現地調査における基本的な手法 

調査項目 調査の基本的な手法 

哺乳類 【フィールドサイン法】 

調査地域を踏査し、目撃、鳴き声、死体、痕跡（フィールドサイン：食痕、ふん、足跡、

巣、ぬた場、ねぐら、獣毛等）により生息種を確認した。 

【捕獲調査】 

確認が困難なネズミ類等についてはトラップを用いた捕獲調査を行った。捕獲個体は種

の同定後速やかに放獣した。トラップはシャーマン型を使用し、調査地点は図 5-2-6-2に

示す 4地点とし、各調査地点に 10個、2晩設置した。餌はピーナッツ等を使用した。 

【自動撮影調査、その他】 

夜間活動する哺乳類を対象に自動撮影カメラによる撮影を実施した。また、状況に応じ

てコウモリ類についてはバットディテクター（超音波探知機）による調査や視認を行った。 

鳥類 【ラインセンサス法】 

調査ルートは図 5-2-6-2に示す 4ルートを設定し、確認される鳥類の種と個体数を調査

した。調査時間帯は鳥類の活動を考慮して、適切に設定した。 

【ポイントセンサス法】 

調査地点は、広い範囲を見渡せる図 5-2-6-2に示す 4地点を設定し、一定時間内に確認

される鳥類の種と個体数を調査した。 

【任意観察法】 

調査地域を任意に踏査し、出現した鳥類の種名、個体数等を記録した。 

両生類・爬虫類 【任意確認】 

調査地域を踏査し、目撃、捕獲等により生息を確認するとともに、死体や脱皮殻等の発

見にも努めた。また、繁殖期には産卵場所の確認に努め、繁殖場所及び産卵数も記録した。 

昆虫類 【任意採集調査】 

目撃や鳴き声により種を確認するだけでなく、樹木の葉や枝を叩き、落下する昆虫を大

きな捕虫網などで受けて採集するビーティングや、道端の植物などをランダムに捕虫網で

すくって昆虫を採集するスウィーピングを実施した。 

【ライトトラップ法】 

調査地点は図 5-2-6-3に示す 4地点を設定し、蛍光灯やブラックライト等を用いて、夜

間、灯火に集まる昆虫類を調査した。 

【ベイトトラップ法】 

調査地点は図 5-2-6-3に示す 4地点を設定し、プラスチックコップを埋め込み、誘引用

のベイトを用いて地表性昆虫類を落下させるベイトトラップ法で調査した。ベイトトラッ

プは各地点 20個とし、2晩設置した。 

重要な種の分布・

生育状況の把握 

選定された重要な種のうち、調査地域で確認された種については、その生態（営巣地、

産卵場所、餌場、食餌植物などを含む）分布特性、生息地の環境等について調査した。 

情報の整理及び

解析 

 

以下の図表を作成するなどして得られた情報を整理、解析し、調査地域の生物相、重要

な種の生息状況を把握するとともに、可能な限り調査地域の生物地理的位置づけ等、地域

の特性を把握した。 

・生息種の種名リスト 

・重要な種の分布図 

・指定・規制状況図 

・重要な種の写真 

・その他 
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図 5-2-6-1 調査地域（動物） 

※この図は船橋市提供の「平成 28 年船橋市都市計画基礎調査図」を加工して作成した。
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図 5-2-6-2 現地調査地点・ルート 

（哺乳類、鳥類） 

※この図は船橋市提供の「平成 28 年船橋市都市計画基礎調査図」を加工して作成した。

トラップ設置地点、ポイントセン

サス、ラインセンサスルートの詳

細位置は、種の保護のためこの図

には掲載していない。 
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図 5-2-6-3 現地調査地点（昆虫類） 

※この図は船橋市提供の「平成 28 年船橋市都市計画基礎調査図」を加工して作成した。

ベイトトラップ設置地点、ライト

トラップ設置地点の詳細位置は、

種の保護のためこの図には掲載し

ていない。 
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(5) 調査結果

① 既存資料調査

ア. 動物相の状況

対象事業実施区域及びその周辺の動物相の状況については「3-1-13 動物の生息の状

況」（P.75～P.81）に示したとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺での確認種は、哺乳類が 5目 8科 11種、鳥類が 14目

33科 80種、爬虫類が 2目 8科 13種、両生類が 1目 4科 6種、昆虫類が 15目 172科 929

種であった。 

イ. 重要な種の状況

対象事業実施区域及びその周辺の重要な動物の状況については「3-1-13 動物の生息

の状況」（P.75～P.81）に示したとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺で確認されている重要な動物は、哺乳類が 1 目 1 科 1

種、鳥類が 11目 21科 31種、爬虫類が 2目 7科 11 種、両生類が 1目 2科 4種、昆虫類

が 7目 22科 43種であった。 

ウ. 指定・規制の状況

自然環境の保全に係る指定及び規制の状況は、「3-2-8 環境保全関係法令による指定

及び規制等の状況」（P.123）に示したとおりである。 

対象事業実施区域には自然公園や鳥獣保護区等の指定はない。また、船橋市全域が特

定猟具使用禁止区域（銃器）となっており、対象事業実施区域を含めて市内全域におい

て銃器を用いた狩猟は禁止されている。 



 

378 

 

② 現地調査 

ア. 動物相の状況 

(ｱ) 哺乳類 

現地調査により、哺乳類は表 5-2-6-4に示す 5目 6科 9種が確認された。調査地域

別にみると、対象事業実施区域において 8 種、周辺区域において 9 種の生息が確認さ

れた。 

確認種のうち、中型哺乳類はノウサギ、ホンドタヌキ、ホンドイタチ、ハクビシン

が、小型哺乳類はアズマモグラ、アカネズミ、ハツカネズミ等であり、いずれも耕作

地及びその周辺で普通にみられる種であった。 

 

表 5-2-6-4 哺乳類確認種一覧 

№ 目 科 種名 
調査時期 

調査地域 

対象事業 
実施区域 

周辺区域 
冬季 春季 夏季 秋季 

1 ﾓｸﾞﾗ ﾓｸﾞﾗ ｱｽﾞﾏﾓｸﾞﾗ ● ● ● ● ● ● 

2 ｺｳﾓﾘ - ｺｳﾓﾘ目の一種   ● ● ● ● ● 

3 ｳｻｷﾞ ｳｻｷﾞ ﾉｳｻｷﾞ ● ● ● ● ● ● 

4 ﾈｽﾞﾐ ﾈｽﾞﾐ ｱｶﾈｽﾞﾐ ● ● ● ● ● ● 

5    ｶﾔﾈｽﾞﾐ ● ● ● ● ● ● 

6    ﾊﾂｶﾈｽﾞﾐ     ●    ● 

-    ﾈｽﾞﾐ科の一種 ●※ ●※     ●※ ●※ 

7 ﾈｺ ｲﾇ ﾎﾝﾄﾞﾀﾇｷ ● ● ● ● ● ● 

8   ｲﾀﾁ ﾎﾝﾄﾞｲﾀﾁ ● ● ●   ● ● 

9   ｼﾞｬｺｳﾈｺ ﾊｸﾋﾞｼﾝ ●   ●   ● ● 

5 目 6 科 9 種 7 種 7 種 9 種 6 種 8 種 9 種 

注 1）種名及び分類等は「日本産野生生物目録 脊椎動物編」（平成 5年、環境庁）に準拠した。 

注 2）●※は重複の可能性があるため、種数に計上しない。 
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(ｲ) 鳥類 

現地調査により、鳥類は表 5-2-6-5 に示す 15 目 32 科 61 種が確認された。調査区

域別に見ると、対象事業実施区域で 49種、周辺区域で 57種が確認された。 

確認種は、生態系の上位性の種に位置づけられるツミ、ハイタカ、オオタカ、ノス

リ、樹林を主な生息環境とするヤマガラ、シジュウカラ、コゲラ、キジバト、林縁や

藪を主な生息環境とするウグイス、キビタキ、草地や藪を主な生息環境とするヒバリ、

ホオジロ、モズ、水田や用水路等の水辺を主な生息環境とするアオサギ、ダイサギ、

ヒドリガモ、バン、オオバン、カワセミ、キセキレイ、人家周辺や耕作地を主な生息

環境とするヒヨドリ、ムクドリ、ハクセキレイ、ハシブトガラス等であった。また、

調査地域は東京湾より 5㎞圏内に位置しており、主に海域に生息するユリカモメも確

認されている。 

 

表 5-2-6-5(1) 鳥類確認種一覧 

№ 目名 科名 和名 

調査時期 調査地域 

冬季 春季 初夏季 秋季 
対象事業 
実施区域 

周辺区域 

1 ｷｼﾞ ｷｼﾞ ｷｼﾞ ● ● ● ● ● ● 

2 ｶﾓ ｶﾓ ﾋﾄﾞﾘｶﾞﾓ ●         ● 

3     ｶﾙｶﾞﾓ ● ● ● ● ● ● 

4     ﾊｼﾋﾞﾛｶﾞﾓ ●       ●   

5     ｵﾅｶﾞｶﾞﾓ ●       ●   

6     ｺｶﾞﾓ ● ●     ● ● 

7 ｶｲﾂﾌﾞﾘ ｶｲﾂﾌﾞﾘ ｶｲﾂﾌﾞﾘ ● ● ●     ● 

8 ﾊﾄ ﾊﾄ ｷｼﾞﾊﾞﾄ ● ● ● ● ● ● 

9 ｶﾂｵﾄﾞﾘ ｳ ｶﾜｳ ● ● ● ● ● ● 

10 ﾍﾟﾘｶﾝ ｻｷﾞ ｺﾞｲｻｷﾞ       ●   ● 

11     ｱｵｻｷﾞ ● ● ● ● ● ● 

12     ﾀﾞｲｻｷﾞ ● ● ● ● ● ● 

13     ﾁｭｳｻｷﾞ     ●     ● 

14     ｺｻｷﾞ ● ● ● ● ● ● 

15 ﾂﾙ ｸｲﾅ ﾊﾞﾝ ● ●   ● ● ● 

16     ｵｵﾊﾞﾝ ● ●   ● ● ● 

17 ｶｯｺｳ ｶｯｺｳ ﾎﾄﾄｷﾞｽ     ●     ● 

18 ﾁﾄﾞﾘ ﾁﾄﾞﾘ ｺﾁﾄﾞﾘ   ● ●   ● ● 

19   ｼｷﾞ ﾀｼｷﾞ ● ●   ● ●   

20   ｶﾓﾒ ﾕﾘｶﾓﾒ ● ●     ● ● 

21 ﾀｶ ﾀｶ ﾄﾋﾞ   ●       ● 

22     ﾂﾐ ●       ● ● 

23     ﾊｲﾀｶ ● ●     ● ● 

24     ｵｵﾀｶ ● ●   ● ● ● 

25     ﾉｽﾘ   ●       ● 

  



 

380 

 

表 5-2-6-5(2) 鳥類確認種一覧 

№ 目名 科名 和名 

調査時期 調査地域 

冬季 春季 初夏季 秋季 
対象事業 
実施区域 

周辺区域 

26 ﾌﾞｯﾎﾟｳｿｳ ｶﾜｾﾐ ｶﾜｾﾐ ● ● ● ● ● ● 

27 ｷﾂﾂｷ ｷﾂﾂｷ ｱﾘｽｲ     ●   ●   

28     ｺｹﾞﾗ ● ● ● ● ● ● 

29 ﾊﾔﾌﾞｻ ﾊﾔﾌﾞｻ ﾁｮｳｹﾞﾝﾎﾞｳ ● ● ● ● ● ● 

30 ｽｽﾞﾒ ﾓｽﾞ ﾓｽﾞ ● ● ● ● ● ● 

31   ｶﾗｽ ｵﾅｶﾞ ●     ●   ● 

32     ﾊｼﾎﾞｿｶﾞﾗｽ ● ● ● ● ● ● 

33     ﾊｼﾌﾞﾄｶﾞﾗｽ ● ● ● ● ● ● 

34   ｼｼﾞｭｳｶﾗ ﾔﾏｶﾞﾗ ●         ● 

35     ｼｼﾞｭｳｶﾗ ● ● ● ● ● ● 

36   ﾋﾊﾞﾘ ﾋﾊﾞﾘ   ● ●   ● ● 

37   ﾂﾊﾞﾒ ﾂﾊﾞﾒ   ● ●   ● ● 

38   ﾋﾖﾄﾞﾘ ﾋﾖﾄﾞﾘ ● ● ● ● ● ● 

39   ｳｸﾞｲｽ ｳｸﾞｲｽ ● ● ● ● ● ● 

40   ｴﾅｶﾞ ｴﾅｶﾞ ● ●   ●   ● 

41 ｽｽﾞﾒ ﾑｼｸｲ ｾﾝﾀﾞｲﾑｼｸｲ   ●       ● 

42   ﾒｼﾞﾛ ﾒｼﾞﾛ ● ● ● ● ● ● 

43   ｾｯｶ ｾｯｶ   ● ●   ● ● 

44   ﾑｸﾄﾞﾘ ﾑｸﾄﾞﾘ ● ● ● ● ● ● 

45     ｺﾑｸﾄﾞﾘ   ● ●   ● ● 

46   ﾋﾀｷ ｼﾛﾊﾗ ●       ● ● 

47     ｱｶﾊﾗ ●       ● ● 

48     ﾂｸﾞﾐ ● ●     ● ● 

49     ｼﾞｮｳﾋﾞﾀｷ ●         ● 

50     ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ   ●     ● ● 

51     ｷﾋﾞﾀｷ     ●   ● ● 

52   ｽｽﾞﾒ ｽｽﾞﾒ ● ● ● ● ● ● 

53   ｾｷﾚｲ ｷｾｷﾚｲ ●     ● ● ● 

54     ﾊｸｾｷﾚｲ ● ● ● ● ● ● 

55     ｾｸﾞﾛｾｷﾚｲ ● ● ● ● ● ● 

56   ｱﾄﾘ ｶﾜﾗﾋﾜ ● ● ● ● ● ● 

57     ｼﾒ ● ●     ● ● 

58   ﾎｵｼﾞﾛ ﾎｵｼﾞﾛ ● ● ● ● ● ● 

59     ｶｼﾗﾀﾞｶ ●       ● ● 

60     ｱｵｼﾞ ● ●   ● ● ● 

61     ｵｵｼﾞｭﾘﾝ ● ●     ● ● 

- ｷｼﾞ ｷｼﾞ ｺｼﾞｭｹｲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

- ﾊﾄ ﾊﾄ ｶﾜﾗﾊﾞﾄ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

15 目 32 科 61 種 47種 45種 33種 32種 49種 57種 

注 1）種名及び分類などは「日本産鳥類目録 改訂第 7版」（平成 24年、日本鳥学会）に準拠した。 

注 2）▲は帰化鳥類のため、種数に計上しない。 
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(ｳ) 爬虫類 

現地調査により、爬虫類は表 5-2-6-6 に示す 2 目 7 科 11 種が確認された。調査区

域別に見ると、対象事業実施区域で 7種、周辺区域で 11種が確認された。 

確認種のうち、カメ類はニホンイシガメ、クサガメ、ニホンスッポンの他、飼育個

体が遺棄されたことにより定着したと考えられる外来種のキバラガメ、ミシシッピア

カミミガメ、チズガメ属の一種であった。特にミシシッピアカミミガメは調査地域を

流れる河川及び水路の広範囲で多数の個体が確認された。ヘビ類は、アオダイショウ

やシマヘビであり、いずれも河川や調整池等の水域周辺で確認された。トカゲ類は、

ニホンヤモリ、ヒガシニホントカゲ、ニホンカナヘビであり、特にニホンカナヘビは

耕作地周辺や耕作放棄地等の草地において広い範囲で確認された。 

 

表 5-2-6-6 爬虫類確認種一覧 

№ 目名 科名 種名 
調査時期 調査地域 

早春季 春季 夏季 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

1 ｶﾒ ｲｼｶﾞﾒ ﾆﾎﾝｲｼｶﾞﾒ       ●  ● 

2     ｸｻｶﾞﾒ ● ● ● ● ● ● 

3   ﾇﾏｶﾞﾒ ｷﾊﾞﾗｶﾞﾒ   ●      ● 

4     ﾐｼｼｯﾋﾟｱｶﾐﾐｶﾞﾒ ● ● ● ● ● ● 

5     ﾁｽﾞｶﾞﾒ属の一種       ●  ● 

6   ｽｯﾎﾟﾝ ﾆﾎﾝｽｯﾎﾟﾝ     ●   ● ● 

7 有鱗 ﾔﾓﾘ ﾆﾎﾝﾔﾓﾘ   ● ● ● ● ● 

8   ﾄｶｹﾞ ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｶｹﾞ   ● ● ● ● ● 

9   ｶﾅﾍﾋﾞ ﾆﾎﾝｶﾅﾍﾋﾞ   ● ● ● ● ● 

10   ﾅﾐﾍﾋﾞ ｱｵﾀﾞｲｼｮｳ     ●   ● ● 

11     ｼﾏﾍﾋﾞ   ●      ● 

2 目 7 科 11 種 2 種 7 種 7 種 7 種 7 種 11 種 

注）種名及び分類等は「日本産爬虫類両生類標準和名」（令和元年、日本爬虫両棲類学会）に準拠した。 
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(ｴ) 両生類 

現地調査により、両生類は表 5-2-6-7に示す 1目 3科 3種が確認された。調査区域

別に見ると、対象事業実施区域において 2 種、周辺区域において 3 種が確認された。 

確認種は、平地から低山の森林や藪、池や水田を生息環境とするアズマヒキガエル

やニホンアマガエルのほか、特定外来種のウシガエルであった。 

 

表 5-2-6-7 両生類確認種一覧 

№ 目名 科名 種名 
調査時期 調査地域 

早春季 春季 夏季 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

1 無尾 ﾋｷｶﾞｴﾙ ｱｽﾞﾏﾋｷｶﾞｴﾙ     ●     ● 

2   ｱﾏｶﾞｴﾙ ﾆﾎﾝｱﾏｶﾞｴﾙ ● ● ● ● ● ● 

3   ｱｶｶﾞｴﾙ ｳｼｶﾞｴﾙ ● ● ● ● ● ● 

1 目 3 科 3 種 2 種 2 種 3 種 2 種 2 種 3 種 

注）種名及び分類等は「日本産爬虫類両生類標準和名」（令和元年、日本爬虫両棲類学会）に準拠した。 

 

(ｵ) 昆虫類 

現地調査により、昆虫類は表 5-2-6-8 及び表 5-2-6-9 に示す 12 目 125 科 456 種が

確認された。区域別に見ると、対象事業実施区域において 112 科 341 種、周辺区域に

おいて 106 科 333 種が確認された。 

分類群ごとに見ると、コウチュウ目の 34 科 161 種が最も多く、次いでカメムシ目

の 23 科 71種、チョウ目の 15科 70種の順で確認種数が多かった。 

 

表 5-2-6-8 昆虫類目別の科数種数一覧 

分類 
対象事業実施区域 周辺区域 合計 

科数 種数 科数 種数 科数 種数 

1 ﾄﾝﾎﾞ目 3 11 5 13 5 15 

2 ｶﾜｹﾞﾗ目     1 1 1 1 

3 ｺﾞｷﾌﾞﾘ目 1 1     1 1 

4 ｶﾏｷﾘ目 1 2 1 3 1 4 

5 ﾊﾞｯﾀ目 9 32 9 33 11 42 

6 ﾊｻﾐﾑｼ目 3 5 2 4 3 5 

7 ｶﾒﾑｼ目 22 57 20 54 23 71 

8 ｱﾐﾒｶｹﾞﾛｳ目 1 1 1 2 1 2 

9 ｺｳﾁｭｳ目 30 111 28 115 34 161 

10 ﾊﾁ目 11 36 12 37 15 51 

11 ﾊｴ目 15 27 11 25 15 33 

12 ﾁｮｳ目 12 58 13 46 15 70 

合計 112 科 341種 106科 333種 125科 456種 
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表 5-2-6-9(1） 昆虫類確認種一覧 

№ 目名 科名 種名 
確認時期 調査地域 

春季 夏季 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

1 ﾄﾝﾎﾞ ｲﾄﾄﾝﾎﾞ ｱｼﾞｱｲﾄﾄﾝﾎﾞ ● ●   ● ● 

2     ｱｵﾓﾝｲﾄﾄﾝﾎﾞ     ● ● ● 

3   ｶﾜﾄﾝﾎﾞ ﾊｸﾞﾛﾄﾝﾎﾞ   ●     ● 

4   ﾔﾝﾏ ｷﾞﾝﾔﾝﾏ   ●     ● 

5   ｵﾆﾔﾝﾏ ｵﾆﾔﾝﾏ   ●   ● ● 

6   ﾄﾝﾎﾞ ｼｮｳｼﾞｮｳﾄﾝﾎﾞ   ●     ● 

7     ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ ● ● ● ● ● 

8     ｼｵﾔﾄﾝﾎﾞ ●     ●   

9     ｵｵｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ   ● ● ● ● 

10     ｳｽﾊﾞｷﾄﾝﾎﾞ   ● ● ● ● 

11     ｺｼｱｷﾄﾝﾎﾞ   ●   ● ● 

12     ﾁｮｳﾄﾝﾎﾞ   ●   ● ● 

13     ｱｷｱｶﾈ   ● ● ● ● 

14     ﾉｼﾒﾄﾝﾎﾞ     ●   ● 

15     ﾏｲｺｱｶﾈ   ●   ●   

16 ｶﾜｹﾞﾗ ｶﾜｹﾞﾗ ｶﾜｹﾞﾗ科の一種     ●   ● 

17 ｺﾞｷﾌﾞﾘ ﾁｬﾊﾞﾈｺﾞｷﾌﾞﾘ ﾓﾘﾁｬﾊﾞﾈｺﾞｷﾌﾞﾘ     ● ●   

18 ｶﾏｷﾘ ｶﾏｷﾘ ﾊﾗﾋﾞﾛｶﾏｷﾘ     ●   ● 

19     ｺｶﾏｷﾘ     ● ●   

20     ﾁｮｳｾﾝｶﾏｷﾘ ●       ● 

21     ｵｵｶﾏｷﾘ ● ● ● ● ● 

22 ﾊﾞｯﾀ ｷﾘｷﾞﾘｽ ﾋｶﾞｼｷﾘｷﾞﾘｽ     ●   ● 

23     ﾔﾌﾞｷﾘ   ●     ● 

24     ﾋﾒｷﾞｽ   ●   ● ● 

25     ｸﾋﾞｷﾘｷﾞｽ ●   ● ● ● 

26     ｼﾌﾞｲﾛｶﾔｷﾘ ●       ● 

27     ｳｽｲﾛｻｻｷﾘ   ● ● ●   

28     ﾎｼｻｻｷﾘ     ●   ● 

29     ｻｻｷﾘ     ● ●   

30   ﾂﾕﾑｼ ｾｽｼﾞﾂﾕﾑｼ     ● ● ● 

31     ﾂﾕﾑｼ     ● ●   

32   ｺｵﾛｷﾞ ｴﾝﾏｺｵﾛｷﾞ   ● ● ● ● 

33     ﾊﾗｵｶﾒｺｵﾛｷﾞ     ● ● ● 

34     ﾐﾂｶﾄﾞｺｵﾛｷﾞ     ● ●   

35     ﾓﾘｵｶﾒｺｵﾛｷﾞ     ● ● ● 

36     ｸﾏｺｵﾛｷﾞ     ●   ● 

37     ﾂﾂﾞﾚｻｾｺｵﾛｷﾞ     ● ● ● 

38     ｸﾏｽｽﾞﾑｼ     ●   ● 

39   ﾏﾂﾑｼ ﾏﾂﾑｼ     ●   ● 

40     ｱｵﾏﾂﾑｼ     ● ● ● 
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表 5-2-6-9(2） 昆虫類確認種一覧 

№ 目名 科名 種名 
確認時期 調査地域 

春季 夏季 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

41 ﾊﾞｯﾀ ﾏﾂﾑｼ  ｽｽﾞﾑｼ     ● ● ● 

42     ｶﾝﾀﾝ     ● ● ● 

43   ﾋﾊﾞﾘﾓﾄﾞｷ ｷﾝﾋﾊﾞﾘ     ●   ● 

44     ﾏﾀﾞﾗｽｽﾞ     ● ● ● 

45     ｼﾊﾞｽｽﾞ   ● ● ● ● 

46     ﾔﾁｽｽﾞ     ● ●   

47   ｶﾈﾀﾀｷ ｶﾈﾀﾀｷ     ● ● ● 

48   ｹﾗ ｹﾗ     ● ● ● 

49   ﾉﾐﾊﾞｯﾀ ﾉﾐﾊﾞｯﾀ ● ●   ● ● 

50   ﾋｼﾊﾞｯﾀ ﾊﾈﾅｶﾞﾋｼﾊﾞｯﾀ ● ● ● ●   

51     ｺﾊﾞﾈﾋｼﾊﾞｯﾀ ●   ● ●   

52     ﾊﾗﾋｼﾊﾞｯﾀ ● ● ● ● ● 

53   ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ ｵﾝﾌﾞﾊﾞｯﾀ ● ● ● ● ● 

54   ﾊﾞｯﾀ ﾂﾁｲﾅｺﾞ ● ● ● ● ● 

55     ｺﾊﾞﾈｲﾅｺﾞ     ● ● ● 

56     ｼｮｳﾘｮｳﾊﾞｯﾀ   ● ● ● ● 

57     ｼｮｳﾘｮｳﾊﾞｯﾀﾓﾄﾞｷ   ● ●   ● 

58     ﾋﾅﾊﾞｯﾀ   ● ●   ● 

59     ﾅｷｲﾅｺﾞ     ● ●   

60     ﾄﾉｻﾏﾊﾞｯﾀ   ● ● ● ● 

61     ｸﾙﾏﾊﾞｯﾀﾓﾄﾞｷ   ● ● ● ● 

62     ﾂﾏｸﾞﾛﾊﾞｯﾀ   ●   ●   

63     ｲﾎﾞﾊﾞｯﾀ     ● ● ● 

64 ﾊｻﾐﾑｼ ﾊｻﾐﾑｼ ﾊﾏﾍﾞﾊｻﾐﾑｼ ●   ● ● ● 

65     ｷｱｼﾊｻﾐﾑｼ ● ● ● ● ● 

66     ﾋｹﾞｼﾞﾛﾊｻﾐﾑｼ ● ● ● ● ● 

67   ｸﾛﾊｻﾐﾑｼ ﾐｼﾞﾝﾊｻﾐﾑｼ   ● ● ● ● 

68   ｵｵﾊｻﾐﾑｼ ｵｵﾊｻﾐﾑｼ     ● ●   

69 ｶﾒﾑｼ ﾃﾝｸﾞｽｹﾊﾞ ﾃﾝｸﾞｽｹﾊﾞ ●   ● ● ● 

70   ｱｵﾊﾞﾊｺﾞﾛﾓ ｱｵﾊﾞﾊｺﾞﾛﾓ   ● ● ● ● 

71   ﾊｺﾞﾛﾓ ﾍﾞｯｺｳﾊｺﾞﾛﾓ   ● ● ● ● 

72   ｾﾐ ｱﾌﾞﾗｾﾞﾐ   ● ● ● ● 

73     ﾂｸﾂｸﾎﾞｳｼ     ●   ● 

74     ﾐﾝﾐﾝｾﾞﾐ   ●   ● ● 

75     ﾆｲﾆｲｾﾞﾐ   ● ● ● ● 

76   ｱﾜﾌｷﾑｼ ﾊﾏﾍﾞｱﾜﾌｷ   ● ● ● ● 

77   ﾖｺﾊﾞｲ ｸﾛﾋﾗﾀﾖｺﾊﾞｲ ●     ● ● 

78     ﾂﾏｸﾞﾛｵｵﾖｺﾊﾞｲ ● ● ● ● ● 

79     ｵｵﾖｺﾊﾞｲ     ● ●   

80     ﾌﾀﾃﾝﾖｺﾊﾞｲ   ●   ●   
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表 5-2-6-9(3） 昆虫類確認種一覧 

№ 目名 科名 種名 
確認時期 調査地域 

春季 夏季 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

81 ｶﾒﾑｼ ｱﾒﾝﾎﾞ ｱﾒﾝﾎﾞ ● ● ● ● ● 

82   ｶｽﾐｶﾒﾑｼ ｳｽﾓﾝﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ     ● ● ● 

83     ｲﾈﾎｿﾐﾄﾞﾘｶｽﾐｶﾒ ● ● ● ● ● 

84   ﾏｷﾊﾞｻｼｶﾞﾒ ﾐﾅﾐﾏｷﾊﾞｻｼｶﾞﾒ   ● ● ● ● 

85   ｸﾞﾝﾊﾞｲﾑｼ ﾔﾌﾞｶﾞﾗｼｸﾞﾝﾊﾞｲ   ●   ●   

86     ﾍｸｿｶｽﾞﾗｸﾞﾝﾊﾞｲ     ● ●   

87     ｱﾜﾀﾞﾁｿｳｸﾞﾝﾊﾞｲ   ● ● ● ● 

88   ｻｼｶﾞﾒ ﾖｺﾂﾞﾅｻｼｶﾞﾒ ●   ● ● ● 

89     ｱｶｻｼｶﾞﾒ ●     ● ● 

90     ｱｶｼﾏｻｼｶﾞﾒ ●     ●   

91     ｸﾛﾓﾝｻｼｶﾞﾒ ●       ● 

92   ﾋﾗﾀｶﾒﾑｼ ｵｵﾋﾗﾀｶﾒﾑｼ     ● ●   

93   ｲﾄｶﾒﾑｼ ｲﾄｶﾒﾑｼ   ● ●   ● 

94   ﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ｾｽｼﾞﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ●       ● 

95     ﾋﾒｼﾞｭｳｼﾞﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ● ● ● ● 

96     ﾋﾒﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ●   ● ● ● 

98     ﾆｯﾎﾟﾝｺﾊﾞﾈﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ●   ●   

99     ﾋﾒｵｵﾒｶﾒﾑｼ ●       ● 

100     ｵｵﾒｶﾒﾑｼ ●   ● ● ● 

101     ﾋｹﾞﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ● ● ● ● ● 

102     ﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ●   ●   

103     ｵｵﾓﾝｼﾛﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ●   ●   ● 

104     ｱﾑｰﾙｼﾛﾍﾘﾅｶﾞｶﾒﾑｼ     ● ●   

105     ｷﾍﾞﾘﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞｶﾒﾑｼ     ● ● ● 

106     ｺﾊﾞﾈﾋｮｳﾀﾝﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ●   ●   ● 

107   ﾒﾀﾞｶﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ﾒﾀﾞｶﾅｶﾞｶﾒﾑｼ   ● ● ●   

108   ｵｵﾎｼｶﾒﾑｼ ｵｵﾎｼｶﾒﾑｼ ● ● ● ● ● 

109   ﾎｿﾍﾘｶﾒﾑｼ ｸﾓﾍﾘｶﾒﾑｼ     ●   ● 

110     ﾎｿﾍﾘｶﾒﾑｼ   ●   ● ● 

111   ﾍﾘｶﾒﾑｼ ﾎｵｽﾞｷｶﾒﾑｼ ● ● ● ● ● 

112     ｵｵｸﾓﾍﾘｶﾒﾑｼ     ● ●   

113     ﾎｿﾊﾘｶﾒﾑｼ ● ● ● ● ● 

114     ﾎｼﾊﾗﾋﾞﾛﾍﾘｶﾒﾑｼ ● ● ● ● ● 

115     ｵｵﾂﾏｷﾍﾘｶﾒﾑｼ ●     ● ● 

116     ﾂﾏｷﾍﾘｶﾒﾑｼ   ● ●   ● 

117     ｷﾊﾞﾗﾍﾘｶﾒﾑｼ ●       ● 

118   ﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ ｽｶｼﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ ● ● ● ● ● 

119     ｱｶﾋﾒﾍﾘｶﾒﾑｼ ● ● ● ●   

120   ﾏﾙｶﾒﾑｼ ﾏﾙｶﾒﾑｼ ● ● ● ● ● 

 

 
  



 

386 

 

表 5-2-6-9(4） 昆虫類確認種一覧 

№ 目名 科名 種名 
確認時期 調査地域 

春季 夏季 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

121 ｶﾒﾑｼ ﾂﾁｶﾒﾑｼ ｺﾂﾁｶﾒﾑｼ ● ●   ●   

122     ﾂﾁｶﾒﾑｼ ● ● ● ● ● 

123     ﾐﾂﾎﾞｼﾂﾁｶﾒﾑｼ ●     ● ● 

124   ｶﾒﾑｼ ｵｵｸﾛｶﾒﾑｼ   ●     ● 

125     ｲﾈｸﾛｶﾒﾑｼ ● ● ● ● ● 

126     ｳｽﾞﾗｶﾒﾑｼ ● ●   ● ● 

127     ｳｼｶﾒﾑｼ   ●   ●   

128     ﾌﾞﾁﾋｹﾞｶﾒﾑｼ ● ● ● ● ● 

129     ｷﾏﾀﾞﾗｶﾒﾑｼ     ●   ● 

130     ﾅｶﾞﾒ ● ●   ● ● 

131     ﾄｹﾞｼﾗﾎｼｶﾒﾑｼ   ● ● ● ● 

132     ｼﾗﾎｼｶﾒﾑｼ ● ●   ● ● 

133     ﾂﾔｱｵｶﾒﾑｼ ● ● ● ● ● 

134     ｸｻｷﾞｶﾒﾑｼ ● ● ●   ● 

135     ｱｵｸｻｶﾒﾑｼ   ● ● ●   

136     ﾐﾅﾐｱｵｶﾒﾑｼ     ● ● ● 

137     ﾁｬﾊﾞﾈｱｵｶﾒﾑｼ ● ● ● ● ● 

138     ﾙﾘｸﾁﾌﾞﾄｶﾒﾑｼ   ●   ●   

139   ﾂﾉｶﾒﾑｼ ｾｱｶﾂﾉｶﾒﾑｼ     ●   ● 

-     ﾂﾉｶﾒﾑｼ科の一種   ●   ●   

140 ｱﾐﾒｶｹﾞﾛｳ ｸｻｶｹﾞﾛｳ ﾖﾂﾎﾞｼｸｻｶｹﾞﾛｳ   ●   ● ● 

141     ﾔﾏﾄｸｻｶｹﾞﾛｳ     ●   ● 

142 ｺｳﾁｭｳ ﾊﾝﾐｮｳ ﾄｳｷｮｳﾋﾒﾊﾝﾐｮｳ   ●   ● ● 

143     ｺﾊﾝﾐｮｳ   ●   ● ● 

144   ｵｻﾑｼ ｱｵｵｻﾑｼ ● ●   ● ● 

145     ﾎｿﾋｮｳﾀﾝｺﾞﾐﾑｼ   ●   ●   

146     ﾅｶﾞﾋｮｳﾀﾝｺﾞﾐﾑｼ ●       ● 

147     ﾋﾗﾀｷｲﾛﾁﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ ●     ● ● 

148     ｱﾄﾓﾝﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾞﾐﾑｼ ●     ●   

149     ｷｱｼﾇﾚﾁｺﾞﾐﾑｼ ● ● ● ● ● 

150     ｵｵｺﾞﾐﾑｼ ● ●   ● ● 

151     ｺｶﾞｼﾗﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ   ●     ● 

152     ｷﾝﾅｶﾞｺﾞﾐﾑｼ ●   ●   ● 

153     ｱｶｶﾞﾈｵｵｺﾞﾐﾑｼ     ● ●   

154     ｾｱｶﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ   ● ● ● ● 

155     ｵｵﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ ●   ● ● ● 

156     ｸﾛﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ ●   ● ●   

157     ｵｵｸﾛﾂﾔﾋﾗﾀｺﾞﾐﾑｼ     ● ● ● 

158     ｵｵﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ     ● ●   

159     ｺﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾐﾑｼ ● ●     ● 

160     ｵｵﾎｼﾎﾞｼｺﾞﾐﾑｼ   ●     ● 
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表 5-2-6-9(5） 昆虫類確認種一覧 

№ 目名 科名 種名 
確認時期 調査地域 

春季 夏季 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

161 ｺｳﾁｭｳ ｵｻﾑｼ ﾋﾒｺﾞﾐﾑｼ ●     ● ● 

162     ﾏﾙｶﾞﾀｺﾞﾓｸﾑｼ     ●   ● 

163     ﾋﾛｺﾞﾓｸﾑｼ   ●     ● 

164     ﾋﾒｹｺﾞﾓｸﾑｼ     ● ● ● 

165     ﾆｾｹｺﾞﾓｸﾑｼ     ● ● ● 

166     ｹｺﾞﾓｸﾑｼ     ● ●   

167     ｸﾋﾞﾅｶﾞｺﾞﾓｸﾑｼ   ●     ● 

168     ﾋﾒﾂﾔｺﾞﾓｸﾑｼ ●   ● ● ● 

169     ﾂﾔｺﾞﾓｸﾑｼ   ●   ●   

170     ｷﾍﾞﾘｺﾞﾓｸﾑｼ   ●   ●   

171     ﾑﾈｱｶﾏﾒｺﾞﾓｸﾑｼ ●     ●   

172     ｲﾂﾎｼﾏﾒｺﾞﾓｸﾑｼ     ● ●   

173     ｷﾍﾞﾘｱｵｺﾞﾐﾑｼ ●       ● 

174     ｵｵｱﾄﾎﾞｼｱｵｺﾞﾐﾑｼ   ●     ● 

175     ｱｵｺﾞﾐﾑｼ ● ● ● ● ● 

176     ｽｼﾞｱｵｺﾞﾐﾑｼ ●       ● 

177     ﾔﾏﾄﾄｯｸﾘｺﾞﾐﾑｼ ●       ● 

178     ﾄｯｸﾘｺﾞﾐﾑｼ     ●   ● 

179     ｺﾙﾘｱﾄｷﾘｺﾞﾐﾑｼ   ● ● ● ● 

180   ﾎｿｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ ｵｵﾎｿｸﾋﾞｺﾞﾐﾑｼ ● ● ● ● ● 

181     ﾐｲﾃﾞﾗｺﾞﾐﾑｼ ● ● ● ● ● 

182   ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ ﾊｲｲﾛｹﾞﾝｺﾞﾛｳ   ●   ●   

183     ｺｼﾏｹﾞﾝｺﾞﾛｳ     ● ●   

184   ｶﾞﾑｼ ﾋﾒｶﾞﾑｼ     ● ●   

185   ｴﾝﾏﾑｼ ｺｴﾝﾏﾑｼ   ●   ● ● 

186   ｼﾃﾞﾑｼ ｵｵﾋﾗﾀｼﾃﾞﾑｼ ● ● ● ● ● 

187   ﾊﾈｶｸｼ ｱｵﾊﾞｱﾘｶﾞﾀﾊﾈｶｸｼ ●   ● ● ● 

188     ﾊｲｲﾛﾊﾈｶｸｼ   ● ● ●   

189     ｱｶﾊﾞﾊﾈｶｸｼ   ●   ●   

-     ﾊﾈｶｸｼ科の一種 ● ●   ●※ ●※ 

190   ﾏﾙﾊﾅﾉﾐ ｷﾑﾈﾏﾙﾊﾅﾉﾐ ●     ● ● 

191   ｸﾜｶﾞﾀﾑｼ ﾉｺｷﾞﾘｸﾜｶﾞﾀ   ●   ● ● 

192   ｾﾝﾁｺｶﾞﾈ ｾﾝﾁｺｶﾞﾈ ●   ● ●   

193   ｺｶﾞﾈﾑｼ ｸﾛﾏﾙｴﾝﾏｺｶﾞﾈ   ●     ● 

194     ｺﾌﾞﾏﾙｴﾝﾏｺｶﾞﾈ   ● ● ● ● 

195     ｺｸﾛｺｶﾞﾈ   ●   ●   

196     ｺﾌｷｺｶﾞﾈ   ●     ● 

197     ﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈ   ●   ● ● 

198     ﾋﾒﾋﾞﾛｳﾄﾞｺｶﾞﾈ ● ●     ● 

199     ｱｵﾄﾞｳｶﾞﾈ   ● ● ● ● 

200     ﾄﾞｳｶﾞﾈﾌﾞｲﾌﾞｲ   ●   ●   
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表 5-2-6-9(6） 昆虫類確認種一覧 

№ 目名 科名 種名 
確認時期 調査地域 

春季 夏季 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

201 ｺｳﾁｭｳ ｺｶﾞﾈﾑｼ ﾋﾒｺｶﾞﾈ   ●   ● ● 

202     ｾﾏﾀﾞﾗｺｶﾞﾈ   ●   ● ● 

203     ﾏﾒｺｶﾞﾈ   ● ● ● ● 

204     ｺｱｵﾊﾅﾑｸﾞﾘ ● ● ● ● ● 

205     ｼﾗﾎｼﾊﾅﾑｸﾞﾘ   ●    ● 

206     ｼﾛﾃﾝﾊﾅﾑｸﾞﾘ   ●    ● 

207     ｶﾅﾌﾞﾝ   ●    ● 

208   ﾀﾏﾑｼ ﾔﾏﾄﾀﾏﾑｼ   ●   ● ● 

209     ﾋｼﾓﾝﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ ●   ● ● ● 

210     ﾐﾄﾞﾘﾂﾔﾅｶﾞﾀﾏﾑｼ ●     ●  

211     ｸｽﾞﾉﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ   ●   ● ● 

212     ｿｰﾝﾀﾞｰｽﾞﾁﾋﾞﾀﾏﾑｼ ● ● ● ● ● 

213   ｺﾒﾂｷﾑｼ ﾏﾀﾞﾗﾁﾋﾞｺﾒﾂｷ ●     ● ● 

214     ｻﾋﾞｷｺﾘ ● ● ● ● ● 

215     ﾋﾒｻﾋﾞｷｺﾘ   ● ● ● ● 

216     ｵｵﾅｶﾞｺﾒﾂｷ   ●   ●  

217     ｸﾁﾌﾞﾄｺﾒﾂｷ ●     ●  

218     ｷｱｼﾐｽﾞｷﾞﾜｺﾒﾂｷ   ●   ●  

219     ｸﾛｺﾊﾅｺﾒﾂｷ   ● ● ●  

220     ｱｶｱｼﾊﾅｺﾒﾂｷ ●     ●  

221   ｼﾞｮｳｶｲﾎﾞﾝ ｾｽｼﾞｼﾞｮｳｶｲ ●     ●  

222     ｳｽｲﾛｸﾋﾞﾎﾞｿｼﾞｮｳｶｲ ●     ● ● 

223   ｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ ﾋﾛｵﾋﾞｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ   ●   ● ● 

224     ﾂﾏｷｱｵｼﾞｮｳｶｲﾓﾄﾞｷ ●     ● ● 

225   ｹｼｷｽｲ ｸﾛﾓﾝﾑｸｹﾞｹｼｷｽｲ ●     ● ● 

226     ｱｶﾏﾀﾞﾗｹｼｷｽｲ ● ● ● ● ● 

227     ﾏﾙｷﾏﾀﾞﾗｹｼｷｽｲ ●      ● 

228   ﾎｿﾋﾗﾀﾑｼ ﾐﾂﾓﾝｾﾏﾙﾋﾗﾀﾑｼ     ●  ● 

229   ｺﾒﾂｷﾓﾄﾞｷ ｷﾑﾈﾋﾒｺﾒﾂｷﾓﾄﾞｷ     ● ●  

230   ﾃﾝﾄｳﾑｼﾀﾞﾏｼ ﾖﾂﾎﾞｼﾃﾝﾄｳﾀﾞﾏｼ ● ● ● ● ● 

231   ﾃﾝﾄｳﾑｼ ﾌﾀﾎｼﾃﾝﾄｳ ●      ● 

232     ｱﾄﾎｼﾋﾒﾃﾝﾄｳ ●      ● 

233     ｸﾛﾍﾘﾋﾒﾃﾝﾄｳ     ● ●  

234     ﾋﾒｱｶﾎｼﾃﾝﾄｳ   ● ● ● ● 

235     ｱｶﾎｼﾃﾝﾄｳ   ●   ●  

236     ﾖﾂﾎﾞｼﾃﾝﾄｳ ● ●   ● ● 

237     ﾑｰｱｼﾛﾎｼﾃﾝﾄｳ   ● ● ● ● 

238     ﾅﾅﾎｼﾃﾝﾄｳ ● ● ● ● ● 

239     ﾅﾐﾃﾝﾄｳ ● ● ● ● ● 

240     ｷｲﾛﾃﾝﾄｳ ● ●    ● 
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表 5-2-6-9(7) 昆虫類確認種一覧 

№ 目名 科名 種名 
確認時期 調査地域 

春季 夏季 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

241 ｺｳﾁｭｳ ﾃﾝﾄｳﾑｼ ﾀﾞﾝﾀﾞﾗﾃﾝﾄｳ ●     ●   

242     ﾑﾓﾝﾁｬｲﾛﾃﾝﾄｳ     ● ●   

243     ﾋﾒｶﾒﾉｺﾃﾝﾄｳ ● ● ● ● ● 

244     ｸﾓｶﾞﾀﾃﾝﾄｳ     ● ●   

245     ｵｵﾆｼﾞｭｳﾔﾎｼﾃﾝﾄｳ   ●     ● 

246   ﾊﾅﾉﾐ ｸﾛﾋﾒﾊﾅﾉﾐ   ●   ●   

247   ｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ ﾓﾓﾌﾞﾄｶﾐｷﾘﾓﾄﾞｷ ●       ● 

248   ｱﾘﾓﾄﾞｷ ｷｱｼｸﾋﾞﾎﾞｿﾑｼ     ● ●   

249     ﾎｿｸﾋﾞｱﾘﾓﾄﾞｷ ●   ● ● ● 

250     ﾖﾂﾎﾞｼﾎｿｱﾘﾓﾄﾞｷ ●       ● 

251   ﾂﾁﾊﾝﾐｮｳ ﾏﾒﾊﾝﾐｮｳ   ●   ●   

252     ﾋﾒﾂﾁﾊﾝﾐｮｳ ●       ● 

253   ﾊﾑｼﾀﾞﾏｼ ﾅｶﾞﾊﾑｼﾀﾞﾏｼ ●     ●   

254     ﾋｹﾞﾌﾞﾄｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ ● ●   ● ● 

255   ｸﾁｷﾑｼ ｸﾁｷﾑｼ     ● ● ● 

256     ｸﾘｲﾛｸﾁｷﾑｼ   ●   ● ● 

257   ｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ ｺｽﾅｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ ● ● ● ● ● 

258     ｽﾅｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ ●   ●   ● 

259     ﾕﾐｱｼｺﾞﾐﾑｼﾀﾞﾏｼ   ●     ● 

260     ｷﾏﾜﾘ   ●   ● ● 

261   ｶﾐｷﾘﾑｼ ｳｽﾊﾞｶﾐｷﾘ   ●   ●   

262     ﾍﾞﾆｶﾐｷﾘ ●       ● 

263     ﾅｶﾞｺﾞﾏﾌｶﾐｷﾘ   ●     ● 

264     ｼﾅﾉｸﾛﾌｶﾐｷﾘ ●       ● 

265     ﾅｶｼﾞﾛｻﾋﾞｶﾐｷﾘ     ●   ● 

266     ｺﾞﾏﾀﾞﾗｶﾐｷﾘ   ●   ●   

267     ｷﾎﾞｼｶﾐｷﾘ   ●     ● 

268   ﾊﾑｼ ｱｽﾞｷﾏﾒｿﾞｳﾑｼ     ●   ● 

269     ﾙﾘｸﾋﾞﾎﾞｿﾊﾑｼ     ● ●   

270     ﾄﾎｼｸﾋﾞﾎﾞｿﾊﾑｼ ●   ● ● ● 

271     ｷｲﾛｸﾋﾞﾅｶﾞﾊﾑｼ   ●   ●   

272     ﾖﾂﾓﾝｸﾛﾂﾂﾊﾑｼ ●       ● 

273     ｱｵﾊﾞﾈｻﾙﾊﾑｼ ●       ● 

274     ﾄﾞｳｶﾞﾈｻﾙﾊﾑｼ   ● ● ● ● 

275     ｳﾘﾊﾑｼ ●   ● ● ● 

276     ｸﾛｳﾘﾊﾑｼ ● ● ● ● ● 

277     ﾌﾀｽｼﾞﾋﾒﾊﾑｼ ●     ●   

278     ﾎﾀﾙﾊﾑｼ   ●   ●   

279     ｱﾄﾎﾞｼﾊﾑｼ   ●     ● 

280     ｶﾐﾅﾘﾊﾑｼ   ●     ● 
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表 5-2-6-9(8)  昆虫類確認種一覧 

№ 目名 科名 種名 
確認時期 調査地域 

春季 夏季 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

281 ｺｳﾁｭｳ ﾊﾑｼ ﾋｻｺﾞﾄﾋﾞﾊﾑｼ   ● ● ● ● 

282     ｶﾒﾉｺﾊﾑｼ   ●     ● 

283   ﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ ｷﾏﾀﾞﾗﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ ●       ● 

284     ｽﾈｱｶﾋｹﾞﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ     ● ●   

285   ﾁｮｯｷﾘｿﾞｳﾑｼ ﾇﾙﾃﾞｹｼﾂﾌﾞﾁｮｯｷﾘ ●     ●   

286   ｲﾈｿﾞｳﾑｼ ｸﾛｲﾈｿﾞｳﾓﾄﾞｷ ●       ● 

287   ｿﾞｳﾑｼ ｺｶｼﾜｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ ● ●   ● ● 

288     ｶｼﾜｸﾁﾌﾞﾄｿﾞｳﾑｼ ● ●   ● ● 

289     ﾎｿﾋﾒｶﾀｿﾞｳﾑｼ   ●   ●   

290     ﾋﾒｼﾛｺﾌﾞｿﾞｳﾑｼ ●       ● 

291     ｽｸﾞﾘｿﾞｳﾑｼ   ●     ● 

292     ｸﾜﾋｮｳﾀﾝｿﾞｳﾑｼ ●   ● ● ● 

293     ｺﾌｷｿﾞｳﾑｼ ● ●   ● ● 

294     ﾁﾋﾞｺﾌｷｿﾞｳﾑｼ ●     ● ● 

295     ﾔｻｲｿﾞｳﾑｼ     ●   ● 

296     ﾊｽｼﾞｶﾂｵｿﾞｳﾑｼ   ●   ● ● 

297     ｵｼﾞﾛｱｼﾅｶﾞｿﾞｳﾑｼ   ● ●   ● 

298     ﾀﾃｽｼﾞｱｶﾋﾒｿﾞｳﾑｼ     ●   ● 

299     ﾀﾞｲｺﾝｻﾙｿﾞｳﾑｼ ●       ● 

300     ﾄｹﾞﾊﾗﾋﾗｾｸﾓｿﾞｳﾑｼ ●     ●   

301     ﾏﾀﾞﾗｱｼｿﾞｳﾑｼ   ●   ●   

302     ﾀｶｵﾏﾙｸﾁｶｸｼｿﾞｳﾑｼ ●       ● 

303 ﾊﾁ ﾐﾌｼﾊﾊﾞﾁ ﾙﾘﾁｭｳﾚﾝｼﾞ   ●   ●   

304   ﾊﾊﾞﾁ ﾊｸﾞﾛﾊﾊﾞﾁ ●     ●   

305     ｾｸﾞﾛｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ ● ●     ● 

306     ﾆﾎﾝｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ ●   ● ● ● 

-     ﾊﾊﾞﾁ科の一種 ●     ●※ ●※ 

307   ﾋﾒﾊﾞﾁ ｼﾛｽｼﾞﾋﾒﾊﾞﾁ     ● ●   

-     ﾋﾒﾊﾞﾁ科の一種 ●     ●※ ● 

308   ｺﾂﾁﾊﾞﾁ ｺﾂﾁﾊﾞﾁ科の一種 ●       ● 

309   ﾂﾁﾊﾞﾁ ｺﾓﾝﾂﾁﾊﾞﾁ   ●     ● 

310     ｷﾝｹﾊﾗﾅｶﾞﾂﾁﾊﾞﾁ     ● ● ● 

311   ｱﾘ ｵｵﾊﾘｱﾘ ●     ●   

312     ﾆｾﾊﾘｱﾘ     ●   ● 

313     ｸﾛﾆｾﾊﾘｱﾘ     ● ●   

314     ﾃﾗﾆｼｼﾘｱｹﾞｱﾘ ● ● ● ● ● 

315     ﾊﾘﾌﾞﾄｼﾘｱｹﾞｱﾘ ● ●   ● ● 

316     ﾋﾒｱﾘ   ● ● ● ● 

317     ｱﾐﾒｱﾘ ● ● ● ● ● 

318     ﾄﾋﾞｲﾛｼﾜｱﾘ ● ● ● ● ● 

319     ﾙﾘｱﾘ     ● ●   

320     ﾋﾗﾌｼｱﾘ     ● ●   
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表 5-2-6-9(9)  昆虫類確認種一覧 

№ 目名 科名 種名 
確認時期 調査地域 

春季 夏季 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

321 ﾊﾁ ｱﾘ ｸﾛｵｵｱﾘ ● ● ● ● ● 

322     ﾋﾗｽﾞｵｵｱﾘ     ●   ● 

323     ｳﾒﾏﾂｵｵｱﾘ ● ● ● ● ● 

324     ﾖﾂﾎﾞｼｵｵｱﾘ   ● ●   ● 

325     ｸﾛﾔﾏｱﾘ ● ● ● ● ● 

326     ｸﾛｸｻｱﾘ ● ●   ●   

327     ｸｻｱﾘﾓﾄﾞｷ   ● ●   ● 

328     ﾄﾋﾞｲﾛｹｱﾘ ● ● ● ● ● 

329     ｱﾒｲﾛｱﾘ ● ● ●   ● 

330     ｻｸﾗｱﾘ   ●   ●   

331   ﾍﾞｯｺｳﾊﾞﾁ ﾍﾞｯｺｳﾊﾞﾁ   ●     ● 

332     ｵｵﾓﾝｸﾛﾍﾞｯｺｳ   ●   ● ● 

333   ﾄﾞﾛﾊﾞﾁ ｵｵﾌﾀｵﾋﾞﾄﾞﾛﾊﾞﾁ本土亜種   ● ● ● ● 

334     ﾐｶﾄﾞﾄｯｸﾘﾊﾞﾁ   ● ● ●   

335   ｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ ﾑﾓﾝﾎｿｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ   ●     ● 

336     ﾌﾀﾓﾝｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ ● ● ● ● ● 

337     ｾｸﾞﾛｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ ● ● ● ● ● 

338     ｷﾎﾞｼｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ ●       ● 

339     ｷｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ ●       ● 

340     ｺｱｼﾅｶﾞﾊﾞﾁ ● ●   ● ● 

341     ｺｶﾞﾀｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ本土亜種     ● ● ● 

342     ｵｵｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ   ● ● ●   

343     ｷｲﾛｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ   ● ● ● ● 

344     ﾋﾒｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ     ● ●   

345     ｸﾛｽｽﾞﾒﾊﾞﾁ   ●   ● ● 

346   ｱﾅﾊﾞﾁ ﾙﾘｼﾞｶﾞﾊﾞﾁ   ●   ●   

347   ﾑｶｼﾊﾅﾊﾞﾁ ﾑｶｼﾊﾅﾊﾞﾁ科の一種 ●     ● ● 

348   ｺﾊﾅﾊﾞﾁ ｺﾊﾅﾊﾞﾁ科の一種 ● ●     ● 

349   ﾊｷﾘﾊﾞﾁ ｵｵﾊｷﾘﾊﾞﾁ   ● ●   ● 

350     ﾊﾞﾗﾊｷﾘﾊﾞﾁ   ●     ● 

-     ﾊｷﾘﾊﾞﾁ科の一種   ●     ●※ 

351   ﾐﾂﾊﾞﾁ ｼﾛｽｼﾞﾋｹﾞﾅｶﾞﾊﾅﾊﾞﾁ ●     ●   

352     ｷﾑﾈｸﾏﾊﾞﾁ ●     ● ● 

353   ﾐﾂﾊﾞﾁ ｾｲﾖｳﾐﾂﾊﾞﾁ     ● ●   

354 ﾊｴ ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ ｷｲﾛﾎｿｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ ●       ● 

355     ｷﾘｳｼﾞｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ ●   ● ● ● 

356     ｶｽﾘﾋﾒｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ   ● ● ● ● 

357   ｹﾊﾞｴ ｸﾛｱｼﾎﾞｿｹﾊﾞｴ ●     ● ● 

358     ﾒｽｱｶｹﾊﾞｴ ●   ● ● ● 

359     ﾊｸﾞﾛｹﾊﾞｴ ● ● ● ● ● 

360     ﾋﾒｾｱｶｹﾊﾞｴ     ● ●   
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表 5-2-6-9(10) 昆虫類確認種一覧 

№ 目名 科名 種名 
確認時期 調査地域 

春季 夏季 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

361 ﾊｴ ﾐｽﾞｱﾌﾞ ｴｿﾞﾎｿﾙﾘﾐｽﾞｱﾌﾞ ●     ● ● 

362     ﾐｽﾞｱﾌﾞ   ● ● ●   

363     ｱﾒﾘｶﾐｽﾞｱﾌﾞ   ● ● ● ● 

-     ﾐｽﾞｱﾌﾞ科の一種 ●     ●※   

364   ｱﾌﾞ ｼﾛﾌｱﾌﾞ   ●   ●   

365   ﾂﾘｱﾌﾞ ｺｳﾔﾂﾘｱﾌﾞ   ●     ● 

366     ｸﾛﾊﾞﾈﾂﾘｱﾌﾞ   ●   ● ● 

367   ﾑｼﾋｷｱﾌﾞ ｼｵﾔｱﾌﾞ   ● ● ● ● 

368   ｵﾄﾞﾘﾊﾞｴ ｵﾄﾞﾘﾊﾞｴ科の一種 ●     ●   

369   ｱｼﾅｶﾞﾊﾞｴ ｱｼﾅｶﾞﾊﾞｴ科の一種   ● ● ● ● 

370   ﾊﾅｱﾌﾞ ﾎｿﾋﾗﾀｱﾌﾞ ● ● ● ● ● 

371     ｴｿﾞｺﾋﾗﾀｱﾌﾞ ●       ● 

372     ﾅﾐﾎｼﾋﾗﾀｱﾌﾞ ●     ●   

373     ﾎｿﾋﾒﾋﾗﾀｱﾌﾞ     ● ● ● 

374     ﾊﾅｱﾌﾞ ●   ● ● ● 

375     ｷﾍﾞﾘｱｼﾌﾞﾄﾊﾅｱﾌﾞ   ●     ● 

376     ｱｼﾌﾞﾄﾊﾅｱﾌﾞ ●   ● ● ● 

377     ｼﾏｱｼﾌﾞﾄﾊﾅｱﾌﾞ   ●     ● 

378     ｵｵﾊﾅｱﾌﾞ     ● ● ● 

379   ﾔﾁﾊﾞｴ ﾔﾁﾊﾞｴ科の一種   ●   ●   

380   ﾌﾝﾊﾞｴ ﾋﾒﾌﾝﾊﾞｴ ●     ● ● 

-     ﾌﾝﾊﾞｴ科の一種 ●     ●※   

381   ｲｴﾊﾞｴ ｲｴﾊﾞｴ科の一種 ● ● ● ● ● 

382   ｸﾛﾊﾞｴ ｹﾌﾞｶｸﾛﾊﾞｴ ●     ●   

383     ﾐﾄﾞﾘｷﾝﾊﾞｴ ● ● ● ● ● 

384     ﾂﾏｸﾞﾛｷﾝﾊﾞｴ     ●   ● 

-     ｸﾛﾊﾞｴ科の一種   ● ● ●※ ●※ 

385   ﾆｸﾊﾞｴ ｾﾝﾁﾆｸﾊﾞｴ ●       ● 

-     ﾆｸﾊﾞｴ科の一種   ● ● ● ●※ 

386   ﾔﾄﾞﾘﾊﾞｴ ﾔﾄﾞﾘﾊﾞｴ科の一種     ● ●   

387 ﾁｮｳ ﾊﾏｷｶﾞ ﾁｬﾉｺｶｸﾓﾝﾊﾏｷ     ●   ● 

388     ｳｽｱﾄｷﾊﾏｷ   ● ● ● ● 

389     ﾖﾓｷﾞﾈﾑｼｶﾞ     ● ● ● 

390   ﾏﾀﾞﾗｶﾞ ﾎﾀﾙｶﾞ     ●   ● 

391   ｲﾗｶﾞ ｱｵｲﾗｶﾞ   ●     ● 

392   ﾏﾄﾞｶﾞ ﾋﾒﾏﾀﾞﾗﾏﾄﾞｶﾞ     ● ●   

393   ﾂﾄｶﾞ ｼﾛﾂﾄｶﾞ   ● ● ● ● 

394     ﾋﾒﾄｶﾞﾘﾉﾒｲｶﾞ   ●   ●   

395     ｵｵｷﾉﾒｲｶﾞ   ● ● ●   

396     ﾋﾒｱｶｳｽｸﾞﾛﾉﾒｲｶﾞ   ●   ●   

397     ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ   ● ●   ● 

398     ｷｱﾔﾋﾒﾉﾒｲｶﾞ     ● ●   

399     ｱﾔﾅﾐﾉﾒｲｶﾞ     ● ● ● 

400     ﾓﾝｷｸﾛﾉﾒｲｶﾞ   ●   ●   
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表 5-2-6-9(11) 昆虫類確認種一覧 

№ 目名 科名 種名 
確認時期 調査地域 

春季 夏季 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

401 ﾁｮｳ ﾂﾄｶﾞ  ｼﾛｵﾋﾞﾉﾒｲｶﾞ   ● ● ● ● 

402     ﾊﾈﾅｶﾞｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ   ●   ●   

403     ﾏﾒﾉﾒｲｶﾞ     ● ● ● 

404     ﾕｳｸﾞﾓﾉﾒｲｶﾞ   ● ● ● ● 

405     ﾋﾒｼﾛﾉﾒｲｶﾞ   ●   ●   

406     ｷﾑｼﾞﾉﾒｲｶﾞ   ●   ●   

407     ｸﾛﾓﾝｷﾉﾒｲｶﾞ   ●     ● 

408   ﾒｲｶﾞ ｳｽﾍﾞﾆﾄｶﾞﾘﾒｲｶﾞ   ●   ● ● 

409   ｱｹﾞﾊﾁｮｳ ｼﾞｬｺｳｱｹﾞﾊ日本本土亜種 ●     ● ● 

410     ｱｵｽｼﾞｱｹﾞﾊ   ● ● ● ● 

411     ﾓﾝｷｱｹﾞﾊ ●       ● 

412     ｷｱｹﾞﾊ   ● ● ● ● 

413     ﾅｶﾞｻｷｱｹﾞﾊ   ● ● ● ● 

414     ｸﾛｱｹﾞﾊ日本本土亜種   ●   ●   

415     ｱｹﾞﾊ ● ● ● ● ● 

416   ｼﾛﾁｮｳ ｷﾀｷﾁｮｳ ●   ● ● ● 

417     ﾓﾝｷﾁｮｳ ● ● ● ● ● 

418     ﾂﾏｷﾁｮｳ ●     ●   

419     ﾓﾝｼﾛﾁｮｳ ● ● ● ● ● 

420   ｼｼﾞﾐﾁｮｳ ｳﾗｷﾞﾝｼｼﾞﾐ   ● ● ● ● 

421     ﾍﾞﾆｼｼﾞﾐ ● ● ● ● ● 

422     ﾑﾗｻｷｼｼﾞﾐ     ●   ● 

423     ﾙﾘｼｼﾞﾐ   ●   ●   

424     ﾂﾊﾞﾒｼｼﾞﾐ ● ● ● ● ● 

425     ｳﾗﾅﾐｼｼﾞﾐ     ● ● ● 

426     ﾔﾏﾄｼｼﾞﾐ本土亜種 ● ● ● ● ● 

427   ﾀﾃﾊﾁｮｳ ｷﾀﾃﾊ ● ● ● ● ● 

428     ﾋﾒｱｶﾀﾃﾊ     ● ● ● 

429     ﾂﾏｸﾞﾛﾋｮｳﾓﾝ ● ● ● ● ● 

430     ｺﾐｽｼﾞ   ● ● ● ● 

431     ｱｶﾎﾞｼｺﾞﾏﾀﾞﾗ   ● ● ●   

432     ﾋﾒｼﾞｬﾉﾒ   ● ● ● ● 

433     ﾋｶｹﾞﾁｮｳ     ● ● ● 

434     ｻﾄｷﾏﾀﾞﾗﾋｶｹﾞ     ● ● ● 

435   ｾｾﾘﾁｮｳ ﾀﾞｲﾐｮｳｾｾﾘ   ●   ● ● 

436     ｷﾞﾝｲﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ ● ●   ● ● 

437     ｲﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ     ● ● ● 

438     ﾐﾔﾏﾁｬﾊﾞﾈｾｾﾘ ●     ●   

439     ﾁｬﾊﾞﾈｾｾﾘ中国亜種   ● ● ● ● 

440     ｷﾏﾀﾞﾗｾｾﾘ     ● ●   
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表 5-2-6-9(12) 昆虫類確認種一覧 

№ 目名 科名 種名 
確認時期 調査地域 

春季 夏季 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

441 ﾁｮｳ ｾｾﾘﾁｮｳ ｺﾁｬﾊﾞﾈｾｾﾘ     ● ● ● 

442   ｼｬｸｶﾞ ｺﾍﾞﾆｽｼﾞﾋﾒｼｬｸ     ●  ●  

443     ﾍﾞﾆｽｼﾞﾋﾒｼｬｸ     ● ●   

444     ｸﾛｸﾓｴﾀﾞｼｬｸ     ● ●  

445   ｶｲｺｶﾞ ｸﾜｺ   ●     ● 

446   ﾋﾄﾘｶﾞ ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ     ● ●   

447   ﾔｶﾞ ｼﾛﾓﾝﾔｶﾞ     ● ●   

448     ﾖﾄｳｶﾞ     ● ●   

449     ｼﾛﾓﾝｵﾋﾞﾖﾄｳ     ●   ● 

450     ｲﾀﾔｷﾘｶﾞ   ●   ●   

451     ｼﾛｽｼﾞｱｵﾖﾄｳ   ●     ● 

452     ﾌﾀｲﾛｺﾔｶﾞ   ●   ●   

453     ﾐﾂﾓﾝｷﾝｳﾜﾊﾞ     ● ●   

454     ｴｿﾞｷﾞｸｷﾝｳﾜﾊﾞ     ● ● ● 

455     ﾀｲﾜﾝｷｼﾀｱﾂﾊﾞ   ●     ● 

456     ｳｽｸﾞﾛｱﾂﾊﾞ     ● ●  

12 目 125科 456種 187種 255種 263種 341種 333種 

注 1）種名及び分類等は「日本産野生生物目録 無脊椎動物編」（平成 5年、環境庁）に準拠した。 

注 2）●※は重複の可能性があるため、種数に計上しない。 
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イ. 重要な種の状況 

(ｱ) 重要な哺乳類 

「表 3-1-13 動物の生息の状況」（P.75～P.77）に示す選定基準により選定した結

果、表 5-2-6-10に示す 1目 1科 1種の重要な哺乳類が確認された。 

確認状況等を表 5-2-6-11に示す。 

 

表 5-2-6-10 重要な哺乳類一覧 

№ 目名 科名 種名 
調査地域 選定基準 

対象事業 
実施区域 

周辺区域 ① ② ③ ④ 

1 ﾈｽﾞﾐ ﾈｽﾞﾐ ｶﾔﾈｽﾞﾐ ● ●    D 

1 目 1 科 1 種 1 種 1 種 0 種 0 種 0 種 1 種 

注 1）種名及び分類等は「日本産野生生物目録 脊椎動物編」（平成 5年、環境庁）に準拠した。 

注 2）重要な種の選定基準 

①「文化財保護法」(昭和 25年、法律 214)により定められた種（特別天然記念物，天然記念物） 

②「絶滅のおそれのある野生生物の種の保存法に関する法律」(平成 4年、法律 75)により定められた種 

③「環境省レッドリスト（哺乳類）」（平成 31年、環境省）の記載種  

④「千葉県レッドリスト動物編（2019年改訂版）」（平成 31年、千葉県）の記載種 

    D：一般保護生物 

 

表 5-2-6-11 重要な哺乳類の確認状況等 

種名 内容 

カヤネズミ 現 

地 

確認状況及び

生息環境 

冬季、春季、秋季調査時に、対象事業実施区域及びその周辺区域の放棄水

田やイネ科植物の繁茂する草地で球巣を合計 18箇所確認した。 

資 

 

料 

一般生態 主に放棄水田、河川敷、湿地等の草原に生息する。ススキ、オギ、チガヤ

等イネ科の葉を利用し、主に地上 70‒110cmのところに直径 10cmくらいの

球形の巣を造る。主にイネ科植物の種子やバッタ類を食べる。 

国内分布 本州（北部を除く）～九州。 

千葉県内分布 丘陵地から平野まで広く分布する。イネ科等が繁茂する草地に生息する。 

写

真 

 

注）参考資料は以下のとおり。 

「千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版)」（平成 31年、千葉県） 

「千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編（2011年改訂版）」（平成 23年、千葉県） 
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(ｲ) 重要な鳥類 

「表 3-1-13 動物の生息の状況」（P.75～P.77）に示す選定基準により選定した結

果、表 5-2-6-12に示すとおり、8目 13科 21種の重要な鳥類が確認された。 

確認状況等を表 5-2-6-13 に示す。なお、今回確認された重要な種のうち、調査地

域での繁殖を直接確認した種はないが、確認状況からみて調査地域で繁殖の可能性が

あると判断されたのはカイツブリ、コチドリ、ヒバリ、セッカ、ホオジロの 5種類で

あった。また、今回確認されたオオタカやノスリの営巣場所となるような樹林は調査

地域には存在しないため、対象事業実施区域及びその周辺を餌場及び休息場として利

用していると考えられる。 

 

表 5-2-6-12 重要な鳥類一覧 

№ 目名 科名 和名 
調査地域 選定基準 

対象事業 

実施区域 
周辺区域 ① ② ③ ④ 

1 ｶｲﾂﾌﾞﾘ ｶｲﾂﾌﾞﾘ ｶｲﾂﾌﾞﾘ  ●       C 

2 ﾍﾟﾘｶﾝ ｻｷﾞ ﾀﾞｲｻｷﾞ ● ●       D 

3     ﾁｭｳｻｷﾞ  ●     NT B 

4     ｺｻｷﾞ ● ●       B 

5 ﾂﾙ ｸｲﾅ ﾊﾞﾝ ● ●       B 

6     ｵｵﾊﾞﾝ ● ●       C 

7 ｶｯｺｳ ｶｯｺｳ ﾎﾄﾄｷﾞｽ  ●       C 

8 ﾁﾄﾞﾘ ﾁﾄﾞﾘ ｺﾁﾄﾞﾘ ● ●       B 

9 ﾀｶ ﾀｶ ﾂﾐ ● ●       D 

10     ﾊｲﾀｶ ● ●     NT B 

11     ｵｵﾀｶ ● ●     NT C 

12     ﾉｽﾘ  ●       C 

13 ﾌﾞｯﾎﾟｳｿｳ ｶﾜｾﾐ ｶﾜｾﾐ ● ●       C 

14 ｽｽﾞﾒ ﾋﾊﾞﾘ ﾋﾊﾞﾘ ● ●       D 

15   ﾑｼｸｲ ｾﾝﾀﾞｲﾑｼｸｲ  ●       C 

16   ｾｯｶ ｾｯｶ ● ●       D 

17   ﾋﾀｷ ｺｻﾒﾋﾞﾀｷ ● ●       A 

18     ｷﾋﾞﾀｷ ● ●       A 

19   ｾｷﾚｲ ｷｾｷﾚｲ ● ●       B 

20   ﾎｵｼﾞﾛ ﾎｵｼﾞﾛ ● ●       C 

21     ｵｵｼﾞｭﾘﾝ ● ●       D 

8 目 13 科 21 種 16 種 21 種 0 種 0 種 3 種 21 種 

注 1）種名及び分類などは「日本産鳥類目録 改訂第 7版」（平成 24年、日本鳥学会）に準拠した。 

注 2）重要な種の選定基準 

 ①「文化財保護法」(昭和 25年、法律 214)により定められた種（特別天然記念物，天然記念物） 

 ②「絶滅のおそれのある野生生物の種の保存法に関する法律」(平成 4年、法律 75)により定められた種 

 ③「環境省ﾚｯﾄﾞﾘｽﾄ（鳥類）」（平成 31年、環境省）の記載種 

   NT：準絶滅危惧 

 ④「千葉県レッドリスト動物編（2019年改訂版）」（平成 31年、千葉県）の記載種 

   A：最重要保護生物 B：重要保護生物 C：要保護生物 D：一般保護生物 
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表 5-2-6-13(1) 重要な鳥類の確認状況等 

種名 内容 

カイツブリ 現 

地 

確認状況

及び生息

環境 

冬季、春季、夏季調査時に周辺区域のヒメガマ等の抽水植物が繁茂する

調整池で、休息や採餌する合計 10個体を確認した。直接は確認していな

いが、確認状況から周辺区域の調整池内で繁殖している可能性が高い。 

資 

料 

一般生態 潜水して魚類・水生昆虫・甲殻類等の小動物を捕食する。繁殖期には、 

ヨシ等の間の水面に水草等を積み上げ営巣する。人工物を利用することも

ある。 

国内分布 全国に分布する。 

千葉県内

分布 

千葉県内では、水辺に広く生息する。 

写

真 

 

ダイサギ 現 
地 

確認状況

及び生息

環境 

通年で、調査地域の河川や水路等で、飛翔や採餌、休息する合計 27個体

を確認した。なお、対象事業実施区域及び周辺区域ではダイサギの繁殖

に適した樹林や竹林がほとんどなく、繁殖は確認されなかった。 

資 

料 

一般生態 見通しの良い河川、湖沼、干潟、水田等の湿地で魚類、両生類、甲殻類等

を捕食する。4-9月に一夫一妻で繁殖する。マツ林、雑木林、竹林等の樹

上に枯れ枝を利用し、粗雑な皿形の巣を造る。3-5個の卵を産む。産まれ

た順に抱卵を始めるため、非同時孵化が起こる。コサギ、チュウサギ、ア

マサギ、ゴイサギ、アオサギ等他のサギ類と混生して、集団で繁殖する。

非繁殖期にも集団でねぐらをとることが多い。 

国内分布 国内では 2 亜種が分布している。亜種チュウダイサギ  Egretta 

albamodesta が、各地で繁殖する。チュウダイサギは、主に関東以西で繁

殖する。冬期は南に渡る。大部分の個体は、フィリピン等の東南アジアへ

移動し、越冬する。 

千葉県内

分布 

海岸から内陸に分布している。ほぼ全域で確認される。 

写

真 
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表 5-2-6-13(2) 重要な鳥類の確認状況等 

種名 内容 

チュウサギ 現 

地 

確認状況

及び生息

環境 

夏季調査時に周辺区域の調整池上空を飛翔する 1個体を確認した。 

なお、対象事業実施区域及び周辺区域ではチュウサギの繁殖に適した樹林

や竹林がほとんどなく、繁殖は確認されなかった。 

資 

料 

一般生態 主にカエル類やトカゲ類、魚類、昆虫類を捕食する。繁殖期は 4-9月であ

る。一夫一妻である。マツ林や雑木林等の樹上に営巣する。枯れ枝を利用

し、粗雑な皿形の巣を造る。3-5個の卵を産む。産卵した順に抱卵を始め

るため、非同時孵化が起こる。 

国内分布 草地、水田、湖沼、河川等の湿地に生息する。 

千葉県内

分布 

夏鳥。海岸から内陸の湿地に分布する。繁殖期、他のサギ類と集団繁殖を

行う。水田等の湿地で採食する。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コサギ 
現 
地 

確認状況

及び生息

環境 

通年で、対象事業実施区域及び周辺区域の河川や水路等で、飛翔や採餌す

る合計 10 個体を確認した。なお、対象事業実施区域及び周辺区域ではコ

サギの繁殖に適した樹林や竹林がほとんどなく、繁殖は確認されなかっ

た。 

資 

料 

一般生態 河川、湖沼、沼沢地、水田、海岸、干潟、潮間帯湿地、塩性湿地、河口域

等の湿地、水辺にみられる。ドジョウ、フナ等の魚類、カエル類やアメリ

カザリガニ等を餌とする。 

国内分布 国内では留鳥。本州から九州までの各地で繁殖する 

千葉県内

分布 

個体数が著しく減少している留鳥。サギ類の中では最も広く分布する。海

岸から内陸の湿地、ほぼ全域に分布する。 

写

真 
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表 5-2-6-13(3) 重要な鳥類の確認状況等 

種名 内容 

バン 
現 

地 

確認状況

及び生息

環境 

冬季、春季、秋季調査時に、対象事業実施区域及び周辺区域の河川や水路、

調整池で飛翔や休息する合計 12 個体を確認した。なお、周辺区域の調整

池は繁殖場所に適しているが、夏季に未確認であったことから繁殖の有無

については不明である。 

資 

料 

一般生態 体長 35cm 前後。平地から山地の湖沼、河川、水田等の湿地に生息する。

水辺や水面上で、水草、水生昆虫、貝、甲殻類等を採食する。繁殖地は、

ヨシ原や池、水田等の湿地である。地面に枯れ草を積み上げ、皿形巣を造

る。警戒心が強く、人影や物音等で草むらに隠れるが、開けた場所にもよ

く出てくる。 

国内分布 全国に分布する。北海道、本州北部では夏鳥、関東地方以南では留鳥であ

る。 

千葉県内

分布 

留鳥。県内各地の水辺に生息・繁殖する 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オオバン 
現 

地 

確認状況

及び生息

環境 

冬季、春季、秋季調査時に、対象事業実施区域及び周辺区域の河川や調整

池で休息や探餌する合計 13 個体を確認した。なお、オオバンは千葉県内

では手賀沼で繁殖しているが、夏季に未確認であったことから繁殖の有無

については不明である。 

資 

料 

一般生態 全身が黒色の羽毛で覆われ、嘴と額板が白色で目立つ。足にはみずかきが

発達している。主に湿地を歩行し生活するバンとは異なり、水面に浮かび

ながら生活することが多い。 

国内分布 国内では留鳥。本州中部以北、北海道で繁殖する。北部で繁殖する個体は、

冬期、南に渡る。 

千葉県内

分布 

留鳥。繁殖期、利根川水系の湿地でみられる。 

写

真 
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表 5-2-6-13(4) 重要な鳥類の確認状況等 

種名 内容 

ホトトギス 現 

地 

確認状況

及び生息

環境 

夏季調査時に周辺区域の樹林の針葉樹頂部にとまる 1個体を確認した。 

確認件数が少ないため、繁殖の有無については不明である。 

資 

料 

一般生態 日本産ホトトギス類の中で最も小さい。主食は昆虫類である。他の鳥類が

あまり食べない鱗翅類の幼虫（毛虫）を捕食する。山地の林で繁殖する。

他の鳥類の巣に卵を産む（托卵）。宿主は主にウグイスである。稀にセン

ダイムシクイやミソサザイに托卵する。 

国内分布 国内では夏鳥。九州以北の山地の林に渡来し繁殖する。北海道では少ない。 

千葉県内

分布 

夏鳥。千葉県南部では、記録も少なくない。全県的な繁殖状況は不明であ

る。近年、確実な繁殖記録は報告されていない。鳴き声の記録は少なくな

い。5-7 月の記録は多く、8 月以降は稀である。南房総の海岸部では、繁

殖期に確認される。 

写

真 

 

コチドリ 

 現 
地 

確認状況

及び生息

環境 

春季、夏季調査時に、対象事業実施区域及び周辺区域の耕作地等の開けた

環境で飛翔や休息する合計 21個体を確認した。直接は確認していないが、

確認状況から対象事業実施区域及び周辺区域の空き地等で繁殖している

可能性が高い。 

 

資 

料 

一般生態 繁殖期は 4－7月。一夫一妻で繁殖する。砂地や砂利地に浅い窪みを掘り、

巣にする。一腹卵数は 4卵が多い。 

国内分布 国内では夏鳥。全国に渡来し繁殖する。少数が越冬する。 

千葉県内

分布 

夏鳥。各地の湿地に飛来する。銚子市からいすみ市にかける九十九里の砂

浜海岸でもみられる。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

401 

 

表 5-2-6-13(5) 重要な鳥類の確認状況等 

種名 内容 

ツミ 現 

地 

確認状況

及び生息

環境 

冬季調査時に、対象事業実施区域の耕作地上空から周辺区域の樹林にかけ

て、飛翔する 1個体を確認した。対象事業実施区域及び周辺区域の樹林で

も繁殖する可能性はあるが、冬季に 1個体のみの確認であったため、繁殖

の有無については不明である。 

資 

料 

一般生態 タカ類。日本産タカ類の中で最も小さい。メスはおよそハト位、オスはヒ

ヨドリ位の大きさである。平地から亜高山の森林に生息する。主にスズメ

程の大きさの鳥類を捕食する 

国内分布 サハリン、クリル諸島から日本で繁殖する。冬期は南に渡る。中国南東部、

東南アジアで越冬する。 

千葉県内

分布 

千葉県では 1970 年以前は、時々見られていたようである（千葉県, 1976）。

現在は、主に夏鳥として飛来する。各地で繁殖する。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハイタカ 
現 

地 
確認状況

及び生息

環境 

冬季、春季調査時に対象事業実施区域及び周辺区域の耕作地上空等を飛翔

する合計 2個体を確認した。千葉県内で繁殖は確認されていないため、対

象事業実施区域及び周辺区域を一時的に餌場や休息場として利用してい

たと考えられる。 

資 

料 

一般生態 平地から亜高山帯の林に生息し、主に小鳥を狩る。 

国内分布 本州以北で繁殖する留鳥だが、少数は冬に暖地に移動する。 

千葉県内

分布 
冬季、各地でみられる。県内で繁殖は確認されていない。 

写

真 
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表 5-2-6-13(6) 重要な鳥類の確認状況等 

種名 内容 

オオタカ 現 

地 

確認状況

及び生息

環境 

冬季、春季、秋季調査時に対象事業実施区域及び周辺区域の耕作地や河川

上空を飛翔する合計 4個体を確認した。繁殖は確認されていない。なお、

対象事業実施区域及びその周辺ではオオタカの繁殖に適した一定面積以

上の樹林がないことから繁殖の可能性はほとんどないと考えられる。 

資 

料 

一般生態 平地から亜高山帯の林、丘陵地の針葉樹林や混交林に生息し、しばしば獲

物を求めて農耕地、牧草地や水辺等の開けた場所にも飛来する。 

国内分布 北海道、本州、四国に広く分布するが、繁殖記録は東日本で多く、西日本

では少ない。 

千葉県内

分布 
留鳥。1970 年代は稀な種であったが、近年は千葉県各地で繁殖が確認さ

れるようになった。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノスリ 
現 
地 

確 認 状 況

及 び 生 息

環境 

春季調査時に、周辺区域の耕作地上空を飛翔する 1個体を確認した。 

なお、対象事業実施区域及び周辺区域ではノスリの繁殖に適した一定面積

以上の樹林がないことから繁殖の可能性はほとんどないと考えられる。 

 

資 

料 

一般生態 中型のタカ。小型哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類等を捕食する。

山地の森林で繁殖する。越冬期にはネズミ類を捕食する。 

国内分布 北海道から四国で繁殖し、秋、冬には全国に分散する。 

千葉県内

分布 
各地に冬鳥として渡来する。南部の山地における繁殖の可能性も指摘され

ているが未確認。開発、市街地化により、越冬場所が減少している。 

写

真 
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表 5-2-6-13(7) 重要な鳥類の確認状況等 

種名 内容 

カワセミ 現 

地 

確認状況

及び生息

環境 

通年で対象事業実施区域及び周辺区域の河川で、飛翔や休息する合計 13

個体を確認した。土手や斜面に横穴を掘って繁殖するが、対象事業実施区

域及び周辺区域には繁殖に適した場所がほとんどないことから、繁殖して

いる可能性は低いと考えられる。 

資 

料 

一般生態 山間部から平野部に広く生息する。河川、湖沼、渓流、干潟等の湿地で採

食する。水中に飛び込み魚類、甲殻類、水生昆虫等を捕食する。 

国内分布 留鳥。全国に分布し、繁殖する。北日本の山地や北海道で繁殖する個体は

冬季南に渡る。 

千葉県内

分布 

留鳥。全域に広く分布する。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒバリ 現 

地 
確認状況

及び生息

環境 

春季、夏季調査時に対象事業実施区域及び周辺区域の耕作地等で、さえず

りながら飛翔、探餌する合計 15個体確認した。直接は確認していないが、

確認状況から対象事業実施区域及び周辺区域の畑地や草地等で繁殖して

いる可能性が高い。 

資 

料 

一般生態 農耕地周辺や造成地、空地、海岸、河川敷等の丈の低い草がまばらに生え

た環境に生息し、地上に営巣する。昆虫類や草本類の種子等を採食する。 

国内分布 九州以北から北海道までの全国で繁殖する。積雪の多い地方では冬に南下

して越冬し、留鳥あるいは漂鳥として生息する。 

千葉県内

分布 

留鳥。各地に広く分布する。千葉県南部では普通に繁殖する。 

写

真 
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表 5-2-6-13(8) 重要な鳥類の確認状況等 

種名 内容 

センダイムシクイ 

 

現 

地 

確認状況

及び生息

環境 

春季調査時に周辺区域の海老川沿いの街路樹にとまる 1個体を確認した。 

夏季に確認されていないことと、確認件数が少ないことから、繁殖してい

る可能性はかなり低いと考えられる。 

資 

料 

一般生態 夏鳥。九州以南で繁殖する。食性は動物食で、昆虫、節足動物等を食べる。 

国内分布 夏鳥。繁殖している個体数は少ない。市原市以南の丘陵地や房総半島南部

では、繁殖期を通じて確認される。 

千葉県内

分布 

夏鳥。九州以南で繁殖する。食性は動物食で、昆虫、節足動物等を食べる。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セッカ 

 

現 

地 

確認状況

及び生息

環境 

春季、夏季調査時に対象事業実施区域及び周辺区域のヨシ等の繁茂する耕

作放棄地等で、合計 23 個体を確認した。直接は確認していないが、確認

状況から対象事業実施区域及び周辺区域の草地等で繁殖している可能性

が高い。 

資 

料 
一般生態 丈の低い乾いた草地に生息する。水田、畑、採草地、放牧地等の農耕地や

河川敷で囀る姿がみられる。 

国内分布 国内では留鳥。本州以南で繁殖する。寒冷地で繁殖する個体は、冬期、温

暖な地域に移動する。 

千葉県内

分布 

留鳥。周年みられる。冬期の記録は少ない。各地に分布する。報告例は北

部に多く、南部はあまり多くない。耕作放棄地や造成地等、人為的攪乱を

強く受ける環境にも生息する。 

写

真 
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表 5-2-6-13(9) 重要な鳥類の確認状況等 

種名 内容 

コサメビタキ 現 

地 

確認状況

及び生息

環境 

春季調査時に対象事業実施区域及び周辺区域の河川周辺で合計 2 個体確

認した。千葉県内での繁殖事例が少ないこと、夏季に確認されていないこ

とから、繁殖はしていないと考えられる。 

資 

料 

一般生態 丘陵地から低山の森林で繁殖する。屋敷林で繁殖することもある。樹木の

横枝にコケや地衣類を用いて皿形の巣を作る。森林の上層から中部の枯枝

等に止まり、飛翔昆虫を空中で捕食する。渡りの時期には都市の公園等に

も出現する。 

国内分布 国内では夏鳥。北海道から九州にかけて繁殖する。 

千葉県内

分布 

繁殖期には、主に養老川源流部を中心とした房総丘陵で確認例があり、繁

殖の可能性が示唆されている。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キビタキ 

 

現 

地 
確認状況

及び生息

環境 

夏季調査時に、対象事業実施区域及び周辺区域の樹林の林縁でさえずる合

計 2個体を確認した。夏季に確認されているが、繁殖の有無については不

明である。 

資 

料 

一般生態 平地、丘陵地から山地の広葉樹林に生息する。昆虫類を空中で捕食する。 

国内分布 夏鳥。九州以北のほぼ全国で繁殖する。 

千葉県内

分布 

夏鳥。県内で繁殖している個体数は少ない。市原市や房総丘陵の養老川源

流部を中心とした地域等で繁殖する。春と秋の渡りの時期に各地で記録さ

れる。 

写

真 
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表 5-2-6-13(10) 重要な鳥類の確認状況等 

種名 内容 

キセキレイ 
現 

地 

確認状況

及び生息

環境 

冬季、秋季調査時に、対象事業実施区域及び周辺区域の耕作地や河川等で、

飛翔や探餌する合計 5個体を確認した。春季、夏季に確認されていないこ

とから、対象事業実施区域及び周辺区域では繁殖している可能性は低いと

考えられる。 

資 

料 

一般生態 主に河川の中流から上流域に生息する。繁殖期、平地から標高 2,000ｍ以

上の高地にまで分布する。岩の間や崖の窪み・人工建造物の隙間等に営巣

する。 

国内分布 高緯度地方で繁殖する個体は、温暖な地域へ渡り越冬する。九州以北で繁

殖する。北日本や高地で繁殖する個体は、南へ渡り越冬する。各地で個体

数が激減している。 

千葉県内

分布 

留鳥。個体数は多くない。房総半島南部の山地渓流に生息する 

写
真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホオジロ 
現 

地 
確認状況

及び生息

環境 

通年で、対象事業実施区域及び周辺区域の耕作放棄地や樹林の林縁等で、

飛翔や休息する合計 48 個体を確認した。直接は確認していないが、確認

状況から対象事業実施区域及び周辺区域の草地や林縁等で繁殖している

可能性が高い。 

資 

料 

一般生態 低木や藪の散在する開けた環境に生息する。疎林にも普通に生息するが、

広い草原や樹林内部にはみられない。地上で主に草本類の種子を採食す

る。林縁や低木林で繁殖する。 

国内分布 屋久島以北の全土に留鳥として繁殖し、普通にみられる鳥だが、小笠原諸

島や奄美大島以南、沖縄県にはいない。 

千葉県内

分布 

各地に留鳥として分布する。冬季には越冬個体の参入により、個体数が増

加する。農村、耕作地の宅地化、市街地化により、生息適地は減少してい

るが、すぐに絶滅するおそれは小さい。 

写
真 
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表 5-2-6-13(11) 重要な鳥類の確認状況等 

種名 内容 

オオジュリン 

現
地 

確認状況

及び生息

環境 

冬季、春季調査時に、対象事業実施区域及び周辺区域の耕作放棄地や河川

沿いの草地で飛翔、探餌する合計 24 個体を確認した。対象事業実施区域

及び周辺区域では繁殖期の確認はないため、越冬時のみの利用と考えられ

る。 

資 

料 

一般生態 河川、湖沼、水田等の湿地の草地で採食する。 

国内分布 国内では夏鳥として北海道で繁殖する。冬期は南に渡る。国内各地で渡り

の時期や越冬期にみられる。 

千葉県内

分布 

冬鳥・旅鳥。多くない。近年、個体数は減少した。東京湾岸では埋立地や

造成地の草地で普通に見られ、印旛沼等では普通に越冬する。 

写
真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）参考資料は以下のとおり。 

「千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版)」（平成 31年、千葉県） 

「千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編（2011年改訂版）」（平成 23年、千葉県） 

「千葉県動物誌」（平成 11年、千葉県生物学会） 

「原色日本野鳥生態図鑑〈陸鳥編〉」（平成 7年、保育社） 

「原色日本野鳥生態図鑑〈水鳥編〉」（平成 7年、保育社） 
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(ｳ) 重要な爬虫類 

「表 3-1-13 動物の生息の状況」（P.75～P.77）に示す選定基準により選定した結

果、表 5-2-6-14に示すとおり、2目 6科 7種の重要な爬虫類が確認された。 

確認状況等を表 5-2-6-15に示す。 

 

表 5-2-6-14 重要な爬虫類一覧 

№ 目名 科名 種名 
調査地域 選定基準 

対象事業 

実施区域 
周辺区域 ① ② ③ ④ 

1 ｶﾒ ｲｼｶﾞﾒ ﾆﾎﾝｲｼｶﾞﾒ  ●     NT A 

2   ｽｯﾎﾟﾝ ﾆﾎﾝｽｯﾎﾟﾝ ● ●     DD 情報不足 

3 有鱗 ﾔﾓﾘ ﾆﾎﾝﾔﾓﾘ ● ●       D 

4 ﾄｶｹﾞ ﾋｶﾞｼﾆﾎﾝﾄｶｹﾞ ● ●       B 

5 ｶﾅﾍﾋﾞ ﾆﾎﾝｶﾅﾍﾋﾞ ● ●       D 

6 ﾅﾐﾍﾋﾞ ｱｵﾀﾞｲｼｮｳ ● ●       D 

7 ｼﾏﾍﾋﾞ  ●       C 

2 目 6 科 7 種 5 種 7 種 0 種 0 種 2 種 7 種 

注 1）種名及び分類等は「日本産爬虫類両生類標準和名」（平成 31年、日本爬虫両棲類学会）に準拠した。 

注 2）重要な種の選定基準 

①「文化財保護法」(昭和 25年、法律 214)により定められた種（特別天然記念物，天然記念物） 

②「絶滅のおそれのある野生生物の種の保存法に関する法律」(平成 4年、法律 75)により定められた種 

③「環境省レッドリスト（爬虫類）」（平成 31年、環境省）の記載種 

NT：準絶滅危惧、DD：情報不足 

④「千葉県レッドリスト動物編（2019年改訂版）」（平成 31年、千葉県）の記載種 

A：最重要保護生物 B：重要保護生物 C：要保護生物 D：一般保護生物  

情報不足：個体数や生息環境などのランク判定する情報が十分に得られていない種 
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表 5-2-6-15(1) 重要な爬虫類の確認状況等 

種名 内容 

ニホンイシガメ 
現 

地 

確認状況及び 

生息環境 

秋季魚類調査時に、周辺区域の河川で遊泳する 1個体を確認した。 

 

資 

料 

一般生態 平地から山地の池や水田、河川では中流から上流かけて生息し、雑食

性で魚類や甲殻類、水生昆虫、水草などを食べる。産卵は初夏に行わ

れ土手や川岸に穴を掘って 1回に 6卵前後を産卵する。 

国内分布 北海道、本州、四国、九州に分布する。 

千葉県内分布 県内全域に生息する。近年では開発等により生息数が減少している。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニホンスッポン 
現 

地 

確認状況及び

生息環境 

夏季調査時に、対象事業実施区及び周辺区域の河川で、遊泳する個体

や日光浴する合計 4個体を確認した。 

資 

料 
一般生態 甲羅が非常に扁平で鱗板をもたず、やわらかな皮膚に覆われている。

鼻の孔が突き出しており、肉質の口唇がある。雄は最大で甲羅の長さ 

が 35㎝に達する。 

国内分布 本州～九州、琉球に分布する。 

千葉県内分布 河川の中流域や湖沼に生息する。 

写

真 
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表 5-2-6-15(2) 重要な爬虫類の確認状況等 

種名 内容 

ニホンヤモリ 現 

地 

確認状況及び 

生息環境 

春季、夏季、秋季調査時に、対象事業実施区及び周辺区域の建物の隙

間や社寺林に生育する樹木の樹洞等で休息する個体や卵を多数確認

した。 

資 

料 

一般生態 本州では住宅地や商店街等の人工的な建造物が主な生息場所となっ

ている。6月から 7月にかけて固い卵殻に被われた卵を 2個産む。 

国内分布 本州～九州、周辺の島々に分布する。 

千葉県内分布 県北部の比較的古い住宅地を中心に生息する。 

写

真 

 

ヒガシニホントカゲ 現 

地 

確認状況及び

生息環境 

春季、夏季、秋季調査時に対象事業実施区及び周辺区域の樹林の林縁

や耕作地等の日当たりの良い場所や倒木の下等で、合計 4個体を確認

した。 

資 

料 

一般生態 平地から山地の草地や石垣、庭先に生息し、石垣や崖の穴を巣穴とす

る。昆虫類等を捕食し、初夏に巣穴に 5～16個卵を産み雌が保護する。 

国内分布 北海道、本州、四国、九州に分布する。 

千葉県内分布 県内全域に生息する。近年では開発等により生息数が減少している。 

写

真 
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表 5-2-6-15 (3) 重要な爬虫類の確認状況等 

種名 内容 

ニホンカナヘビ 現 

地 

確認状況及び

生息環境 

通年で、対象事業実施区及び周辺区域の草地を移動する個体や岩場で

日光浴する個体、廃棄物の裏に潜む個体等、合計で 35 個体を確認し

た。 

資 

料 

一般生態 平地から低山地の草原、藪、庭先等に生息し、木にも登る。昼行性で

昆虫やクモを捕食し、春から夏にかけて草木の根元等に 2～6 個の卵

を産む。 

国内分布 北海道、本州、四国、九州に分布する。 

千葉県内分布 県内全域に生息する。近年開発等により、特に県北西部で生息数が減

少している。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アオダイショウ 
現 

地 
確認状況及び

生息環境 

夏季調査時に、対象事業実施区及び周辺区域の河川沿いにあるコンク

リート護岸の上で探餌や日光浴する合計 4個体を確認した。 

資 

料 

一般生態 山地の森林から平野部の人家周辺まで様々な環境に生息する。地上よ

り樹上で見つかることが多い。哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類等のい

ろいろな動物を捕食し、７月から８月に 4～17個の卵を産む。 

国内分布 北海道、本州、四国、九州のほか国後島、奥尻島、佐渡島、伊豆大島、

新島、式根島、神津島、対馬等に分布する。 

千葉県内分布 県内全域に生息する。農村から住宅地まで幅広い環境にほぼ万遍なく

生息していたが、都市周辺の住宅地では見る機会が減っている。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

412 

 

表 5-2-6-15 (4) 重要な爬虫類の確認状況等 

種名 内容 

シマヘビ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現 

地 

確認状況及び

生息環境 

春季調査時に、周辺区域の河川沿いの草地で 1個体確認した。 

資 

料 

一般生態 平地から低山の草原、林、畑周辺に生息する。哺乳類、鳥類、爬虫類、

両生類等の色々な動物を捕食し、夏季に石の下等に 4～15個の卵を産

む。 

国内分布 北海道、本州、四国、九州、大隅諸島等に分布する日本固有種である。 

千葉県内分布 県内全域に生息する。県北部の水田地帯では激減しており、県南部で

も減少傾向にある。 

写

真 

 

出典：「千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版)」（2019、千葉県） 

「千葉県レッドデータブック-動物編（2011年改訂版）」（2011、千葉県） 

  

http://www.bdcchiba.jp/endangered/2019/redlist2019.pdf
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(ｴ) 重要な両生類 

「表 3-1-13 動物の生息の状況」（P.75～P.77）に示す選定基準により選定した結

果、表 5-2-6-16に示すとおり、1目 1科 1種の重要な両生類が確認された。 

確認状況等を表 5-2-6-17に示す。 

 

表 5-2-6-16 重要な両生類一覧 

№ 目名 科名 種名 
調査区域 選定基準 

対象事業 

実施区域 
周辺区域 ① ② ③ ④ 

1 無尾 ﾋｷｶﾞｴﾙ ｱｽﾞﾏﾋｷｶﾞｴﾙ   ●       C 

1 目 1 科 1 種 0 種 1 種 0 種 0 種 0 種 1 種 

注 1）種名及び分類等は「日本産爬虫類両生類標準和名」（平成 31年、日本爬虫両棲類学会）に準拠した。 

注 2）重要な種の選定基準 

①「文化財保護法」(昭和 25年、法律 214)により定められた種（特別天然記念物，天然記念物） 

②「絶滅のおそれのある野生生物の種の保存法に関する法律」(平成 24年、法律 75)により定められた種 

③「環境省レッドリスト（両生類）」（平成 31年、環境省）の記載種 

④「千葉県レッドリスト動物編（2019年改訂版）」（平成 31年、千葉県）の記載種 

C：要保護生物 

 

 

表 5-2-6-17 重要な両生類の確認状況等 

種名 内容 

アズマヒキガエル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現 

地 
確認状況及び

生息環境 

夏季調査時に、周辺区域の耕作地や河川周辺で合計 2 個体を確認し

た。 

資 

料 

一般生態 海岸から高山地までの森林、林縁、草地等に生息し、繁殖期以外はほ

とんど水に入らない。主に夜間活動し、昆虫やミミズ等を捕食する。

春季に調整池や水たまり等に多数の個体が集まり、集団で産卵する。 

国内分布 近畿地方よりも東の本州に分布する。 

千葉県内分布 県全域に分布する。 

写

真 

 

出典：「千葉県レッドリスト−動物編(2019年改訂版)」(2019、千葉県) 

「千葉県レッドデータブック-動物編（2011年改訂版）」（2011、千葉県） 

 

  

http://www.bdcchiba.jp/endangered/2019/redlist2019.pdf
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(ｵ) 重要な昆虫類 

「表 3-1-13 動物の生息の状況」（P.75～P.77）に示す選定基準により選定した結

果、表 5-2-6-18に示す 5目 7科 9種の重要な昆虫類が確認された。 

確認状況等を表 5-2-6-19に示す。 

 

表 5-2-6-18 重要な昆虫類一覧 

№ 目名 科名 種名 
調査地域 選定基準 

対象事業 

実施区域 
周辺区域 ① ② ③ ④ 

1 ﾄﾝﾎﾞ ﾄﾝﾎﾞ ﾁｮｳﾄﾝﾎﾞ ● ●       D 

2     ﾏｲｺｱｶﾈ   ●       D 

3 ﾊﾞｯﾀ ﾏﾂﾑｼ ﾏﾂﾑｼ   ●       D 

4   ﾊﾞｯﾀ ﾂﾏｸﾞﾛﾊﾞｯﾀ ●         D 

5 ｶﾒﾑｼ ﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ﾋﾒｼﾞｭｳｼﾞﾅｶﾞｶﾒﾑｼ ● ●       D 

6   ｶﾒﾑｼ ﾙﾘｸﾁﾌﾞﾄｶﾒﾑｼ ●         C 

7 ｺｳﾁｭｳ ﾊﾝﾐｮｳ ｺﾊﾝﾐｮｳ ● ●       C 

8 ﾁｮｳ ｾｾﾘﾁｮｳ ｷﾞﾝｲﾁﾓﾝｼﾞｾｾﾘ ● ●     NT   

9     ﾐﾔﾏﾁｬﾊﾞﾈｾｾﾘ ●         C 

5 目 7 科 9 種 7 種 6 種 0 種 0 種 1 種 8 種 

注 1）種名及び分類等は「日本産野生生物目録 無脊椎動物編」（平成 5年、環境庁）に準拠した。 

注 2）重要な種の選定基準 

①「文化財保護法」(昭和 25年、法律 214)により定められた種（特別天然記念物，天然記念物） 

②「絶滅のおそれのある野生生物の種の保存法に関する法律」(平成 4年、法律 75)により定められた種 

③「環境省レッドリスト（昆虫類）」（平成 31年、環境省）の記載種 

  NT：準絶滅危惧 

④「千葉県レッドリスト動物編（2019年改訂版）」（平成 31年、千葉県）の記載種 

  C：要保護生物 D：一般保護生物 
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表 5-2-6-19(1) 重要な昆虫類の確認状況等 

種名 内容 

チョウトンボ 現

地 

確認状況及び 

生息環境 

夏季調査時に対象事業実施区域及び周辺区域のヨシ原等の高

茎草地付近で、多数の飛翔する個体や、休息する個体を確認し

た。 

資

料 

一般生態 腹長 21～26mm、後翅長 33～38mm。黒色の胸部、腹部と角度に

より紫藍色にかがやく黒い翅を持つ特異なトンボ。幼虫は、平

地、丘陵地の植生豊かな池沼に生息する。 

国内分布 北海道の一部、本州、四国、九州及び淡路島、隠岐、壱岐、五

島列島、天草諸島、種子島等の離島。 

千葉県内分布 全域から記録されているが、印旛沼周辺の池沼やいすみ市以

外では個体数は少ない。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイコアカネ 現

地 

確認状況及び 

生息環境 

夏季調査時に、周辺区域の樹林林縁で、葉上にとまる 1 個体を

確認した。 

資

料 

一般生態 腹長 21～25mm。ヒメアカネやマユタテアカネに似るが、♂の

尾部上付属器の先端が反り返り、成熟個体の顔面が青白色で

あること、♀の産卵弁が短く腹端を越えないこと、翅胸の斑紋

等で区別される。♀は黄褐色だが、稀に♂同様に赤化する個体

もある。夏から秋にみられる。 

国内分布 北海道、本州、四国、九州。 

千葉県内分布 県内全域で生息が確認されている。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

416 

 

表 5-2-6-19(2) 重要な昆虫類の確認状況等 

種名 内容 

マツムシ 現

地 

確認状況及び 

生息環境 

秋季調査時に、周辺区域の樹林内で鳴き声を確認した。 

資

料 

一般生態 体長約 17mm、翅を含めると 23～25mm。体は黄褐色で濃色の小

点を散布する。雑木林の縁のススキ草地や河川近くの丈の高

い草地、河川敷のイネ科草地に生息し、成虫は 8 月中旬～10

月頃にかけて出現する。 

国内分布 本州、四国、九州、対馬に分布する。 

千葉県内分布 県南部の鴨川市辺りの海岸付近や山沿いには比較的多いが、

県北部の内陸部では非常に少ない。 

写

真 

※現地写真及び個体写真はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツマグロバッ

タ 

現

地 

確認状況及び 

生息環境 

夏季調査時に、対象事業実施区域のヨシやセイタカアワダチ

ソウ等の背丈ほどの草本が繁茂する環境で、合計 2 個体を確

認した。 

資

料 

一般生態 体長(翅端まで)♂33～42mm、♀45～49mm。♂は黄緑色がかった

褐色、♀は褐色だが、たまにピンク色や黒色がかった個体も生

じる。後脚腿節端と翅端が黒ずむが、その濃さには変異があ

る。水辺のイネ科高茎草地に生息し、イネ科草本を摂食する。

卵越冬、年 1化で夏から秋に成虫がみられる。 

国内分布 北海道、本州、四国、九州。 

千葉県内分布 君津市、鴨川市。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

417 

 

 

表 5-2-6-19(3) 重要な昆虫類の確認状況等 

 

種名 内容 

ヒメジュウジ

ナガカメムシ 

現

地 

確認状況及び 

生息環境 

秋季調査時に、対象事業実施区域及び周辺区域の耕作地周辺

の草地で 2個体を確認した。 

資

料 

一般生態 体長 8-9mm。体は橙赤色で頭部、前胸背、革質部の 1対の紋、 

小楯板、膜質部等は黒色で、爽やかな感じのするカメムシであ

る。あまり多く見られないが、時として群生する。ガガイモや

フウセントウワタ等でみられることがある。 

国内分布 本州～九州、沖縄。中国。 

千葉県内分布 県内の分布状況は不明で、僅かに宮内（2009）の大多喜町 

で採集された記録がある。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルリクチブト

カメムシ 

現

地 

確認状況及び 

生息環境 

夏季調査時に、対象事業実施区域のヨシやススキ等の繁茂す

る耕作放棄地付近で、1個体を確認した。 

資

料 

一般生態 体長 6-8mm。体は一様の光沢のあるルリ色をした小型のカメム

シで、畑脇などの雑草のある地表面で生活し、ハムシ等を捕食

する。 

国内分布 本州～九州、琉球。 

千葉県内分布 地表面や雑草の根際等で生息するためか、採集例は少なく我

孫子市、船橋市、千葉市、富津岬、市原市、富山町、高宕山等

数例に過ぎない。 

写

真 
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表 5-2-6-19(4) 重要な昆虫類の確認状況等 

種名 内容 

コハンミョウ 現

地 

確認状況及び 

生息環境 
夏季調査時に対象事業実施区域及び周辺区域の農道を飛翔と

歩行を交えて移動する個体や、対象事業実施区域の斜面林付近

で、合計 4個体を確認した。 

資

料 

一般生態 体長 11-13mm。砂地質を好み、生息場は良く踏み固められた 

空き地、農道等人との係わりが深い場所。田園地帯の道路の舗

装化、裸地の草原化等により減少傾向にある。 

国内分布 北海道、本州、四国。 

千葉県内分布 県下全域に生息しているが、記録は多くない。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ギンイチモン

ジセセリ 

現

地 

確認状況及び 

生息環境 

春季、夏季調査時に対象事業実施区域及び周辺区域の低茎草地

や調整池周辺で飛翔する個体を合計 3個体確認した。 

資

料 

一般生態 前翅長 13-20mm。前翅の裏面と翅表は黒褐色で、後翅裏面は 

春型で黄褐色に銀白条が目立つが 2 化以降は不明瞭となる。低

地～山地の乾燥した草原、河川敷等明るい草地に生息し局所的

に分布する。 

国内分布 北海道～九州。 

千葉県内分布 県北部を中心に多くの市町村において記録があり、河川の堤 

防や谷津田周辺の土手等に生息地が点在するが局所的。 

写

真 
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表 5-2-6-19(5) 重要な昆虫類の確認状況等 

 出典：「千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編」（2011：千葉県） 

      「千葉県動物誌」（1999：文一総合出版社）、「日本の重要な昆虫類 南関東版」（1980：環境庁編） 

 

 

  

種名 内容 

ミヤマチャバ

ネセセリ 

現

地 

確認状況及び 

生息環境 

春季調査時に、対象事業実施区域の農道で休息する 1 個体を

確認した。 

資

料 

一般生態 前翅長 15-22mm。近縁種であるオオチャバネセセリ等に似 

るが、後翅裏面の中室に大きな白紋があるのが特徴で、他種と

容易に区別ができる。低地～山地の河原や林縁の草地に生息

し、寄主植物はイネ科のススキ、チガヤ、ヨシ等。 

国内分布 本州～九州。佐渡島。 

千葉県内分布 1990 年代までは県内の大河川沿い又は銚子市等の海岸草地か

ら記録されることが多かった。しかし、2000 年代には船橋市

（圓谷, 2005）、千葉市（大塚, 2009）等の内陸部から頻繁に

記録されるようになり、これらの地域で分布拡大しつつある

と考えられるが、個体数は多くない。 

写

真 
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2. 予測 

(1) 予測地域・地点 

予測地域及び地点は、現地調査の調査地域と同様とした。 

 

(2) 予測項目 

動物に係る予測項目は、以下のとおりとした。 

 

① 動物相の変化 

② 重要な種の生息状況の変化 

 

(3) 予測の基本的な手法 

各予測項目について、地形や土壌の改変予定図と、現存植生図、重要な種の分布図等を

比較、勘案し、本事業による直接的な動物への影響を予測した。また、生息域の分断・孤

立化が予測された場合には、その個体群の種族維持の可能性についても予測した。 

 

(4) 予測結果の整理及び解析 

予測した結果について、調査結果との対比表を作成する等により、整理解析した。 

 

(5) 予測対象時期 

予測対象時期は、造成等の工事の影響が最大となる時期及び供用時とした。 
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(6) 予測結果 

① 動物相の変化 

ア. 施工時 

対象事業実施区域には樹林、耕作地、休耕地、草地等の緑地が存在しているが、事業

の実施によりこれら緑地のほとんどが消失する。そのため、これら緑地環境に生息する

哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、昆虫類等のうち、移動能力の高い哺乳類や鳥類等の種

には影響は少ないが、移動能力が低い種は工事の進捗に応じて逃避できずに消失する直

接的な影響がが考えられる。また、生息環境の減少による間接的な影響が考えられる。

そこで、土地改変による動物相に与える影響を可能な限り低減させるため、造成工事は

一度に広域を施工せず、各工区内において段階的な施工を行い、非改変区域との連続性

を確保しながら実施するよう配慮する。そのことにより、移動能力の低い小型哺乳類、

爬虫類、両生類、昆虫類の一部も周辺に逃避することが可能となる。 

工事の進捗により現在生息している動物相の生息環境は減少し、餌生物も消失するた

め、多くの個体は周辺区域に新たな生息環境を求めて逃避すると考えられる。逃避先で

は先住個体や、先住生息種と餌やなわばり等による競争や軋轢が生じる可能性があるが、

時間の経過に応じて、次第に周辺区域へ定着していくと考えられる。 

なお、周辺区域には動物の生息環境となる樹林、草地、耕作地が広く分布しており、

施工時にもその環境は存続するため、現在これら周辺区域に生息している動物相には大

きな変化はほとんどないと考えられる。 

 

イ. 供用時 

土地区画整理事業の供用時には、対象事業実施区域に住宅や商業施設等が建設される

が、その他に公園等の緑地や、調整池、河川、水路が整備される。新しく創出される環

境は事業実施前の環境とは大きく異なるため、現在生息する多くの種の生息環境には適

さないと考えられる。しかし、公園内の緑地、調整池及び周辺の緑地、河川や水路沿い

の緑地には、適応可能な一部の種が周辺区域より移動し、生息場所として利用されると

考えられる。また、時間の経過とともに、緑地において生育する植物種や緑の量が増加

し、それに応じて餌生物となる植物や昆虫類等が増加するため、次第に生息する動物相

の種数や個体数は増加すると考えられる。 

なお、周辺区域には動物の生息環境となる樹林、草地、耕作地が広く分布しており、

供用時にもその環境は存続する計画であるため、周辺区域に生息している動物相には大

きな変化はほとんどないと考えられる。 
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② 重要な種の生息状況の変化 

重要な種に対する事業の影響の予測結果を表 5-2-6-20～表 5-2-6-24 に示す。 

 

表 5-2-6-20 重要な哺乳類への影響予測結果 

種名 

確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

カヤネズミ ○ ○ 対象事業実施区域の放

棄水田、イネ科草地等で

球巣を 16個、周辺区域

の草地で球巣を 2個確認

した。 

本種は平地から山地にかけてのイネ科等が繁

茂する草地、水田等に生息し、地上から 70-

110cmのところにイネ科等の葉を利用して球形

の巣を造る。 

施工時には、対象事業実施区域の生息場所は

事業の実施により消失するが、本種は移動能力

が高いため、造成工事を段階的に進めること

で、周辺区域に逃避すると考えられる。 

供用時には対象事業実施区域に生息適地はほ

とんどなくなるが、周辺には本種の生息環境と

なるイネ科草地が分布していることからこれら

生息適地において生息は継続可能であり、影響

は小さいと予測する。 

 

表 5-2-6-21(1) 重要な鳥類への影響予測結果 

種名 

確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

カイツブリ  ○ 周辺区域のヨシが繁茂

する池で冬季、春季、夏

季に合計 10個体を確認

した。 

本種は、河川、湖沼を餌場とし、魚類や甲殻

類等の小動物を餌とする。繁殖期にはヨシ原な

どの水面に水草等を積み上げて営巣する。対象

事業実施区域では本種は確認されていない。ま

た、本種の生息場所となる池などの止水域が対

象事業実施区域に存在しないため、施工時の事

業による影響はほとんどないと予測する。 

供用時は対象事業実施区域に造成された調整

池を餌場や休息場として利用するようになると

考えられる。このため、事業実施による影響は

ほとんどないと予測する。 

ダイサギ ○ ○ 対象事業実施区域の河

川で冬季、春季、夏季に

休息中の個体や上空を飛

翔する合計 18個体を確

認した。 

周辺区域の河川、休耕

田、水路、池で冬季、春

季、夏季に探餌や飛翔す

る合計 11個体を確認し

た。 

本種は、河川、水路、水田、休耕田等を餌場

とし、樹林や竹林を繁殖場所として利用する。

対象事業実施区域では飯山満川での採餌が確認

されているが、繁殖に適した樹林がないことか

ら営巣は行われていない。 

施工時には、対象事業実施区域の飯山満川や

水路は改変されるため、これら水域からは一時

的にいなくなる可能性があるが、供用時には改

修後の河川や水路、造成された調整池を餌場や

休息場として利用するようになると考えられ

る。また、施工時、供用時において周辺区域の

本種の生息環境は存続するため、事業実施によ

る影響は少ないと予測する。 

チュウサギ  ○ 周辺区域のヨシが繁茂

する池付近で夏季に飛翔

中の 1個体を確認した。 

対象事業実施区域では本種は確認されていな

い。また、確認は夏季の 1個体のみであり、確

認された個体は一時的に滞在していた可能性が

高いと考えられる。このため事業の実施による

影響はほとんどないと予測する。 
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表 5-2-6-21(2) 重要な鳥類への影響予測結果 

種名 
確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

コサギ ○ ○ 対象事業実施区域の河

川で冬季、夏季、秋季に

探餌、休息する個体等、

合計 4個体を確認した。 

周辺区域の河川や池で

冬季、春季、夏季、秋季

に探餌、飛翔する合計 6

個体を確認した。 

 

本種は、河川、水路、水田等の水辺を餌場と

し、樹林や竹林を繁殖場場所として利用する。

対象事業実施区域では飯山満川での採餌が確認

されているが、繁殖に適した樹林がないことか

ら営巣は行われていない。 

施工時には、対象事業実施区域の飯山満川や

水路は改変されるため、これら水域からは一時

的にいなくなる可能性があるが、供用時には改

修後の河川や水路、造成された調整池を餌場や

休息場として利用するようになると考えられ

る。また、施工時、供用時において周辺区域の

本種の生息環境は存続するため、事業実施によ

る影響は少ないと予測する。 

バン ○ ○ 対象事業実施区域の河

川で春季、秋季に遊泳す

る 4個体を確認した。 

周辺区域のヨシが繁茂

する池、河川で冬季、春

季、秋季に遊泳する 8個

体を確認した。 

本種は、湖沼、河川、水田等の水辺を餌場と

し、ヨシ原や池付近の地面を繁殖場所として利

用する。 

施工時には、対象事業実施区域の飯山満川や

水路は改変されるため、これら水域からは一時

的にいなくなる可能性があるが、供用時には改

修後の河川や水路、造成された調整池を餌場や

休息場として利用するようになると考えられ

る。また、施工時、供用時において周辺区域の

本種の生息環境は存続するため、事業実施によ

る影響は少ないと予測する。 

オオバン ○ ○ 対象事業実施区域の河

川を春季に遊泳する 1個

体を確認した。 

周辺区域の河川やヨシ

の繁茂する池で冬季、春

季、秋季に探餌や遊泳す

る合計 12個体を確認し

た。 

本種は、湖沼、河川、水路等の水辺を餌場と

しており、夏季に東北地方以北で繁殖する。 

施工時は、対象事業実施区域の飯山満川、水

路は改変されるため、これらの水域からは一時

的にいなくなる可能性があるが、供用時には改

修後の河川や水路、造成された調整池を餌場や

休息場として利用するようになると考えられ

る。また、施工時、供用時において周辺区域の

本種の生息環境は存続するため、事業実施によ

る影響は少ないと予測する。 

ホトトギス  ○ 周辺区域の樹林で夏季

に樹上にとまる 1個体を

確認した。 

対象事業実施区域では本種は確認されていな

い。また、確認は夏季の 1個体のみであり、確

認された個体は一時的に滞在していた可能性が

高いと考えられる。このため事業の実施による

影響はほとんどないと予測する。 

コチドリ ○ ○ 対象事業実施区域の休

耕田や耕作地を春季と夏

季に、休息や飛翔する合

計 12個体を確認した。 

周辺区域の耕作地等で

春季、夏季に、休息や飛

翔する合計 9個体を確認

した。 

本種は、水辺で小型昆虫類を餌とし、河川や

造成地など草の少ない砂礫地で繁殖する。 

施工時は、対象事業実施区域の水路や耕作地

は改変されるため、一時的にいなくなる可能性

があるが、盛土工事の進捗によって造成地が出

現するとともに、繁殖場所として利用すると考

えられる。 

供用時は、一定面積以上の造成地が空き地と

して草が少ない状態で残存している間は、繁殖

場所として利用すると考えられる。このため、

事業の実施による影響は少ないと予測する。 
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表 5-2-6-21(3) 重要な鳥類への影響予測結果 

種名 

確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

ツミ ○ ○ 周辺区域の樹林から

対象事業実施区域の上

空にかけて冬季に飛翔

する 1個体を確認し

た。 

本種は平地から山地の林に生息するが、近年は

市街地の公園等に繁殖するものも増加している。 

施工時は、対象事業実施区域の樹林や餌場とな

る農耕地が消失するが、本種は移動能力が高く、

行動圏も広いことから、造成工事を段階的に進め

ることで、餌場減少等の影響を低減できると考え

られる。 

供用時には公園緑化や街路樹の整備により、一

定規模の樹木が生育した場所を繁殖場所として利

用する可能性があると考えられる。また、施工

時、供用時において周辺区域の本種の生息環境は

存続するため、事業実施による影響は少ないと予

測する。 

ハイタカ ○ ○ 対象事業実施区域の

耕作地上空を冬季と春

季に飛翔する合計 2個

体を確認した。 

周辺区域の耕作地上

空を春季に飛翔する 1

個体を確認した。 

本種は千葉県内では冬鳥として飛来し、平地か

ら山地の樹林及び農耕地や草地を生息場所として

いる。 

施工時は対象事業実施区域の樹林や餌場となる

農耕地が消失するが、本種は移動能力が高く、行

動圏も広いことから、造成工事を段階的に進める

ことで、餌場減少等の影響を低減できると考えら

れる。 

供用時には対象事業実施区域の環境は生息場所

として適さなくなるが、周辺区域の本種の生息環

境は存続するため、事業実施による影響は少ない

と予測する。 

オオタカ ○ ○ 対象事業実施区域の

耕作地上空を冬季と春

季に飛翔する合計 2個

体を確認した。 

周辺区域の耕作地上

空や河川上空を春季と

秋季に飛翔する合計 2

個体を確認した。 

本種は平地から山地にかけて生息し、農耕地や

草地、河川敷などを餌場として利用し、スギ等の

樹林地で繁殖している。 

施工時は対象事業実施区域の樹林や餌場となる

農耕地が消失するが、本種は移動能力が高く、行

動圏も広いことから、造成工事を段階的に進める

ことで、餌場減少等の影響を低減できると考えら

れる。 

供用時には対象事業実施区域の環境は生息場所

として適さなくなるが、周辺区域の本種の生息環

境は存続するため、事業実施による影響は少ない

と予測する。 

ノスリ  ○ 周辺区域の耕作地上

空を春季に飛翔する 1

個体を確認した。 

対象事業実施区域では本種は確認されていな

い。また、確認は春季の 1個体のみであり、確認

された個体は一時的に滞在していた可能性が高い

と考えられる。このため事業の実施による影響は

ほとんどないと予測する。 

カワセミ ○ ○ 対象事業実施区域の

河川において冬季、春

季、夏季に飛翔、休息

する合計 7個体を確認

した。 

周辺区域の河川にお

いて冬季、春季、夏

季、秋季に飛翔、休息

する合計 10個体を確

認した。 

本種は平地から山地にかけて生息し、河川、湖

沼、水路等で魚類や甲殻類を捕食し、垂直な土壁

に横穴を掘って巣を作る。 

施工時は対象事業実施区域の飯山満川、水路は

改変されるため、これらの水域からは一時的にい

なくなる可能性がある。 

供用時には改修後の河川や水路、造成された調

整池を餌場や休息場として利用すると考えられ

る。また、施工時、供用時において周辺区域の本

種の生息環境は存続するため、事業実施による影

響は少ないと予測する。 
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表 5-2-6-21(4) 重要な鳥類への影響予測結果 

種名 

確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

ヒバリ ○ ○ 対象事業実施区域の耕

作地上空において春季

と夏季にさえずる合計 9

個体を確認した。 

周辺区域の耕作地やヨ

シ原上空で春季にさえ

ずる合計 6個体を確認

した。 

本種は農耕地、造成地、空き地、河川敷等の

背の低い草地に生息し、地上に営巣する。 

施工時は対象事業実施区域の農耕地や草地は

消失するが、本種は移動能力が高く、行動圏も

広いことから、造成工事を段階的に進めること

で、餌場減少等の影響を低減できると考えられ

る。 

供用時には対象事業実施区域の環境は生息場

所として適さなくなるが、周辺区域の本種の生

息環境は存続するため、事業実施による影響は

少ないと予測する。 

センダイムシクイ  ○ 周辺区域の河川沿いに

ある街路樹に春季に 1

個体を確認した。 

対象事業実施区域では本種は確認されていな

い。また、確認は春季の 1個体のみであり、確

認された個体は一時的に滞在していた可能性が

高いと考えられる。このため事業の実施による

影響はほとんどないと予測する。 

セッカ ○ ○ 対象事業実施区域の休

耕地で春季、夏季にさ

えずる合計 15個体を確

認した。 

周辺区域の休耕地やヨ

シ原で春季にさえずる 8

個体を確認した。 

本種は水田、畑地等の農耕地やヨシ原等の河

川敷を生息場所としている。 

施工時は対象事業実施区域の農耕地や草地は

消失するが、本種は移動能力が高く、行動圏も

広いことから、造成工事を段階的に進めること

で、餌場減少等の影響を低減できると考えられ

る。 

供用時には対象事業実施区域の環境は生息場

所として適さなくなるが、周辺区域の本種の生

息環境は存続するため、事業実施による影響は

少ないと予測する。 

コサメビタキ ○ ○ 対象事業実施区域の河

川沿いで春季に 1個体

を確認した。 

周辺区域の河川沿いで

春季に 1個体を確認し

た。 

本種は千葉県内では一般的に春季や秋季の渡

りの時期にみられる種であり、樹林内で飛翔昆

虫を捕食する。 

今回の確認は対象事業実施区域では春季に１

個体、周辺区域においても春季に１個体のみで

あり、確認された個体は一時的に滞在していた

可能性が高いと考えられる。このため事業の実

施による影響はほどんどないと予測する。 

キビタキ ○ ○ 対象事業実施区域の林

縁で夏季に 1個体を確

認した。 

周辺区域の林縁で夏季

に 1個体を確認した。 

本種は平地から山地にかけての広葉樹林に生

息し、樹林内で昆虫類を捕食する。なお、今回

は夏季に確認されているが繁殖の有無について

は不明である。 

施工時は対象事業実施区域の樹林は消失する

が、本種が確認された林縁と連続する樹林は改

変されない。 

供用時には公園緑化や街路樹の整備により、

一定規模の樹木が生育した場所を生息場所とし

て利用する可能性があると考えられる。また、

施工時、供用時において周辺区域の本種の生息

環境は存続するため、事業実施による影響は少

ないと予測する。 
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表 5-2-6-21(5) 重要な鳥類への影響予測結果 

種名 

確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

キセキレイ ○ ○ 対象事業実施区域の

河川で冬季、秋季に飛

翔や休息する合計 3個

体を確認した。 

周辺区域の耕作地や

河川で飛翔や休息する

合計 3個体を確認し

た。 

本種は主に河川、湖沼、農耕地等に生息し、水

生昆虫等を捕食する。 

施工時は対象事業実施区域の飯山満川、水路は

改変されるため、これらの水域からは一時的にい

なくなる可能性がある。 

供用時には改修後の河川や水路、造成された調

整池を餌場や休息場として利用すると考えられ

る。また、施工時、供用時において周辺区域の本

種の生息環境は存続するため、事業実施による影

響は少ないと予測する。 

ホオジロ ○ ○ 対象事業実施区域の

休耕地や水路沿いで四

季を通して合計 25個

体を確認した。 

周辺区域の休耕地や

ヨシ原付近で冬季、春

季、夏季に合計 23個

体を確認した。 

本種は平地から山地にかけての草地、農耕地、

河川敷等に生息し、草本類の種子を餌とし、林縁

や、低木林で繁殖する。 

施工時は対象事業実施区域の農耕地、草地、樹

林は消失するが、本種は移動能力が高く、行動圏

も広いことから、造成工事を段階的に進めること

で、餌場減少等の影響を低減できると考えられ

る。 

供用時には対象事業実施区域の環境は生息場所

として適さなくなるが、周辺区域の本種の生息環

境は存続するため、事業実施による影響は少ない

と予測する。 

オオジュリン ○ ○ 対象事業実施区域の

休耕地や海老川沿いで

冬季と春季に合計 8個

体を確認した。 

周辺区域の河川沿い

の草地で冬季と春季に

合計 16個体を確認し

た。 

本種は冬鳥として飛来し、河川、湖沼、水田等

の湿地の草地で採餌する。 

施工時は対象事業実施区域の農耕地、草地、樹

林は消失するが、本種は移動能力が高く、行動圏

も広いことから、造成工事を段階的に進めること

で、餌場減少等の影響を低減できると考えられ

る。 

供用時には対象事業実施区域の環境は生息場所

として適さなくなるが、周辺区域の本種の生息環

境は存続するため、事業実施による影響は少ない

と予測する。 
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表 5-2-6-22(1) 重要な爬虫類への影響予測結果 

種名 

確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

ニホンイシガメ  ○ 周辺区域の河川で秋

季に 1個体を確認し

た。 

本種は湖沼や水田、河川では中流から上流にか

けて生育し、雑食で魚類、甲殻類、水生昆虫、水

草などを餌とする。 

本種は対象事業実施区域では確認されていな

い。しかし念田川河川内で確認されたことから下

流の海老川や、周辺の河川にも生息している可能

性がある。 

施工時は対象事業実施区域の飯山満川や、水路

は改変されるが、生息が確認された河川は直接改

変がないことから、事業による影響は少ないと予

測する。 

供用時には改修後の河川や水路を周辺から移動

してきた個体が餌場や休息場として利用するよう

になると考えられる。また、周辺区域の本種の生

息環境は事業による直接改変はなく存続すること

から、事業実施による影響は少ないと予測する。 

ニホンスッポン ○ ○ 対象事業実施区域の

河川で、夏季に遊泳及

び日光浴する合計 2個

体を確認した。 

周辺区域の河川で夏

季に遊泳及び日光浴す

る 2個体を確認した。 

本種は河川の中流域や湖沼に生息し、肉食で魚

類、甲殻類、水生昆虫等を餌とする。 

施工時は、対象事業実施区域の河川の一部と水

路は改変されるため、工事対象範囲に生息してい

た個体は一時的にいなくなる可能性があるが、そ

の他の個体が確認された河川は直接改変がないこ

とから、事業による影響は少ないと予測する。 

供用時には改修後の河川や水路を餌場や休息場

として利用するようになると考えられる。また、

周辺区域の本種の生息環境は事業による直接改変

がなく存続することから、事業実施による影響は

少ないと予測する。 

ニホンヤモリ ○ ○ 対象事業実施区域の

建物の隙間やベニヤ板

の下で、春季、夏季、

秋季に合計 7個体と、

10個以上の卵を確認

した。 

周辺区域の社寺林内

の樹洞等で夏季に 2個

体を確認した。 

本種は樹林内の樹洞や石垣の隙間、住宅など人

工的は建造物の隙間など生息場所とする。 

施工時は対象事業実施区域の生育場所となって

いる建物等は消失するため、一時的にいなくなる

可能性があるが、造成工事を段階的に進めること

で、周辺部への移動を促進することができると考

えられる。 

供用時には周辺区域から移動してきた個体が建

築された建物の隙間を生息場所として利用する可

能性がある。なお、施工時、供用時において周辺

区域の本種の生息環境は存続するため、事業実施

による影響は少ないと予測する。 

ヒガシニホン 

トカゲ 

○ ○ 対象事業実施区域の

ベニヤ板の下で春季に

1個体を確認した。 

周辺区域の耕作地、

樹林、倒木の下で春

季、夏季、秋季に 3個

体を確認した。 

本種は平地から山地にかけての草地や、石垣等

に生育し、昆虫類等を捕食する。 

施工時は対象事業実施区域の生育場所は消失す

るため、一時的にいなくなる可能性があるが、造

成工事を段階的に進めることで、周辺部への移動

を促進することができると考えられる。 

供用時には対象事業実施区域の環境は生息場所

として適さなくなるが、周辺区域の本種の生息環

境は存続するため、事業実施による影響は少ない

と予測する。 
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表 5-2-6-22(2) 重要な爬虫類への影響予測結果 

種名 

確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

ニホンカナヘビ ○ ○ 対象事業実施区域の草

地、耕作地などで、春

季、夏季、秋季に合計

12個体を確認した。 

周辺区域の草地、耕作

地などで、春季、夏季、

秋季に合計 23個体を確

認した。 

 

本種は平地から山地にかけての草地、耕作地

等に生育し、昆虫類等を捕食する。 

施工時は対象事業実施区域の生育場所は消失

するため、一時的にいなくなる可能性がある

が、造成工事を段階的に進めることで、周辺部

への移動を促進することができると考えられ

る。 

供用時には対象事業実施区域の公園や調整池

付近の緑化が進むに従い、周辺より移動してき

た個体が生息場所として利用する可能性があ

る。なお、施工時、供用時において周辺区域の

本種の生息環境は存続するため、事業実施によ

る影響は少ないと予測する。 

アオダイショウ ○ ○ 対象事業実施区域の河

川護岸付近で夏季に 1個

体を確認した。 

周辺区域の樹林、河川

で夏季に合計 3個体を確

認した。 

本種は平地から山地にかけての樹林、耕作

地、人家周辺等の様々な環境に生息し、ネズミ

や鳥類、両生爬虫類などを捕食する。 

施工時は対象事業実施区域の耕作地や水路等

の生育場所は消失するため、一時的にいなくな

る可能性があるが、造成工事を段階的に進める

ことで、周辺部への移動を促進することができ

ると考えられる。なお、海老川内の生息場所は

改変しないため、変化はないと考えられる。 

供用時には対象事業実施区域の公園や調整池

付近の緑化が進むに従い、周辺より移動してき

た個体が生息場所として利用する可能性があ

る。なお、施工時、供用時において周辺区域の

本種の生息環境は存続するため、事業実施によ

る影響は少ないと予測する。 

シマヘビ  ○ 周辺区域の河川沿いに

ある草地で春季に 1個体

を確認した。 

 

本種は平地から山地にかけての樹林周辺、耕

作地、草地に生息し、ネズミや鳥類、両生爬虫

類などを捕食する。なお、対象事業実施区域で

は本種は確認されていないが、周辺区域で確認

された同様の環境を有するため、生息している

可能性がある。 

施工時は対象事業実施区域の耕作地や水路等

の生育場所は消失するため、一時的にいなくな

る可能性があるが、造成工事を段階的に進める

ことで、周辺部への移動を促進することができ

ると考えられる。 

供用時には対象事業実施区域の公園や調整池

付近の緑化が進むに従い、周辺より移動してき

た個体が生息場所として利用する可能性があ

る。なお、施工時、供用時において周辺区域の

本種の生息環境は存続するため、事業実施によ

る影響は少ないと予測する。 
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表 5-2-6-23 重要な両生類への影響予測結果 

種名 

確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

アズマ 

ヒキガエル 

 ○ 周辺区域の社寺林内、

河川橋の下の湿地で夏季

に合計 2個体を確認し

た。 

本種は平地から山地にかけての樹林、林縁、

草地等に生息し、主に夜行性で、昆虫やミミズ

を餌とする。繁殖期以外はほとんど水に入ら

ず、春季に池などの止水域に多数の個体が集ま

り集団で産卵する。 

なお、対象事業実施区域では本種は確認され

ていないが、周辺区域で確認された同様の環境

を有するため、生息している可能性がある。ま

た、対象事業実施区域には産卵場所となる止水

域は存在しないため、繁殖場所はないと考えら

れる。 

施工時は対象事業実施区域の耕作地や水路等

の生育場所は消失するため、一時的にいなくな

る可能性があるが、造成工事を段階的に進める

ことで、周辺部への移動を促進することができ

ると考えられる。 

供用時には対象事業実施区域の環境は生息場

所として適さなくなるが、周辺区域の本種の生

息環境は存続するため、事業実施による影響は

少ないと予測する。 

 

 

表 5-2-6-24(1) 重要な昆虫類への影響予測結果 

種名 

確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

チョウトンボ ○ ○ 対象事業実施区域の休

耕地や高茎草地で夏季に

多数の飛翔個体を確認し

た。 

周辺区域の南側にある

休耕地、ヨシ原等の高茎

草地で夏季に多数の飛翔

個体を確認した。 

本種は平地や丘陵地の植生が豊かな池沼に生

息し、成虫は夏季に出現する。 

施工時には、対象事業実施区域の休耕田や高

茎草地は消失するため、一時的にいなくなる可

能性がある。なお、対象事業実施区域には本種

幼虫の生息に適した止水域が存在しないため、

現在確認されている成虫は南側のヨシ原内にあ

る池で羽化した個体が飛来してきている可能性

がある。 

供用時には、造成された調整池に年間を通し

て水域が確保されるならば、幼虫の生息場所と

してとして利用するようになると考えられる。

また、施工時、供用時において周辺区域の本種

の生息環境は存続するため、事業実施による影

響は少ないと予測する。 

マイコアカネ  ○ 周辺区域の林縁で、夏

季に葉上にとまる 1個体

を確認した。 

本種は平地や丘陵地の植生が豊かな池沼に生

息し、成虫は夏季に出現する。 

対象事業実施区域では本種は確認されていな

い。また、確認は夏季の１個体のみであるこ

と、対象事業実施区域には本種幼虫の生息に適

した止水域が存在しないことから、確認された

個体は周辺区域から飛来し、一時的に滞在して

いた可能性が高いと考えられる。このため事業

の実施による影響はほとんどないと予測する。 
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表 5-2-6-24(2) 重要な昆虫類への影響予測結果 

種名 

確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

マツムシ  ○ 周辺区域の社寺林内

で、秋季に鳴き声を確認

した。 

本種はススキ等の草原に生息し、成虫は秋に

出現する。千葉県内部の海岸付近や山沿いの生

息数は比較的多いが、県北部の内陸部の生息数

は少ない。 

本種の確認地点は周辺区域の社寺林内のみで

あり、事業の実施に伴う改変等の影響はなく、

間接的な影響も想定されない。 

このため、事業の実施による本種への影響は

ほとんどなないと予測する。 

ツマグロバッタ ○  対象事業実施区域の休

耕地内の草地で、夏季に

2個体を確認した。 

本種は水辺のイネ科高茎草地に生息し、イネ

科草本を食べる。成虫は夏以降に出現する。 

今回の調査では、対象事業実施区域のみの確

認であったが、周辺には本種の生息環境が広く

分布していることから、周辺区域にも生息して

いる可能性は高い。 

施工時には、対象事業実施区域の生息場所は

事業の実施により消失するため、一時的にいな

くなる可能性がある。ただし、周辺には本種の

生息環境が広く残存する。 

供用時には対象事業実施区域に生息適地はほ

とんどなくなるが、周辺には本種の生息環境と

なるイネ科草地が広く分布していることから、

これら生息適地において生息は継続可能であ

り、影響は小さいと予測する。 

ヒメジュウジ 

ナガカメムシ 

○ ○ 対象事業実施区域の休

耕地内の草地で、秋季に

1個体を確認した。 

周辺区域の草地で、秋

季に 1個体を確認した。 

本種は草地に生息するが、県内の確認例は少

ない。 

施工時には、対象事業実施区域の生息場所は

事業の実施により消失するため、一時的にいな

くなる可能性がある。ただし、周辺には本種の

生息環境が広く残存する。 

供用時には対象事業実施区域に生息適地はほ

とんどなくなるが、周辺には本種の生息環境と

なる草地や耕作地が広く分布していることか

ら、これら生息適地において生息は継続可能で

あり、影響は小さいと予測する。 

ルリクチブトカ

メムシ 

○  対象事業実施区域の休

耕地内の草地で、夏季に

1個体を確認した。 

本種は草地や耕作地等の雑草のある地表面に

生息し、ハムシ等を捕食する。 

今回の調査では、対象事業実施区域のみの確

認であったが、周辺には本種の生息環境が広く

分布していることから、周辺区域にも生息して

いる可能性は高い。 

施工時には、対象事業実施区域の生息場所は

事業の実施により消失するため、一時的にいな

くなる可能性がある。ただし、周辺には本種の

生息環境が広く残存する。 

供用時には対象事業実施区域に生息適地はほ

とんどなくなるが、周辺には本種の生息環境と

なる草地が分布していることからこれら生息適

地において生息は継続可能であり、影響は小さ

いと予測する。 
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表 5-2-6-24(3) 重要な昆虫類への影響予測結果 

種名 

確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

コハンミョウ ○ ○ 対象事業実施区域の農

道や斜面林付近において

夏季に合計 3個体を確認

した。 

周辺区域の農道付近に

おいて夏季に 1個体を確

認した。 

本種は、砂地質を好み、よく踏み固められた

空き地や裸地に生息する。 

施工時は対象事業実施区域の生息場所は消失

するため、一時的にいなくなる可能性がある。

ただし、周辺には本種の生息環境が広く残存す

る。 

供用時には対象事業実施区域の環境は生息場

所として適さなくなるが、周辺区域の本種の生

息環境は存続するため、事業実施による影響は

少ないと予測する。 

ギンイチモンジ

セセリ 

○ ○ 対象事業実施区域の休

耕地内の草地で、夏季に

2個体を確認した 

周辺区域の調整池付近

の草地において春季に 1

個体を確認した。 

本種は平地から山地にかけての乾燥した草原

や河川敷等の明るい草地に生息する。 

施工時には、対象事業実施区域の生息場所は

事業の実施により消失するため、一時的にいな

くなる可能性がある。ただし、周辺には本種の

生息環境が広く残存する。 

供用時には対象事業実施区域に生息適地はほ

とんどなくなるが、周辺には本種の生息環境と

なる草地や耕作地が分布していることから、こ

れら生息適地において生息は継続可能であり、

影響は小さいと予測する。 

ミヤマチャバネ

セセリ 

○  対象事業実施区域の農

道上で、春季に 1個体を

確認した。 

本種は平地から山地にかけての河原や林縁の

草地に生息し、イネ科植物を食草とする。 

今回の調査では、対象事業実施区域のみの確

認であったが、周辺には本種の生息環境が広く

分布していることから、周辺区域にも生息して

いる可能性は高い。 

施工時は対象事業実施区域の生息場所は消失

するため、一時的にいなくなる可能性がある。

ただし、周辺には本種の生息環境が広く残存す

る。 

供用時には対象事業実施区域に生息適地はほ

とんどなくなるが、周辺には本種の生息環境と

なる草地や耕作地が分布していることから、こ

れら生息適地において生息は継続可能であり、

影響は小さいと予測する。 
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(7) 環境保全措置 

【施工時】 

・造成工事は広範囲を短期間に施工せず、各工区内において段階的な施工を行い、非改変

区域との連続性を確保しながら実施することで、移動能力の高い哺乳類や鳥類だけでな

く、動物や両生爬虫類、昆虫類等が非改変区域に逃避できるよう配慮する。 

・対象事業実施区域の周辺にある区域と隣接する樹林部分は、現況のまま残存するが、近

接部分で実施する工事により土埃の舞い上げや、土砂の積み上げ等により、残存樹林へ

悪影響を及ぼす可能性がある。そこで工事による周辺樹林への影響を可能な限り低減さ

せるよう、近接部分での工事施工方法や土砂保管方法等は特に留意して実施する。 

・早朝と夜間は原則的に作業を行わず、騒音・振動や、照明等による夜行性動物への影響

を回避する。 

・工事従事者には事前に不用意な周辺林への立ち入りや、ゴミ捨ての禁止等について講習

や指導を徹底し、動植物に与える人為的な影響を低減させる。 

 

 

【供用時】 

・「船橋市環境共生まちづくり条例」に示された緑化基準に基づき、対象事業実施区域に

緑地を確保する。 

・公園等に植樹する樹種は、船橋市の公園緑地課と協議をした上で、在来植物を中心とし

た種を選定し、可能な限り鳥類や昆虫の餌になるものを検討する。 

・調整池には、小動物等が脱出可能なスロープを設置する。 

・調整池内の緑化が可能な場所には、多孔質素材等による法面や擁壁の設置を検討し、緑

化促進をすることで、動植物の生息生育環境を創出する。 

・公園の周辺周囲には連続した草地や低木の植栽を整備する等、動物の隠れ場所及び移動

経路の確保を検討する。 

・夜間照明は必要な道路上のみ照射し、樹林や緑地に光が拡散しないような照明機器（後

方カットルーバー付き）などを検討する。また、LED照明を設置する場合は、必要以上

に明るくならないよう配慮し、生物の生息場所となっている部分の照明は、時間帯によ

って減光や消灯が可能な調光機能付き照明の採用を検討する。 
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3. 評価 

(1) 評価方法 

以下に示す項目について、動物への影響が事業者により実行可能な範囲内で出来る限り

回避され、又は低減されているかどうかを検証することにより評価した。また、環境保全

措置の検討を行ったときは、その実施内容及びその効果について明らかにした。 

 

・構成生物の種類組成の多様性の保全 

・重要な種の保全 

 

(2) 評価結果 

① 施工時 

ア. 構成生物の種類組成の多様性の保全 

施工時は対象事業実施区域に存在する樹林、耕作地、休耕地、草地等の緑地の大部分

が消失する計画であり、これら緑地に生息する動物の生息環境も消失するため、一時的

に生息種及び個体数は減少すると考えられる。これら生息環境の消失は、生息する種に

とって最も影響が大きいためできる限り回避すべきであり、事業者が実行可能な範囲で

残存できるか検討を行った。しかし、土地区画整理事業は面整備事業であり、対象事業

実施区域の樹林や緑地を現状のまま残存させることは困難であった。 

そこで、低減措置として施工時は段階的な施工と対象事業実施区域周辺林へ悪影響を

与えない工事施工方法を実施し、消失予定の緑地に生息する動物を周辺区域へ逃避でき

るよう促す。また、早朝・夜間工事に作業を実施しない、工事従事者への環境教育等の

環境保全措置を実施し、動物及び生息環境へ与える影響を低減するよう努める。 

なお、周辺区域には本事業により消失する緑地と同様の環境が残存することから、対

象事業実施区域から逃避した種が一時的に餌やなわばり等による競争や軋轢が生じる

可能性があるが、時間の経過に応じて、次第に周辺区域へ定着していくと考えられるた

め、現在生息する動物相については大きく変化しないと予測する。 

以上のことから、構成生物の種類組成の多様性の保全について、環境保全措置を実施

し、生息する動物の周辺区域への逃避促進と周辺林への工事の影響抑制に努めることに

より、事業の影響を低減できるものと評価する。 

 

イ. 重要な種の保全 

対象事業実施区域の重要な種の生息環境は大部分が消失する計画であり、これら環境

に依存して生息している種は、一時的に減少すると考えられる。また、重要な種のうち、

哺乳類や鳥類は移動能力が高く、工事の実施に合わせて周辺区域に逃避することができ

るが、爬虫類、両生類、昆虫類は移動能力が低いため一時的に生息種や個体数は減少す

ると考えられる。そこで、低減措置として造成工事は一度に広域の範囲を施工すること

はなく、各工区内において段階的な施工を行い、非改変区域との連続性を確保しながら

実施するよう配慮する。そのことにより、移動能力の低い小型哺乳類、爬虫類、昆虫類

の一部も周辺に逃避することが可能となる。また、周辺樹林へ悪影響を与えないよう配

慮する、早朝及び夜間工事を行わない、工事従事者への環境教育等を実施する等の環境
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保全措置も合わせて実施し、重要な種に与える影響を低減するよう努める。 

なお、周辺区域には本事業により消失する重要な種の生息環境と同様の環境が残存す

ることから、周辺区域に生息する重要な種に事業が与える影響は小さいと予測する。 

以上のことから、重要な種の保全について、環境保全措置を実施し、生息する重要な

種の周辺区域への逃避促進と周辺林への工事の影響抑制に努めることにより、事業の影

響を低減できるものと評価する。 

 

② 供用時 

ア. 構成生物の種類組成の多様性の保全 

供用時には対象事業実施区域に住宅や商業施設等が建設され、その他に公園等の緑地

や、調整池、河川、水路が整備される。新しく創出される環境は事業実施前の環境とは

大きく異なるため、現在生息する多くの種の生息環境には適さないと考えられる。しか

し、環境保全措置を講じることにより、公園には緑地が創出され、それら緑地環境に適

応可能な一部の種が周辺区域より移動し、生息場所として利用されると考えられる。ま

た、時間の経過とともに、緑地において生育する植物種や緑の量が増加し、それに応じ

て餌生物となる植物や昆虫類等が増加するため、次第に生息する動物相の種数や個体数

は増加すると考えられる。 

なお、周辺区域には動物の生息環境となる樹林、草地、耕作地が広く分布しており、

これら周辺区域に生息している動物相に大きな変化はほとんどないと考えられる。 

以上のことから、構成生物の種類組成の多様性の保全について、環境保全措置を実施

し、動物の生息環境を創出し、周辺区域の連続性を確保するようと努めることで、事業

の影響は低減できるものと評価する。 

 

イ. 重要な種の保全 

供用時には対象事業実施区域に公園、調整池、飯山満川（付替）、水路が新たに整備さ

れる。また、環境保全措置を講じることにより、一定面積以上の緑地が創出される。重

要な種のうち、新しく整備された公園、調整池、水路や創出された緑地環境に適応でき

る種は、環境が安定し、緑の量が増加するに応じて周辺区域より移動し、新たな生息環

境として利用すると考えられる。 

なお、周辺区域には重要な種の生息環境となる樹林、草地、耕作地が広く分布してお

り、これら周辺区域に生息している重要な種の生息環境には大きな変化はないと考えら

れる。 

以上のことから、重要な種の保全について、環境保全措置を実施し、重要な動物の生

息環境を創出し、周辺区域との連続性を確保するよう努めることで、事業の影響は低減

できるものと評価する。 

  



 

435 

 

5-2-7 陸水生物 

施工時・供用時 

1. 調査 

(1) 調査すべき情報 

以下に示す項目とした。 

 

① 陸水生物相の状況 

② 重要な種の状況 

③ 指定・規制の状況 

 

(2) 調査地域・地点 

① 既存資料調査 

調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺を対象とした。 

 

② 現地調査 

現地調査の調査地域は、対象事業実施区域及びその周辺 200ｍ内を流れる海老川、念田

川、宮前川、飯山満川、北谷津川を対象とした。また、調査地点を図 5-2-7-1に示す。 

調査地点は各河川 1 地点としたが、河川の付替工事を実施する飯山満川は改修部と上

流部（未改修区間）には各 1地点を設定し、合計 6地点とした。 

 

(3) 調査時期 

① 既存資料調査 

既存資料調査の対象とする資料は、入手可能な最新の情報とした。 

 

② 現地調査 

現地調査期間を表 5-2-7-1に示す。 

 

表 5-2-7-1 調査期間・頻度調査期間・頻度 

 

 

 

 

  

調査項目 調査時期 

魚類 

底生動物 

早春季 平成 31年 3 月 18～19 日 

初夏季 令和元年 6月 26～27日 

秋季 令和元年 11 月 7～8日 
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図 5-2-7-1 現地調査地点 

（陸水生物）

宮
前
川
 

飯山満川 

海老川 

念
田
川

北
谷
津
川

南原川 

高根川 

※この図は船橋市提供の「平成 28 年船橋市都市計画基礎調査図」を加工して作成した。

：陸水生物調査地点（RS-1～RS-6） 

：河川 
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(4) 調査の基本的な手法

① 既存資料調査

陸水生物に関する既存資料調査の基本的手法を表 5-2-7-2に示す。

表 5-2-7-2 陸水生物に関する既存資料調査における基本的な手法 

調査すべき情報 調査の基本的な手法 

陸水生物相の状況 「平成 25・26年 船橋市自然環境調査報告書」（平成 27年 3月、船橋市）の現地調査によ

って確認された種を対象とした。 

重要な種の状況 陸水生物相の既存資料調査結果を対象に、「3-1-14 陸水生物の生息の状況」（P.82～P.84）

に示す重要な種の選定基準に基づき選定した。

指定・規制の状況 対象地域の指定・規制に関する既存資料を収集し、指定・規制等に係る関連法令についてま

とめた。 

② 現地調査

陸水生物に関する現地調査の基本的手法を表 5-2-7-3に示す。

表 5-2-7-3 陸水生物に関する現地調査における基本的な手法 

調査項目 調査の基本的な手法 

魚類 捕獲調査、目視観察等を併用し、調査地域の魚類相を把握した。捕獲調査においては、調査

地点の環境に応じた漁具・漁法（投網、タモ網）を用いて生息種の確認を行った。各地点に

おいて、各種の採捕個体数、標本体長の計測値を記録し、確認した魚種を撮影した後、放流

した。なお、魚類調査は、事前に千葉県に特別採捕の許可を得て調査を実施した。 

底生動物 【定性調査】 

調査定点の瀬、淵等の様々な環境において、その環境に応じた採集器具（Dフレームネット：

目合 0.5ｍｍ、タモ網：目合 2ｍｍ）を使用して生息種の確認を行った。採集したサンプル

は、10％のホルマリン水溶液で固定、室内で同定・計数等を行った。 

重要な種の把握 選定された重要な種のうち調査地域で確認された種については、その該当地域での生態、

分布特性、生息地の環境状況等について調査した。 

情報の整理及び解析 以下の図表を作成する等して得られた情報を整理、解析し、調査地域の生物相、重要な種の

生息状況を把握するとともに、可能な限り調査地域の生物地理的位置づけ等、地域の特性

を把握した。 

・生息穏の種名リスト

・重要な種の分布図

・指定・規制状況図

・重要な種の写真

・その他
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(5) 調査結果 

① 既存資料調査 

ア. 陸水生物相の状況 

対象事業実施区域及びその周辺の陸水生物相の状況については「3-1-14 陸水生物の

生息の状況」（P.85～P.86）に示したとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺での確認種は、魚類が 8目 12 科 29 種、底生動物が 26

目 73 科 150 種であった。 

 

イ. 重要な種の状況 

対象事業実施区域及びその周辺の重要な陸水生物の状況については「3-1-14 陸水生

物の生息の状況」（P.85～P.86）に示したとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺で確認された重要な陸水生物は、魚類が 6 目 8 科 22

種、底生動物が 4目 14科 17種であった。 

 

② 指定・規制の状況 

自然環境の保全に係る指定及び規制の状況は、「3-2-4 河川の利用及び地下水の利用の

状況」（P.107）及び「3-2-8 環境保全関係法令による指定及び規制等の状況」（P.123）に

示したとおりである。 

対象事業実施区域及びその周辺には海老川とその支川が存在しているが、船橋市市内

の河川には漁業組合は存在しないため、漁業権は設定されていない。また、対象事業実施

区域には自然公園や鳥獣保護区等の指定はない。 
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③ 現地調査 

ア. 陸水生物相の状況 

(ｱ) 魚類 

現地調査により、魚類は表 5-2-7-4 に示す 7 目 9 科 13 種が確認された。区域別に

みると、対象事業実施区域（RS-2、RS-3、RS-6）において 12種、周辺区域（RS-1、RS-

4、RS-5）において 7種が確認された。 

確認種は、水田やその周辺の用水路を主な生息環境とするコイ、ギンブナ、モツゴ、

ドジョウ、ナマズ、河川の中流域から汽水域を主な生息環境とするニホンウナギ、ア

ユ、ヌマチチブ、スミウキゴリ、ウキゴリ、河口や汽水域を主な生息環境とするボラ、

北米原産で特定外来種のカダヤシ、ブルーギルであった。 

 

表 5-2-7-4 魚類確認種一覧 

№ 目名 科名 種名 
調査時期 調査地域 

早春季 初夏季 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

1 ｳﾅｷﾞ ｳﾅｷﾞ ﾆﾎﾝｳﾅｷﾞ ● ● ● ●  

2 ｺｲ ｺｲ ｺｲ   ● ● ● ● 

3     ｷﾞﾝﾌﾞﾅ   ●    ● 

4     ﾓﾂｺﾞ ● ● ● ● ● 

5   ﾄﾞｼﾞｮｳ ﾄﾞｼﾞｮｳ ● ● ● ● ● 

6 ﾅﾏｽﾞ ﾅﾏｽﾞ ﾅﾏｽﾞ ●     ●  

7 ｻｹ ｱﾕ ｱﾕ   ●   ●  

8 ﾎﾞﾗ ﾎﾞﾗ ﾎﾞﾗ     ● ●  

9 ｶﾀﾞﾔｼ ｶﾀﾞﾔｼ ｶﾀﾞﾔｼ ● ● ● ● ● 

10 ｽｽﾞｷ ｻﾝﾌｨｯｼｭ ﾌﾞﾙｰｷﾞﾙ   ●   ●  

11   ﾊｾﾞ ﾇﾏﾁﾁﾌﾞ   ● ● ●  

12     ｽﾐｳｷｺﾞﾘ   ● ● ● ● 

13     ｳｷｺﾞﾘ ● ●   ● ● 

7 目 9 科 13 種 6 種 11 種 8 種 12 種 7 種 

注）種名及び分類等は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和元年、国土交通省）に準拠した。 
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(ｲ) 底生動物 

現地調査により、底生動物は表 5-2-7-5に示す 8綱 21目 38科 66種が確認された。

区域別にみると、対象事業実施区域（RS-2、RS-3、RS-6）において 52 種、周辺区域

（RS-1、RS-4、RS-5）において 62種が確認された。 

代表的な確認種は、生活排水等の影響を受けた富栄養な環境において生息が可能な、

アメリカツノウズムシ、サカマキガイ、アメリカザリガニ、イトミミズ類、シマイシ

ビル、ミズムシ（甲）、サホコカゲロウ、ユスリカ類、水田や湿地等の止水～半止水域

に生息するコシダカヒメモノアラガイ、ヤゴ類、晩夏～秋季に海域から淡水域に遡上

するモクズガニであった。 

 

表 5-2-7-5(1) 底生動物確認種一覧 

№ 綱名 目名 科名 種名 

調査時期 調査地域 

早春季 初夏 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

1 普通海綿 ｻﾞﾗｶｲﾒﾝ ﾀﾝｽｲｶｲﾒﾝ ﾀﾝｽｲｶｲﾒﾝ科の一種  ●   ● 

2 有棒状体 三岐腸 ｻﾝｶｸｱﾀﾏｳｽﾞﾑｼ ｱﾒﾘｶﾂﾉｳｽﾞﾑｼ ● ● ● ● ● 

3       ｱﾒﾘｶﾅﾐｳｽﾞﾑｼ ● ● ● ● ● 

-       ｻﾝｶｸｱﾀﾏｳｽﾞﾑｼ科の一種 ●※  ●※ ●※ ●※ 

4 腹足 新生腹足 ｶﾜﾆﾅ ｶﾜﾆﾅ属の一種  ● ● ●  

5     ｶﾜｻﾞﾝｼｮｳｶﾞｲ ｳｽｲﾛｵｶﾁｸﾞｻｶﾞｲ  ● ● ● ● 

6   汎有肺 ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ ﾋﾒﾓﾉｱﾗｶﾞｲ ● ●  
● ● 

7       ｺｼﾀﾞｶﾋﾒﾓﾉｱﾗｶﾞｲ ● ● ● ● ● 

8       ﾊﾌﾞﾀｴﾓﾉｱﾗｶﾞｲ ● ● ● ● ● 

-       ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ科の一種 ●※ ●※ ●※ ●※ ●※ 

9     ｻｶﾏｷｶﾞｲ ｻｶﾏｷｶﾞｲ ● ● ● ● ● 

10     ﾋﾗﾏｷｶﾞｲ ﾋﾗﾏｷｶﾞｲ科の一種 ● ● ● ● ● 

11     ｶﾜｺｻﾞﾗｶﾞｲ ｶﾜｺｻﾞﾗｶﾞｲ ● ● ● ● ● 

12   柄眼 ｵｶﾓﾉｱﾗｶﾞｲ ｵｶﾓﾉｱﾗｶﾞｲ科の一種 ● ● ● ● ● 

13 二枚貝 ﾏﾙｽﾀﾞﾚｶﾞｲ ｼｼﾞﾐ ｼｼﾞﾐ属の一種 ● ● ● ● ● 

14 ﾐﾐｽﾞ ｵﾖｷﾞﾐﾐｽﾞ ｵﾖｷﾞﾐﾐｽﾞ ｵﾖｷﾞﾐﾐｽﾞ科の一種 ● ● ● ● ● 

15   ｲﾄﾐﾐｽﾞ ﾋﾒﾐﾐｽﾞ ﾋﾒﾐﾐｽﾞ科の一種 ●   
 ● 

16     ﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ ｴﾗﾐﾐｽﾞ ● ● ● ● ● 

17       ﾓﾄﾑﾗﾕﾘﾐﾐｽﾞ ● ● ● ● ● 

18       ﾕﾘﾐﾐｽﾞ ● ●  
● ● 

19       ﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ属の一種 ● ●  
● ● 

20       ｸﾛｵﾋﾞﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ ● ●  
● ● 

21       ﾖｺﾞﾚﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ ● ●  
● ● 

22       ﾃﾝｸﾞﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ ● ●  
● ● 

-       ﾐｽﾞﾐﾐｽﾞ科の一種 ●※ ●※ ●※ ●※ ●※ 

23   ﾂﾘﾐﾐｽﾞ ﾌﾄﾐﾐｽﾞ ﾌﾄﾐﾐｽﾞ科の一種 ● ●  
● ● 

-   - - ﾐﾐｽﾞ綱の一種 ●※ ●※ ●※ ●※ ●※ 

24 ﾋﾙ 吻蛭 ﾋﾗﾀﾋﾞﾙ ﾊﾊﾞﾋﾛﾋﾞﾙ ●   
 ● 

25       ﾇﾏﾋﾞﾙ ● ●  
● ● 

26   吻無蛭 ｲｼﾋﾞﾙ ｼﾏｲｼﾋﾞﾙ ● ● ● ● ● 

-       ｲｼﾋﾞﾙ科の一種  ●※  
 ●※ 
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表 5-2-7-5 (2) 底生動物確認種一覧 

№ 綱名 目名 科名 種名 

調査時期 調査地域 

早春季 初夏 秋季 
対象事業 

実施区域 
周辺区域 

27 ﾋﾙ 吻無蛭 ﾅｶﾞﾚﾋﾞﾙ ﾅｶﾞﾚﾋﾞﾙ科の一種 ● ● ● ● ● 

28 軟甲 ﾖｺｴﾋﾞ ﾏﾐｽﾞﾖｺｴﾋﾞ ﾌﾛﾘﾀﾞﾏﾐｽﾞﾖｺｴﾋﾞ ● ● ● ● ● 

29   ﾜﾗｼﾞﾑｼ ﾐｽﾞﾑｼ(甲) ﾐｽﾞﾑｼ(甲) ● ● ● ● ● 

30   ｴﾋﾞ ﾇﾏｴﾋﾞ ﾐｿﾞﾚﾇﾏｴﾋﾞ ● ● ● ● ● 

31       ｶﾜﾘﾇﾏｴﾋﾞ属の一種 ●  ● ● ● 

32     ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ ● ● ● ● ● 

33       ｽｼﾞｴﾋﾞ ● ● ● ● ● 

34     ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ ｱﾒﾘｶｻﾞﾘｶﾞﾆ ● ● ● ● ● 

35     ﾍﾞﾝｹｲｶﾞﾆ ｸﾛﾍﾞﾝｹｲｶﾞﾆ  ● ● ●  

36 軟甲 ｴﾋﾞ ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ ● ● ● ● ● 

37 昆虫 
ｶｹﾞﾛｳ 
 
  
   
  

ﾋﾒｼﾛｶｹﾞﾛｳ ﾋﾒｼﾛｶｹﾞﾛｳ属の一種   ● ●  

38   ｺｶｹﾞﾛｳ ｻﾎｺｶｹﾞﾛｳ ● ● ● ● ● 

39     ﾌﾀﾓﾝｺｶｹﾞﾛｳ  ● ● ● ● 

40     ｳﾃﾞﾏｶﾞﾘｺｶｹﾞﾛｳ ● ● ● ● ● 

-     ｺｶｹﾞﾛｳ科の一種 ●※    ●※ 

41   

ﾄﾝﾎﾞ 
 
 
 
 

ｲﾄﾄﾝﾎﾞ ｱｵﾓﾝｲﾄﾄﾝﾎﾞ属の一種 ●  ●  ● 

42   ｶﾜﾄﾝﾎﾞ ﾊｸﾞﾛﾄﾝﾎﾞ ● ● ● ● ● 

43   ﾔﾝﾏ ｷﾞﾝﾔﾝﾏ  ●   ● 

44   ｵﾆﾔﾝﾏ ｵﾆﾔﾝﾏ ●    ● 

45   ﾄﾝﾎﾞ ｼｵｶﾗﾄﾝﾎﾞ ●   ● ● 

46     ｱｶﾈ属の一種  ●   ● 

47   ｶﾜｹﾞﾗ ｵﾅｼｶﾜｹﾞﾗ ｵﾅｼｶﾜｹﾞﾗ属の一種 ●    ● 

48   ｶﾒﾑｼ 
 
  

ｱﾒﾝﾎﾞ ｱﾒﾝﾎﾞ ● ● ● ● ● 

49     ﾋﾒｱﾒﾝﾎﾞ  ●   ● 

-     ｱﾒﾝﾎﾞ科の一種  ●※  ●※ ●※ 

50   ﾄﾋﾞｹﾗ ｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ ｺｶﾞﾀｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ ● ●  ● ● 

-       ｺｶﾞﾀｼﾏﾄﾋﾞｹﾗ属の一種 ●※ ●※  ●※ ●※ 

51   ﾊｴ ﾋﾒｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ ﾋﾒｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ科の一種   ●  ● 

52     ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ ｶﾞｶﾞﾝﾎﾞ属の一種  ● ● ● ● 

53     ﾕｽﾘｶ ﾕｽﾘｶ属の一種 ● ● ● ● ● 

54       ｴﾀﾞｹﾞﾋｹﾞﾕｽﾘｶ属の一種   ●  ● 

55       ﾂﾔﾕｽﾘｶ属の一種 ● ● ● ● ● 

56       ｶﾏｶﾞﾀﾕｽﾘｶ属の一種 ● ● ● ● ● 

57       ﾎｿﾐﾕｽﾘｶ属の一種  ●  ●  

58       ｾﾎﾞﾘﾕｽﾘｶ属の一種   ●  ● 

59       ﾊﾓﾝﾕｽﾘｶ属の一種 ● ● ● ● ● 

60       ﾅｶﾞﾚﾕｽﾘｶ属の一種 ● ● ● ● ● 

61       ﾋｹﾞﾕｽﾘｶ属の一種  ● ●  ● 

62       ﾇｶﾕｽﾘｶ属の一種 ● ● ● ● ● 

63       ﾆｾﾃﾝﾏｸｴﾘﾕｽﾘｶ属の一種 ● ● ● ● ● 

64       ｴﾘﾕｽﾘｶ亜科の一種 ● ● ● ● ● 

65       ﾓﾝﾕｽﾘｶ亜科の一種 ●  ● ● ● 

-       ﾕｽﾘｶ科の一種 ●※ ●※ ●※ ●※ ●※ 

66     ﾌﾞﾕ ｱｼﾏﾀﾞﾗﾌﾞﾕ属の一種 ●  ●  ● 

8綱 21目 38科 66種 51種 53種 47種 52種 62種 

注 1）種名及び分類等は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」（令和元年、国土交通省）に準拠した。 

注 2）●※は重複の可能性があるため、種数に計上しない。  
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イ. 重要な種の状況 

(ｱ) 重要な魚類 

「表 3-1-14 陸水生物の生息の状況」（P.82～P.84）に示す選定基準により選定し

た結果、表 5-2-7-6に示すとおり、4目 5 科 6種の重要な魚類が確認された。 

確認状況等を表 5-2-7-7に示す。 

 

表 5-2-7-6 重要な魚類一覧 

№ 目名 科名 種名 
調査地域 選定基準 

対象事業 

実施区域 
周辺区域 ① ② ③ ④ 

1 ｳﾅｷﾞ ｳﾅｷﾞ ﾆﾎﾝｳﾅｷﾞ ●      EN C 

2 ｺｲ ｺｲ ｷﾞﾝﾌﾞﾅ  ●       D 

3     ﾓﾂｺﾞ ● ●       D 

4   ﾄﾞｼﾞｮｳ ﾄﾞｼﾞｮｳ ● ●     DD   

5 ﾅﾏｽﾞ ﾅﾏｽﾞ ﾅﾏｽﾞ ●        B 

6 ｽｽﾞｷ ﾊｾﾞ ﾇﾏﾁﾁﾌﾞ ●        D 

4 目 5 科 6 種 5 種 3 種 0 種 0 種 2 種 5 種 

注 1）種名及び分類などは「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」(令和元年、国土交通省)に準拠した。 

注 2）重要な種の選定基準 

①「文化財保護法」(昭和 25年、法律 214)により定められた種（特別天然記念物，天然記念物） 

②「絶滅のおそれのある野生生物の種の保存法に関する法律」(平成 4年、法律 75)により定められた種 

③「環境省レッドリスト（魚類）」（平成 31年、環境省）の記載種 

EN：絶滅危惧 IB類 DD:情報不足 

④「千葉県レッドリスト動物編（2019年改訂版）」（平成 31年、千葉県）の記載種 

B：重要保護生物 C：要保護生物 D：一般保護生物 
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表 5-2-7-7(1) 重要な魚類の確認状況等 

 

 

  

種名 内容 

ニホンウナギ 現

地 

確認状況及び 

生息環境 

通年で、対象事業実施区域においてタモ網により合計 6 個体

を確認した。 

資

料 

一般生態 体は細長く、背部は暗色、腹部は白色である。体に斑紋はない。

下顎は上顎よりわずかに突出する。全長 100cm に達する。河川

の中下流域、湖沼、内湾の浅海域に生息する。 

国内分布 北海道中部以南の日本各地。 

千葉県内分布 県内の主要な河川に広く生息する。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ギンブナ 現

地 

確認状況及び 

生息環境 

初夏季調査時に、周辺区域においてタモ網により 1 個体を確

認した。 

資

料 

一般生態 体高は高く、体長は体高の 2.1～3.0 倍。背鰭と臀鰭の最長鰭

条には鋸歯がある。背鰭軟条数は 15～18、鰓耙数 41～57。河

川下流の淀み、低湿地帯や沼等に生息する。雑食性で主に藻類

や底生動物を食べる。産卵期は 4～6月。大雨の後、水草が繁

茂する浅いところに集まり、卵を産みつける。 

国内分布 日本のほぼ全域、朝鮮半島、中国等に分布する。 

千葉県内分布 県内のほぼ全水域に広く生息する。 

写

真 
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表 5-2-7-7(2） 重要な魚類の確認状況等 

  

種名 内容 

モツゴ 現

地 

確認状況及び 

生息環境 

通年で、対象事業実施区域及び周辺区域において、タモ網によ

り合計 18個体を確認した。 

資

料 

一般生態 全長 8cm で体はやや細長く、側扁する。口は吻端にあり、受け

で小さい。側線は完全で、尾柄部に達する。平野部の浅い湖沼

や池、堀割、用水などの止水域や小河川、さらに河川下流域な

どの緩流域にすみ、底生動物や付着藻類などを食べる。産卵期

は 4-7月で、アシの茎や石に産卵する。 

国内分布 関東以西の本州と九州。 

千葉県内分布 県内のほぼ全域に普通に生息していたと推定されるが、近年、

生息地に対する開発の進行や、河川改修、圃場整備と水田の乾

田化、水質の汚染などにより、生息環境は悪化の一途をたどっ

ている。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドジョウ 現

地 

確認状況及び 

生息環境 

通年で、対象事業実施区域及び周辺区域において、タモ網によ

り合計 5 個体を確認した。 

資

料 

一般生態 全長 15cmで体は細長く、やや側偏する。口髭は 10本で、体色

は淡褐色〜暗褐色で、暗色斑が散在することもある。河川中・

下流域、用水路などの流れの緩やかな泥底にすみ、初夏に水田

など浅い湿地に進入して産卵する。 

国内分布 日本各地に分布する。 

千葉県内分布 県内のほぼ全水域に広く生息する。 

写

真 
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表 5-2-7-7(3） 重要な魚類の確認状況等 

 出典：「千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編」（2011：千葉県） 

      「千葉県動物誌」（1999：文一総合出版社）  

種名 内容 

ナマズ 現

地 

確認状況及び 

生息環境 

初夏季調査時に、対象事業実施区域においてタモ網により 1個

体を確認した。 

資

料 

一般生態 頭部が縦扁、上顎は下顎より短い。成魚には上顎、下顎に各一

対の髭がある。体部は側扁し、雲状の不規則斑がある。湖沼や

河川中下流域に棲む。夜行性。淡水域の食物連鎖の上位に位置

し、魚類やカエル類等を捕食する。産卵期は 5、6月で、内湾

や水田に群がり、雄が雌に巻きつき産卵する。 

国内分布 現在では北海道南部までの全国各地に分布するが、関東地方

には江戸時代中期に進入したと言われる。 

千葉県内分布 県内全域に分布するが、本来利根川水系に多く、県中・南部に

は少ない。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヌマチチブ 現

地 

確認状況及び 

生息環境 

初夏季、秋季調査時に、周辺区域においてタモ網により合計 4

個体を確認した。 

資

料 

一般生態 体はやや細長く、円筒形で、ややずんぐりした感じがある。第

1 背鰭の中くらいの高さに内暗赤色縦線がある。川の汽水域か

ら中流域まで、汽水湖、ため池などに生息する。流れのゆるい

場所や止水を好む。雑食性。産卵期は夏。 

国内分布 北海道～九州。朝鮮、中国。 

千葉県内分布 県北部を中心に、県内にかなり広く分布していたと考えられ

るが、上記のような生息地は、かなり急速に悪化しつつあり、

また良好な生息地もかなりの早さで減少している。 

写

真 
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(ｲ) 重要な底生動物 

「表 3-1-14 陸水生物の生息の状況」（P.82～P.84）に示す選定基準により選定し

た結果、表 5-2-7-8に示すとおり、2綱 2目 5科 6種の重要な底生動物が確認された。 

確認状況等を表 5-2-7-9に示す。 

 

表 5-2-7-8 重要な底生動物一覧 

№ 綱名 目名 科名 和名 

調査地域 選定基準 

対象事業 

実施区域 
周辺区域 ① ② ③ ④ 

1 腹足 汎有肺 ﾓﾉｱﾗｶﾞｲ ｺｼﾀﾞｶﾋﾒﾓﾉｱﾗｶﾞｲ ● ●     DD   

2 軟甲 ｴﾋﾞ ﾇﾏｴﾋﾞ ﾐｿﾞﾚﾇﾏｴﾋﾞ ● ●       A 

3     ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ ﾃﾅｶﾞｴﾋﾞ ● ●       D 

4       ｽｼﾞｴﾋﾞ ● ●       D 

5     ﾍﾞﾝｹｲｶﾞﾆ ｸﾛﾍﾞﾝｹｲｶﾞﾆ ●        D 

6     ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ ﾓｸｽﾞｶﾞﾆ ● ●       D 

2綱 2目 5科 6種 6種 5種 0種 0種 1種 5種 

注 1）種名及び分類などは「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」(令和元年、国土交通省)に準拠した。 

注 2）重要な種の選定基準 

①「文化財保護法」(昭和 25年、法律 214)により定められた種（特別天然記念物，天然記念物） 

②「絶滅のおそれのある野生生物の種の保存法に関する法律」(平成 4年、法律 75)により定められた種 

③「環境省レッドリスト（甲殻類、軟体動物）」（平成 31年、環境省）の記載種 

DD:情報不足 

④「千葉県レッドリスト動物編（2019年改訂版）」（平成 31年、千葉県）の記載種 

A：最重要保護生物 D：一般保護生物 
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表 5-2-7-9(1) 重要な底生動物の確認状況等 

  

種名 内容 

コシダカヒメ

モノアラガイ 

現

地 

確認状況及び 

生息環境 

通年で、対象事業実施区域及び周辺区域において、主にコンク

リート護岸等の壁面に付着する合計 46 個体を確認した。 

資

料 

一般生態 水田の畦や湿地等の水際に生息。泥のくぼみや草本の株元、湿

ったコンクリート壁等に付着し、歯舌を持ち、石の上の珪藻等

を食べる。 

国内分布 日本各地に分布。 

千葉県内分布 千葉市他。県内には広く低密度に生息していると思われる。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミゾレヌマエ

ビ 

現

地 

確認状況及び 

生息環境 

早春季、初夏季調査時に、対象事業実施区域及び周辺区域にお

いて、タモ網により合計 46 個体を確認した。 

資

料 

一般生態 河川の下流から中流に生息し雑食性であり、藻類やデトリタ

ス等を食べる。小卵多産で、幼生期の発育には塩分が必要であ

る。 

国内分布 太平洋側は茨城県以南、日本海側は新潟県以南に分布。 

千葉県内分布 内房の保田川、勝浦の大川等に分布することが 1950年代の調

査で知られる。新島（2001）の調査では房総半島南部の白狐川、

巴川、丸山川、大風沢川、開戸川、長尾川等から採集されてい

る。千葉県は分布の北限である。 

写

真 
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表 5-2-7-9(2） 重要な底生動物の確認状況等 

種名 内容 

テナガエビ 現

地 

確認状況及び 

生息環境 

通年で、対象事業実施区域及び周辺区域において、タモ網によ

り合計 27個体を確認した。 

資

料 

一般生態 河川の河口域から上流域、池沼に生息する。雑食性で、主に夜

間に餌をとる。陸封型は淡水域のみで生活する。陸封型は卵が

大きい。両側回遊型は卵が小さく、幼生期を汽水域で過ごす。 

国内分布 本州、四国、九州に分布。 

千葉県内分布 利根川水系、印旛沼、手賀沼、我孫子市の大堀川・大津川、佐

倉市、養老川、神明川、二間川、浜狭川等に分布する。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スジエビ 現

地 

確認状況及び 

生息環境 

通年で、対象事業実施区域及び周辺区域においてタモ網によ

り合計 3 個体を確認した。 

資

料 

一般生態 河川の河口域から上流域、池沼、湖等に生息する。雑食性で、

幼生はワムシ、稚エビはミジンコや水生植物、魚の死体等を食

べる。産卵は 3～8 月で産卵数は 50～250 粒。 

国内分布 全国に分布する。 

千葉県内分布 県内の主要な河川に分布する。 

写

真 
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表 5-2-7-9(3） 重要な底生動物の確認状況等 

種名 内容 

クロベンケイ

ガニ 

現

地 

確認状況及び 

生息環境 

初夏季、秋季調査時に、対象事業実施区域において、コンクリ

ート護岸の割れ目等の隙間に潜む合計 4個体を確認した。 

資

料 

一般生態 河川の上流から下流域のヨシ沼、土手、草地、田の畦に巣穴を

掘って生息する。雑食性で、動物や植物を生死の区別なく食べ

る。抱卵期は 7～8 月、満潮時に幼生を海水中に放出する。 

国内分布 太平洋側は宮城県以南、日本海側は青森県以南に分布。 

千葉県内分布 かつては多数生息していた普通種と思われる。現在は用水路

や河川岸をコンクリートで護岸しているところが多く、 生息

地は著しく減少した。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モクズガニ 現

地 

確認状況及び 

生息環境 

通年で、対象事業実施区域及び周辺区域において、岩の下等に

潜む合計 34 個体を確認した。 

資

料 

一般生態 河川の河口域から上流域に生息し、河川と海を行き来する。 

動物質を中心とした雑食性で、貝や魚の死体等を好んで食べ

る。産卵は夏の終りから秋で、河口付近で産まれた幼生は河川

を遡上する。 

国内分布 全国に分布する。 

千葉県内分布 佐倉市、小櫃川、養老川、加茂川、神明川、君津市の小糸川等

県内の主要な河川で、カニカゴによる採集が行われ、食用にさ

れていたが、近年は著しく漁獲量が減っている。 

写

真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：「千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－動物編」（2011：千葉県） 

      「千葉県動物誌」（1999：文一総合出版社）  
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2. 予測 

(1) 予測地域 

予測地域は、現地調査の調査地域と同様とした。 

 

(2) 予測項目 

陸水生物に係る予測事項は、以下のとおりとした。 

 

① 陸水生物相の変化 

② 重要な種の生息状況の変化 

 

(3) 予測の基本的な手法 

対象事業による改変域を把握し、陸水生物の生息域及び利用域と重ね合わせて、生息環

境を把握した上で、直接的な陸水生物の生息状況の変化を予測した。 

直接的な影響のほかに、水源、水量、水質、水温等が確保されるか否かの視点から、間

接的な影響についても予測した。 

 

(4) 予測結果の整理及び解析 

予測した結果について、調査結果との対比表を作成する等により、整理解析した。 

 

(5) 予測対象時期 

予測対象時期は、造成等の工事の影響が最大となる時期及び供用時とした。 
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(6) 予測結果 

① 陸水生物相の変化 

ア. 施工時 

対象事業実施区域には海老川、念田川、宮前川、飯山満川が流れているが、これらの

うち、海老川と念田川は直接的な改変はない。一方、飯山満川は千葉県によって河川の

付替え工事が予定されており、宮前川は対象事業の実施により暗渠化する予定である。

そのため、直接改変される区間に生息する魚類や底生動物のうち、移動能力が低い種や、

濁水の影響を受けやすい種の個体数は工事前と比較すると一時的に大きく減少する可

能性がある。なお、これら飯山満川の改変部及び宮前川に生息している生息種は接続河

川である海老川や念田川にも生息しているため、陸水生物相の構成種には大きな変化は

ないと考えられる。 

直接改変以外の陸水生物相の生息に対する影響については、工事の実施に伴う土砂の

掘削や裸地の出現による降雨時の濁水が考えられる。対象事業実施区域では、土地区画

整理による造成工事により大部分が改変されるが、造成工事と同時に調整池及び水路の

設置工事が進められる計画である。施工時の雨水はこれら調整池に集水して滞留し、十

分に濁りを沈降させてから上澄みを各河川に放流させる。さらに施工時の管理として、

必要に応じて調整池には中和処理設備を備えた濁水処理施設を設置して、アルカリ排水

の防止対策に努める。 

以上のことから、環境保全措置を実施し、濁水の発生を抑制することから、陸水生物

相に対する工事の実施による影響は小さいと予測する。 

 

イ. 供用時 

土地区画整理事業の供用時には、飯山満川の付替え工事や宮前川の暗渠化は終了して、

数年が経過した時期になる。また、施工時に調整池として整備したものは、供用時にも

調整池として引き続き利用する計画である。 

海老川と念田川は工事等による改変がないことから、供用時においても現在と大きく

変化がないものと予測する。そのため、陸水生物相の構成や生息数にも大きく変化はな

いと考えられる。 

また、飯山満川は付替え工事により河道位置が現在よりも北側に移動するが、河川幅

は現在よりも広がり、河岸も整備される計画である。現在の飯山満川は、河床が砂と泥

で構成されており、流速や水深の変化が少なく、比較的単調な環境である。供用時には

飯山満川の河川改修は終了している予定であるが、河川内及び周辺部の植生が生育し、

河道内の水深、河床等の環境が多様化した場合は、陸水生物相の生息環境は現在よりも

改善し、生息種数、生息数ともに増加すると考えられる。 
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② 重要な種の生息状況の変化 

重要な種に対する事業の影響の予測結果を表 5-2-7-10及び表 5-2-7-11に示す。 

 

表 5-2-7-10(1) 重要な魚類への影響予測結果 

種名 

確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

ニホンウナギ ◯  通年で、対象事業実施区

域において、タモ網により

合計 6個体を確認した。 

本種は河川の中下流域、湖沼、内湾の浅海

域に生息し、夜行性で底生動物や小型魚類等

を食べる。産卵は海に下って深海で行う。今

回の調査では対象事業実施区域のみの確認で

あったが、周辺区域にも生息している可能性

がある。 

施工時は生息が確認された地点では直接的

な改変はなく、工事の影響により発生した濁

水はすべて調整池に集水して、上澄みのみを

排水する計画のため、事業実施による影響は

小さいと予測する。 

供用時には対象事業実施区域の生活排水は

すべて公共下水道に排水し、雨水のみが河川

に排水されるため、生息が確認された地点の

水質は変化しない。また、降雨時の濁水は調

整池に集水され上澄みのみが排水される。 

以上のことから、事業実施による影響は小

さいと予測する。 

ギンブナ  ◯ 初夏季調査時に、周辺区

域において、タモ網により

1個体を確認した。 

本種は河川の中下流域の淀み、低湿地帯や

湖沼などに生息し、主に藻類や底生動物を食

べる。産卵は水草等に卵を産みつける。今回

の調査では周辺区域のみの確認であったが、

生息環境から見て、対象事業実施区域の河川

にも生息している可能性がある。 

施工時は生息が確認された周辺区域の地点

付近は直接的な改変はなく、工事の影響によ

り発生した濁水の排水口はすべて下流域とな

るため、事業実施による濁水の影響は小さい

と予測する。 

供用時には対象事業実施区域の生活排水は

すべて公共下水道に排水される。また、降雨

時の濁水は調整池に集水され上澄みのみが排

水される。さらに、調整池の排水口は本種の

生息が確認された周辺区域の地点より下流域

に設置される。 

以上のことから、事業実施による影響は小

さいと予測する。 
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表 5-2-7-10(2) 重要な魚類への影響予測結果 

種名 

確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

モツゴ ◯ ◯ 通年で、対象事業実施区

域において 11個体、周辺

区域において 7個体を確認

した。 

本種は湖沼、用水路や小河川、河川下流域

などに生息し、底生動物や付着藻類などを食

べる。産卵はアシの茎や石に産み付ける。今

回の調査では対象事業実施区域及び周辺区域

の 3地点での確認であったが、生息環境から

見て、未確認地点にも生息している可能性が

ある。 

施工時は生息が確認された対象事業実施区

域の地点は河道付替え工事のため、生息場所

はすべて消失し、生息個体も一時的にいなく

なると予測する。その他の確認地点は本事業

による直接改変はなく、工事の影響により発

生した濁水はすべて調整池に集水して、上澄

みのみ排出される計画である。よって、直接

改変のない生息地点は事業実施による影響は

小さいと予測する。 

供用時には対象事業実施区域の生活排水は

すべて公共下水道に排水し、雨水のみが河川

に排水される。また、降雨時の濁水は調整池

に集水され上澄みのみが排水される。さらに

飯山満川の河道付替え工事が実施された区間

は現在より河道幅が拡張されるため、河川環

境が安定した後は、本種の生息環境も回復す

ると考えられる。 

以上のことから、事業実施による影響は小

さいと予測する。 

ドジョウ ◯ ◯ 通年で、対象事業実施区

域において 4個体、周辺区

域において 1個体を確認し

た。 

本種は河川中下流域や用水路などの流れの

穏やかな泥底に生息し、初夏に水田などの浅

い湿地に移動して産卵する。今回の調査では

対象事業実施区域及び周辺区域の 2地点の確

認であったが、生息環境から見て、未確認地

点にも生息している可能性がある。 

施工時は生息が確認された対象事業実施区

域の地点は河道付替え工事のため、生息場所

はすべて消失し、生息個体も一時的にいなく

なると予測する。その他の地点は本事業によ

る直接改変はなく、工事の影響により発生し

た濁水はすべて調整池に集水して、沈降した

後排出される計画である。よって直接改変の

ない生息地点は事業実施による影響は小さい

と予測する。 

供用時には対象事業実施区域の生活排水は

すべて公共下水道に排水し、雨水のみが河川

に排水される。また、6つの調整池が造成さ

れ、降雨時の濁水は調整池に集水され上澄み

のみが排水される。さらに飯山満川の河道付

替え工事が実施された区間は、現在より河道

幅は拡張されるため、河川環境が安定した後

は、本種の生息環境も回復すると考えられ

る。 

以上のことから、事業実施による影響は小

さいと予測する。 
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表 5-2-7-10(3) 重要な魚類への影響予測結果 

種名 

確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

ナマズ ◯  初夏季調査時に、対象事

業実施区域において、タモ

網により 1個体を確認し

た。 

本種は湖沼や河川中下流域に生息し、夜行

性であり、魚類やカエル類等を捕食する。初

夏に浅瀬や水田に移動して産卵する。今回の

調査では対象事業実施区域の 1地点のみの確

認であったが、生息環境から見て、未確認地

点にも生息している可能性がある。 

施工時は生息が確認された河川では直接的

な改変はなく、工事の影響により発生した濁

水はすべて調整池に集水して、上澄みのみを

排水する計画のため、事業実施による影響は

小さいと予測する。 

供用時には対象事業実施区域の生活排水は

すべて公共下水道に排水し、雨水のみが河川

に排水されるため、生息が確認された河川の

水質は変化しない。また、降雨時の濁水は調

整池に集水され上澄みのみが排水される。 

以上のことから、事業実施による影響は小

さいと予測する。 

ヌマチチブ ◯  初夏季、秋季調査時に、

対象事業実施区域におい

て、タモ網により合計 4個

体を確認した。 

本種は河川の汽水域から中流域や、汽水

湖、ため池などに生息し、流れの緩い場所や

止水を好む。雑食性で夏季に産卵する。今回

の調査では対象事業実施区域の 1地点のみの

確認であったが、生息環境から見て、未確認

地点にも生息している可能性がある。 

施工時は生息が確認された河川では直接的

な改変はなく、工事の影響により発生した濁

水はすべて調整池に集水して、上澄みのみを

排水する計画のため、事業実施による影響は

小さいと予測する。 

供用時には対象事業実施区域の生活排水は

すべて公共下水道に排水し、雨水のみが河川

に排水されるため、生息が確認された河川の

水質は変化しない。また、降雨時の濁水は調

整池に集水され上澄みのみが排水される。 

以上のことから、事業実施による影響は小

さいと予測する。 
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表 5-2-7-11(1) 重要な底生動物への影響予測結果 

種名 

確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

コシダカヒメ 

モノアラガイ 

◯ ◯ 通年で、対象事業実施区

域において 32個体、周辺区

域において 14個体を確認し

た。 

本種は水田の畔や湿地等の水際に生息し、

草本の株元やコンクリート壁に付着して、珪

藻類を食べる。 

施工時は生息が確認された地点のうち、飯

山満川は河道付替え工事により、宮前川は暗

渠化により、生息場所はすべて消失し、生息

個体も一時的にいなくなると予測する。その

他の確認地点は本事業による直接改変はな

い。また、工事の影響により発生した濁水は

すべて調整池に集水して、上澄みのみ排出さ

れる計画である。よって直接改変のない地点

の事業実施による影響は小さいと予測する。 

供用時には対象事業実施区域の生活排水は

すべて公共下水道に排水し、雨水のみが河川

に排水される。また、降雨時の濁水は調整池

に集水され上澄みのみが排水される。さらに

飯山満川の河道付替え工事が実施された区間

は河道幅が拡張されるため、河川環境が安定

した後は、本種の生息環境も回復すると考え

られる。 

以上のことから、事業実施による影響は小

さいと予測する。 

ミゾレヌマエビ ◯ ◯ 早春季、初夏季調査時に、

対象事業実施区域において

10個体、周辺区域において

36個体を確認した。 

本種は河川の下流から中流に生息し、藻類

や微細な有機物等を食べる。産卵は初夏で、

孵化した幼生は海に下ってプランクトン生活

をおくり、稚エビになってから川を遡上す

る。 

施工時は生息が確認された地点のうち、宮

前川は暗渠化により、生息場所はすべて消失

し、生息個体もいなくなると予測する。その

他の確認地点は本事業による直接改変はな

い。また、工事の影響により発生した濁水は

すべて調整池に集水して、上澄みのみ排出さ

れる計画である。よって直接改変のない地点

の事業実施による影響は小さいと予測する。 

供用時には対象事業実施区域の生活排水は

すべて公共下水道に排水し、雨水のみが河川

に排水されるため、生息が確認された各河川

の水質は変化しない。また、降雨時の濁水は

調整池に集水され上澄みのみが排水される。 

以上のことから、事業実施による影響は小

さいと予測する。 
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表 5-2-7-11(2) 重要な底生動物への影響予測結果 

種名 
確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 
実施区域 

周辺 
区域 

テナガエビ ◯ ◯ 通年で、対象事業実施区

域において 16個体、周辺区

域において 11個体を確認し

た。 

本種は河川の河口域から上流域、池沼に生

息する。雑食性で、淡水域のみで生活する陸

封型と、幼生期を汽水域で過ごす回遊型がい

る。今回の調査では 2地点での確認であった

が、生息環境から見て、未確認地点にも生息

している可能性がある。 

施工時は生息が確認された河川は直接的な

改変はなく、工事の影響により発生した濁水

はすべて調整池に集水して、上澄みのみを排

水する計画のため、事業実施による影響は小

さいと予測する。 

供用時には対象事業実施区域の生活排水は

すべて公共下水道に排水し、雨水のみが河川

に排水されるため、生息が確認された河川の

水質は変化しない。また、降雨時の濁水は調

整池に集水され上澄みのみが排水される。 

以上のことから、事業実施による影響は小

さいと予測する。 
 

スジエビ ◯ ◯ 通年で、対象事業実施区

域において 1個体、周辺区

域において 2個体を確認し

た。 

本種は河川の河口域から上流域、池沼に生

息する。雑食性で春から夏にかけて産卵す

る。今回の調査で周辺区域の 2地点での確認

であったが、生息環境から見て、対象事業実

施区域の未確認地点にも生息している可能性

がある。 

施工時は生息が確認された河川は直接的な

改変はなく、工事の影響により発生した濁水

はすべて調整池に集水して、上澄みのみを排

水する計画のため、事業実施による影響は小

さいと予測する。 

供用時には対象事業実施区域の生活排水は

すべて公共下水道に排水し、雨水のみが河川

に排水されるため、生息が確認された河川の

水質は変化しない。また、降雨時の濁水は調

整池に集水され上澄みのみが排水される。 

以上のことから、事業実施による影響は小

さいと予測する。 
 

クロベンケイ 

ガニ 

◯  初夏季、秋季調査時に、

対象事業実施区域の 1地点

において、コンクリート護

岸の割れ目等の隙間に潜む

個体を、合計 4個体確認し

た。 

本種は河川の上流から下流域のヨシ原、土

手、草地、田の畔に巣穴を掘って生息する。

雑食性で、抱卵期は 7～8月、満潮時に幼生

を海水中に放出する。今回の調査で対象事業

実施区域の 1地点のみの確認であったが、生

息環境から見て、未確認地点にも生息してい

る可能性がある。 

施工時は生息が確認された河川は直接的な

改変はなく、工事の影響により発生した濁水

はすべて調整池に集水して、上澄みのみを排

水する計画のため、事業実施による影響は小

さいと予測する。 

供用時には対象事業実施区域の生活排水は

すべて公共下水道に排水し、雨水のみが河川

に排水されるため、生息確認があった河川の

水質は変化しない。また、降雨時の濁水は調

整池に集水され上澄みのみが排水される。 

以上のことから、事業実施による影響は小

さいと予測する 
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表 5-2-7-11(2) 重要な底生動物への影響予測結果 

種名 
確認位置 

確認状況 予測結果 対象事業 

実施区域 

周辺 

区域 

モクズガニ ○ ○ 通年で、対象事業実施区

域において 15個体、周辺

区域において 19個体を確

認した。 

本種は河川の河口域から上流域に生息し、

成体は産卵期に海域に移動する。雑食性で、

産卵期は夏の終わりから秋で、河口付近で生

まれた幼生は河川を遡上する。 

施工時は生息が確認された地点のうち、飯

山満川は河道付替え工事により、宮前川は暗

渠化により、生息場所はすべて消失し、生息

個体も一時的にいなくなると予測する。 

その他の確認地点は本事業による直接改変

はなく、また、工事の影響により発生した濁

水はすべて調整池に集水して、上澄みのみ排

出される計画である。よって直接改変のない

地点の事業実施による影響は小さいと予測す

る。 

供用時には対象事業実施区域の生活排水は

すべて公共下水道に排水し、雨水のみが河川

に排水される。また、降雨時の濁水は調整池

に集水され上澄みのみが排水される。さらに

飯山満川の河道付替え工事が実施された区間

は河道幅が拡張されるため、河川環境が安定

した後は、本種の生息環境も回復すると考え

られる。 

以上のことから、事業実施による影響は小

さいと予測する。 

 

 

(7) 環境保全措置 

【施工時】 

・施工時の濁水は仮設調整池等で十分に沈殿させたあとに、上澄みを排水する。また、セ

メント系固化材による地盤改良を行う場合は、濁水のｐＨ調整等を適切に行い、河川へ

の汚染防止を図る。 

・仮設調整池には必要に応じて濁水処理設備（中和処理設備）を設置する。 

・土砂の流出防止のため造成箇所は速やかに転圧等を施す。 

・造成箇所の敷地境界付近には必要に応じて防災措置を行い、降雨による土砂流出を防止

する。 

 

【供用時】 

・降雨時の濁水は調整池に集水することで、河川への影響を抑制する。 

・生活排水はすべて公共下水道に排水し、雨水のみを河川に排水する。 
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3. 評価 

(1) 評価方法 

以下に示す項目について、陸水生物への影響が事業者により実行可能な範囲でできる限

り回避され、又は低減されているかどうかを検証することにより評価した。また、環境保

全措置の検討を行ったときは、その実施内容及びその効果について明らかにした。 

 

・構成生物の種類組成の多様性の保全 

・重要な種の保全 

 

(2) 評価結果 

① 施工時 

ア. 構成生物の種類組成の多様性の保全 

施工時は、対象事業実施区域の河川のうち、飯山満川では河道の付替え工事、宮前川

では暗渠化工事が予定されているため、工事予定区間に生息する陸水生物の生息環境は

消失する。その他の河川については本事業による直接改変はない。なお、今回の工事で

消失する河川区間のみに依存して生息している陸水生物の種はないこと、環境保全措置

によって様々な濁水防止対策が実施されることから、現在生息する陸水生物相について

は大きく変化しないと考えられる。 

以上のことから、構成生物の種類組成の多様性の保全について、事業の影響はできる

限り回避・低減されているものと評価する。 

 

イ. 重要な種の保全 

施工時は、対象事業実施区域の河川のうち、飯山満川では河道の付替え工事、宮前川

では暗渠化工事が予定されているため、工事予定区間に生息する重要な種（モツゴ、ド

ジョウ、コシダカヒメモノアラガイ、ミゾレヌマエビ）の生息環境は消失する。その他

の河川については本事業による直接改変はない。なお、工事予定区間に生息する重要な

種は直接改変のない地点においても生息が確認されており、環境保全措置によって様々

な濁水防止対策が実施されることから、現在生息する重要な種に本事業が与える影響は

小さいと考えられる。 

以上のことから、施工時における重要な種の保全について、事業者の実行可能な範囲

内で事業の影響はできる限り回避・低減されているものと評価する。 
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② 供用時 

ア. 構成生物の種類組成の多様性の保全 

供用時の海老川と念田川は施工時に工事等による改変がないこと、環境保全措置によ

り濁水等の流入が抑制されることから、河川環境は現在と変化がなく、陸水生物相の構

成や生息数にも大きな変化はないと考えられる。また、飯山満川は付替え工事により河

道位置が現在よりも北側に移動するが、河川幅は現在よりも拡張される計画である。よ

って、飯山満川の工事が終了し河川環境が安定した後は、陸水生物相の生息環境は現在

よりも改善し、生息種数、生息数ともに増加すると考えられる。 

以上のことから、構成生物の種類組成の多様性の保全について、事業者の実行可能な

範囲で事業の影響はできる限り回避・低減されているものと評価する。 

 

イ. 重要な種の保全 

供用時の海老川と念田川は施工時に工事等による改変がないこと、環境保全措置によ

り濁水等の流入が抑制されることから、河川環境は現在と変化がなく、重要な種の生息

には大きな変化はないと考えられる。また飯山満川は付替え工事により、河川幅は現在

よりも広がる計画である。よって飯山満川の付替え区間は工事が終了して河川環境が安

定した後は、施工時に消失した重要な種（モツゴ、ドジョウ、コシダカヒメモノアラガ

イ、ミゾレヌマエビ）は周辺部から移動して再び生息するようになると考えられる。 

以上のことから、供用時における重要な種の保全について、事業者の実行可能な範囲

内で事業の影響はできる限り回避・低減されているものと評価する。 
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5-2-8 生態系 

施工時・供用時 

1. 調査 

(1) 調査すべき情報 

生態系において対象とする調査すべき情報は「動植物その他の自然環境に係る概況」（地

形・地質等、植物、動物及び陸水生物の状況）となっており、本業務では以下に示す項目

とした。 

 

① 地域特性に関する情報 

② 地域を特徴づける生態系の指標となる注目種の抽出 

 

(2) 調査地域・地点 

調査地域は、対象事業実施区域及び周辺区域 200ｍの範囲とした。また、現地調査地点

は、基本的に植物、動物、陸水生物の調査地点と同様とするが、必要に応じて生態系に係

る調査地点を追加した。 

 

(3) 調査期間 

植物、動物、陸水生物と同様とした。 

 

(4) 調査の基本的な手法 

生態系に関する調査の基本的な手法を表 5-2-8-1に示す。 

 

表 5-2-8-1 生態系に関する調査の基本的な手法 

調査項目 調査の基本的な手法 

生態系構成要素の 

把握 
調査地域の生態系の特徴を把握するため、地形・地質等、植物、動物及び陸水生物の各項

目において収集した情報を、生態系の視点から総合的にとりまとめる。 

自然環境に関連する各項目で実施した現地調査による情報を原則として活用するが、重

要な種及び注目種等の生育・生息状況について、個体数、移動経路、行動圏等生態系の把握

に当たり、詳細な調査を必要とする場合はそれらに関する調査を実施する。 

情報の整理及び解析 

 

現地及び資料調査より収集した生態系構成要素に関する情報を整理し、とりまとめる。 

①調査地域区分ごとの生態系構成要素の把握 

地形・地質の状況、土壌・湧水の分布状況、植物相・植生の状況、動物相（陸水生物を含

む）の状況等について、それぞれの情報を、設定した区域ごとに整理する。 

また、各区域の生態系の特徴を把握するため、重要な種、重要な群落及び注目種等の分布

を植生図や地形図等と重ね合わせることにより、生育・生息状況を整理する。 

注目種等は、周辺区域の情報と比較する等により調査地域を特徴づける動植物を考慮し

て、上位性、典型性、特殊性の観点から選定する。 

②調査地域区分ごとの生態系の把握 

重要な種、重要な群落及び注目種等について、区域ごとに生育・生息状況を把握し、食物

連鎖図、基盤環境（地形・地質・土壌、植生等）とそこに成立する生物群集の模式図等を作

成して、各区域の生態系の特徴を明らかにする。 

③調査地域の生態系の把握 

区分域ごとに把握した生態系の特徴及び区分域相互の関連を踏まえて、調査地域の生態

系の特徴を把握する 
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(5) 調査結果 

① 地域特性に関する情報 

ア. 環境類型区分 

地形、水象、植生等の情報をもとに調査地域の環境類型区分を行った。 

環境類型区分を、表 5-2-8-2及び図 5-2-8-1に示す。 

調査地域は千葉県の北西部に位置し、海老川や念田川が流れる低地が対象事業実施区

域の中心部であり、東側には樹枝状に侵食された台地面が分布している。 

調査地域を環境類型区分別にみると、43.66％が耕作地・乾性草地、41.32％が造成地

であり、耕作地や耕作放棄地と市街地がほとんどを占める。また 8.14％が湿性草地、

5.67％が樹林地であり、その他、1.20％が河川や調整池等の開放水域である。 

対象事業実施区域の北側のほとんどは耕作地・乾性草地が占めており、南側は造成地

と耕作地・乾性草地がモザイク状に入り混じって存在する。 

 

表 5-2-8-2 環境類型区分 

環境類型
区分 

基盤環境 
地形・ 
水象 

構成する植物群落及び土地利用 
調査地域の構成 

面積
(ha) 

比率
(％） 

樹林地 常緑広葉樹林 

落葉広葉樹林 

先駆性低木林 

植栽樹群 

平坦地 

緩傾斜面 

スダジイ－タブノキ群落、ムクノキ－

エノキ群落、イヌシデ－コナラ群落、

ヌルデ－アカメガシワ群落、ヤナギ低

木群落、竹林、果樹園、植栽樹群 

7.72 5.67 

耕作地・ 

乾性草地 

乾性草本群落 

耕作地 

平坦地 アズマネザサ群落、オギ群落、チガヤ

群落、乾性低茎草本群落、クズ－カナ

ムグラ群落、外来草本群落、畑地雑草

群落 

59.45 43.66 

湿性草地 湿性草本群落 

 

平坦地 

水路 

ヨシ群落、ヒメガマ群落、マコモ群

落、湿性低茎草本群落、水田雑草群落 

11.09 8.14 

開放水面 沈水植物群落 

開放水域 

河川 

調整池 

水路 

ヤナギモ群落、開放水域 1.64 1.20 

造成地 施設 

住居地 

平坦地 公園・グラウンド、緑の多い住宅地、

市街地等 

56.27 41.32 

合 計 136.17 100.00 
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※この図は船橋市提供の「平成 28 年船橋市都市計画基礎調査図」を加工して作成した。

図 5-2-8-1 環境類型区分 
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イ. 生態系構成要素の把握

各環境類型区分を構成する生態系の要素を、表 5-2-8-3に、食物連鎖模式図を図 5-2-

8-2に示す。

表 5-2-8-3 環境類型毎の生態系構成要素 

 

上位性 【哺乳類】 【哺乳類】 【哺乳類】 【哺乳類】 【哺乳類】
ホンドタヌキ ホンドイタチ - ホンドタヌキ、ホンドイタチ ホンドタヌキ
【鳥類】 【鳥類】 【鳥類】 【鳥類】 【鳥類】
ツミ、ハイタカ、オオタカ カイツブリ、アオサギ、ダ

イサギ
カワウ、アオサギ、ダイサ
ギ

ツミ、ハイタカ、オオタカ オオタカ

【魚類】
ニホンウナギ、ナマズ

典型性 【哺乳類】 【哺乳類】 【哺乳類】 【哺乳類】 【哺乳類】
ノウサギ、カヤネズミ、ア
カネズミ

- -
ノウサギ、アカネズミ

-

【鳥類】 【鳥類】 【鳥類】 【鳥類】 【鳥類】
キジ、モズ、ヒバリ、セッ
カ、ムクドリ、ツグミ、カ
ワラヒワ、ホオジロ

カルガモ、バン、タシギ、
オオバン

カルガモ、バン、オオバ
ン、カワセミ

キジバト、ホトトギス、コゲ
ラ、ヤマガラ、エナガ、シ
ジュウカラ、メジロ、シロハ
ラ、アオジ

ハシボソガラス、ハシブト
ガラス、ヒヨドリ、スズ
メ、ハクセキレイ

【爬虫類】 【爬虫類】 【爬虫類】 【爬虫類】 【爬虫類】
ヒガシニホントカゲ、ニホ
ンカナヘビ、シマヘビ

クサガメ ニホンイシガメ、ミシシッ
ピアカミミガメ、ニホン
スッポン

アオダイショウ ニホンヤモリ、
ヒガシニホントカゲ

【両生類】 【両生類】 【両生類】 【両生類】 【両生類】

- ニホンアマガエル ウシガエル アズマヒキガエル -

【昆虫類】 【昆虫類】 【昆虫類】 【昆虫類】 【昆虫類】
アキアカネ、オオカマキ
リ、クビキリギス、エンマ
コオロギ、マツムシ、ツチ
イナゴ、ショウリョウバッ
タ、トノサマバッタ、ツマ
グロオオヨコバイ、マルカ
メムシ、コアオハナムグ
リ、サビキコリ、ナミテン
トウ、ドウガネサルハム
シ、セグロアシナガバチ、
シロオビノメイガ、モンシ
ロチョウなど

アジアイトトンボ、チョウ
トンボ、アメンボ、マイコ
アカネ、キアシヌレチゴミ
ムシ、ハイイロゲンゴロウ
など

アジアイトトンボ、チョウ
トンボ、シオカラトンボ、
アメンボなど

モリオカメコオロギ、アブラ
ゼミ、ミンミンゼミ、アオオ
サムシ、オオヒラタシデム
シ、アオドウガネ、ヤマトタ
マムシ、ソーンダーズチビタ
マムシなど

トウキョウヒメハンミョ
ウ、アオスジアゲハなど

【魚類】
コイ、モツゴ、ウキゴリ

【底生動物】
コシダカヒメモノアラガ
イ、カワコザラガイ、アメ
リカザリガニ、モクズガニ
など

基盤
植生
・

土地
利用

アズマネザサ群落
オギ群落
チガヤ群落
乾性低茎草本群落
クズ－カナムグラ群落
外来草本群落
畑地雑草群落

ヨシ群落
ヒメガマ群落
マコモ群落
湿性低茎草本群落
水田雑草群落
ヤナギ低木群落

ヤナギモ群落
開放水域

スダジイ－タブノキ群落
ムクノキ－エノキ群落
イヌシデ－コナラ群落
ヌルデ－アカメガシワ群落
竹林
果樹園
植栽樹群

公園・グラウンド
市街地等
緑の多い住宅地

造成地
環境
類型

樹林地耕作地・乾性草地 湿性草地 開放水面
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② 地域を特徴づける生態系の指標となる注目種の抽出

動植物の調査結果を踏まえ、当該地域における環境類型区分ごとの動植物種の生態や

食物連鎖模式図上の関係を考慮した結果、以下の理由により上位性、典型性の特徴を示

す 9種の注目種・群集を選定した。特殊性の特徴を示す注目種・群集はなかった。 

生態系の上位性、典型性、特殊性についての考え方を表 5-2-8-4に、各注目種及び群集

の選定理由を表 5-2-8-5に示す。 

表 5-2-8-4 生態系の上位性、典型性、特殊性についての考え方 

生態系 
の指標 

説明 

上位性 生態系を形成する生物群集において栄養段階の上位に位置する種を対象とす

る。該当する種は相対的に栄養段階の上位の種で、生態系の攪乱や環境変動等の

影響を受けやすい種が対象となる。また、対象地域における生態系内での様々な

食物連鎖にも留意し、小規模な湿地やため池等での食物連鎖にも着目する必要が

ある。そのため、対象地域の環境のスケールに応じて、ほ乳類、鳥類等の行動圏

の広い大型の脊椎動物以外に、爬虫類、魚類等の小型の脊椎動物や、昆虫類等の

無脊椎動物も対象とする。 

典型性 対象地域の生態系の中で重要な機能的役割をもつ種・群集や、生物の多様性を

特徴づける種・群集を対象とする。該当するものは、生物間の相互作用や生態系

の機能に重要な役割を担うような種・群集（例えば、植物では現存量や占有面積

の大きい種、動物では個体数が多い種や個体重が大きい種、代表的なギルドに属

する種等）、生物群集の多様性を特徴づける種や生態遷移を特徴づける種等が対

象となる。また、環境の階層的構造にも着目し、選定する必要がある。 

特殊性 小規模な湿地、洞窟、噴気口の周辺、石灰岩地域等の特殊な環境や、砂泥底海

域に孤立した岩礁や貝殻礁等の対象地域において占有面積が比較的小規模で周

囲にはみられない環境に注目し、そこに生息する種・群集を選定する。該当する

種・群集としてはこれらの環境要素や環境条件に生息が強く規定される種・群集

があげられる。 

出典：「生物多様性分野の環境影響評価技術（I）スコーピングの進め方について」（平成 11年 6月、環境省） 
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表 5-2-8-5 注目種及び群集とその選定理由 

生態系 

の指標 
分類群 該当する種 選定理由 

上位性 哺乳類 ホンドイタチ 低地から山間部にかけて広がる水田周辺や河川敷に生

息し､小型の鳥類や哺乳類、両生類などを捕食する上位性

を示す種として選定した。 

鳥類 オオタカ 低地から山間部にかけて広がる森林に生息し､小型～中

型の鳥類や小型哺乳類を捕食する上位性を示す種として

選定した。 

典型性 哺乳類 カヤネズミ 休耕田や河川敷などのイネ科草本が生育する環境に生

息し、当該地域のチガヤ群落を生息環境として利用する

典型性を示す種として選定した。 

鳥類 キジ 低地から山地の森林、耕作地、河川敷などの明るい草

地に生息し、当該地域に広く分布する耕作地・乾性草地

を利用する典型性を示す種として選定した。 

モズ 低地の耕作地や河畔林、開けた森林などに生息し、当

該地域に広く分布する耕作地・乾性草地を利用する典型

性を示す種として選定した。 

昆虫類 チョウトンボ 低地から丘陵域にかけて分布する植生豊かな池沼など

に生息し、当該地域の調整池周辺のヨシ群落や湿性低茎

草本群落を利用する典型性を示す種として抽出した。 

植生 オギ群落

チガヤ群落

乾性低茎草本群落 

当該地域の耕作地・乾性草地を構成する主要な植生で

あり、上記で選定された注目種を含め、多くの動植物種

の生育・生息基盤となっていることから、典型性を示す

植生として選定した。 
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2. 予測

(1) 予測地域・地点

予測地域及び地点は、現地調査の調査地域と同様とした。

(2) 予測項目

生態系に係る予測項目は、以下のとおりとした。

① 基盤環境への影響

② 注目種及び群集により指標される生態系への影響

(3) 予測の基本的な手法

地形の改変予定図、土地利用計画図等と、現存植生図、重要な種・重要な群落及び注目

種等の分布図等を比較、勘案し、対象事業による生態系への影響を予測した。 

(4) 予測結果の整理及び解析

予測した結果は、事業実施前後の対比表を作成する等により整理、解析した。

(5) 予測対象時期

予測対象時期は、施工時の工事の実施による影響が最大になる時期及び供用時とした。 
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(6) 予測結果（施工時及び供用時）

① 基盤環境への影響

工事の実施に伴い、対象事業実施区域の生態系は基盤環境の大部分が造成地に改変さ

れるため、陸生生態系の生息・生育環境は大きく減少する。各環境類型区分の改変状況を

表 5-2-8-6に示す。 

類型区分ごとに見ると、工事の実施により減少する区分は、樹林地（0.94％減）、耕作

地・乾性草地（13.86％減）、湿性草本群落（4.39％減）であり、増加する区分は開放水面

（3.62％増）、造成地（15.56％増）と予測する。 

類型区分を構成する植物群落及び土地利用区分の変化の予測を見ると、樹林地の減少

割合は植栽樹群（0.40％減）が最も高く、続いてムクノキ－エノキ群落（0.22％減）、ヌ

ルデ－アカメガシワ群落（0.18％減）の順であった。

耕作地・乾性草地の減少割合は外来草本群落（4.16％減）が最も高く、続いて畑地雑草

群落（3.67％減）、乾性低茎草本群落（2.31％減）の順であった。 

湿性草地の減少割合は、湿性低茎草本群落（2.98％減）が最も高く、続いて、ヨシ群落

（0.78％減）、水田雑草群落（0.53％減）の順であった。 

開放水面は開放水域が 4.80％増加し、ヤナギモ群落には変化が生じないと予測する。 

なお、造成地は市街地等が 15.36％増加すると予測する。 
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表 5-2-8-6 環境類型区分の改変状況 

環境類型
区分 

構成する植物群落及び土地利用 

改変前 改変後 

増減 面積

(ha) 

比率

(％） 

面積

(ha) 

比率

(％） 

樹林地 スダジイ－タブノキ群落 0.25 0.19 0.25 0.19 0.00 

ムクノキ－エノキ群落 2.81 2.06 2.51 1.84 -0.22

イヌシデ－コナラ群落 0.27 0.20 0.27 0.20 0.00 

ヌルデ－アカメガシワ群落 0.66 0.48 0.41 0.30 -0.18

竹林 1.14 0.84 1.12 0.82 -0.02

果樹園 0.33 0.24 0.18 0.13 -0.11

植栽樹群 2.12 1.56 1.57 1.16 -0.40

合計 7.59 5.57 6.31 4.63 -0.94

耕作地・ 

乾性草地 

アズマネザサ群落 0.36 0.27 0.31 0.23 -0.04

オギ群落 4.25 3.12 2.58 1.90 -1.22

チガヤ群落 0.98 0.72 0.30 0.22 -0.50

乾性低茎草本群落 6.42 4.72 3.28 2.41 -2.31

クズ－カナムグラ群落 4.31 3.17 1.64 1.21 -1.96

外来草本群落 10.43 7.66 4.76 3.50 -4.16

畑地雑草群落 32.70 24.01 27.71 20.35 -3.67

合計 59.45 43.66 40.58 29.80 -13.86

湿性草地 ヨシ群落 1.59 1.17 0.53 0.39 -0.78

ヒメガマ群落、 1.88 1.38 1.81 1.33 -0.05

マコモ群落 0.07 0.05 0.00 0.00 -0.05

湿性低茎草本群落 6.69 4.91 2.62 1.93 -2.98

水田雑草群落 0.87 0.64 0.15 0.11 -0.53

ヤナギ低木群落 0.14 0.10 0.14 0.10 0.00 

合計 11.22 8.24 5.25 3.86 -4.39

開放水面 ヤナギモ群落 0.03 0.02 0.03 0.02 0.00 

開放水域 1.61 1.18 6.54 4.80 3.62 

合計 1.64 1.20 6.56 4.82 3.62 

造成地 公園・グラウンド 1.46 1.07 2.76 2.02 0.95 

緑の多い住宅地 10.54 7.74 9.52 6.99 -0.75

市街地等 44.27 32.51 65.19 47.87 15.36 

合計 56.27 41.32 77.46 56.89 15.56 
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② 注目種及び群集により指標される生態系への影響 

対象事業実施区域を特徴づける生態系の注目種及び群集の基盤となる生息・生育環境

のほとんどが消失するが、周辺区域に同様の生息・生育環境が存在するため、注目種のう

ち移動能力の高い種は、それらの環境に生息域を移行すると考えられる。各注目種の予

測結果を表 5-2-8-7に示す。 

また、対象事業実施区域及び周辺区域を特徴付ける生態系の注目種及び群集への影響

の予測結果より、対象事業実施区域及び周辺区域の生態系への影響は小さいものと予測

する。 

 

表 5-2-8-7(1) 注目種及び群集の予測結果 

生態系 
の指標 

分類群 種名 
現況調査における 
主な生息・生育基盤 

予測結果 
（施工時及び供用時） 

上位性 哺乳類 ホンドイタチ 調査地域の耕作地や乾

性草地、湿性草地や水路

周辺を生息環境として利

用していた。 

対象事業実施区域における本種の生息

環境としての利用が確認された耕作地や

乾性草地、湿性草地は、事業の実施に伴

い大部分が改変される。そのため、本種

の生息環境としての利用がみられなくな

る可能性が高いが、周辺区域にも同様の

環境が存在することから、生息域を移行

すると考えられる。 

鳥類 オオタカ 調査地域における繁殖

は確認されていないが、

耕作地や河川上空を飛翔

する個体が確認されてお

り、採餌場として利用し

ている可能性がある。 

対象事業実施区域における本種の利用

可能性がある耕作地は、事業の実施に伴

い大部分が改変される。しかし、周辺域

に存在する耕作地等の類似した環境は残

存するため、それらの環境を利用すると

考えられる。 

典型性 哺乳類 カヤネズミ 調査地域のチガヤ群落

などイネ科の草本群落で

球巣が確認されており、

生息環境や繁殖地として

利用していた。 

対象事業実施区域における本種の繁殖

地としての利用が確認されたイネ科の草

本群落は、事業の実施に伴い大部分が改

変される。しかし、周辺区域に存在する

チガヤ群落やオギ群落等のイネ科の草本

群落は残存し、それらの環境においても

本種の生息が確認されており、生息域を

移行すると考えられる。 

鳥類 キジ 調査地域に広く分布す

る耕作地・乾性草地を利

用していた。 

対象事業実施区域における本種の生息

環境としての利用が確認された耕作地や

乾性草地は、事業の実施に伴い大部分が

改変される。しかし、周辺区域に存在す

る同一の環境は残存するため、それらの

環境を利用すると考えられる。 

モズ 調査地域に広く分布す

る耕作地・乾性草地を利

用していた。 

対象事業実施区域における本種の生息

環境としての利用が確認された耕作地や

乾性草地は、事業の実施に伴い大部分が

改変される。しかし、周辺域に存在する

同一の環境は残存するため、それらの環

境を利用すると考えられる。 
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表 5-2-8-7(2) 注目種及び群集の予測結果 

注目種
として
の視点 

分類群 種名 
現況調査における 
主な生息・生育基盤 

予測結果 
（施工時及び供用時） 

典型性 昆虫類 チョウトンボ 調査地域の調整池周辺

のヨシ群落や湿性低茎草

本群落などの湿性草地を

利用していた。 

対象事業実施区域における本種の生息

環境としての利用が確認されたヨシ群落

等の湿性草地は、事業の実施に伴い消失

する。しかし、本種は周辺区域に存在す

る調整池等の止水域を繁殖場所として利

用していると考えられ、対象事業実施区

域には本種が繁殖に利用可能な止水域は

存在しないため、それらの個体が飛来し

てきた可能性が高い。周辺区域に存在す

る同一の環境は残存するため、事業実施

による影響は少ないと考えられる。 

植生 オギ群落 

 

本群落は大型のイネ科

植物のオギが優占する群

落であり、調査地域で

は、南側の調整池周辺と

対象事業実施区域北側に

広く分布していた。 

対象事業実施区域における本群落は、

事業の実施に伴い消失する。しかし、こ

れらの群落は人為の影響を受けた環境に

成立する群落であり、周辺区域に同一の

群落が残存する。そのため、公園やその

周辺等に緑地を設けることで同一の環境

を創出することが可能であり、事業実施

による影響は少ないと考えられる。 
チガヤ群落 本群落は低茎のイネ科

植物であるチガヤが優占

する群落で、調査地域で

は、低地の耕作地帯に広

く点在していた。 

乾性低茎草本

群落 

本群落は高さ 1ｍ以下

の草丈の低い乾性草本が

優占する群落であり、調

査地域では、耕作地から

市街地にかけて広範囲に

分布していた。 
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(7) 環境保全措置 

【施工時】 

・造成工事は広範囲を短期間に施工せず、各工区内において段階的な施工を行い、非改変

区域との連続性を確保しながら実施することで、カヤネズミ等の対象事業実施区域を繁

殖地として利用している種が非改変区域に逃避できるよう配慮する。 

・早朝と夜間は原則的に作業を行わず、騒音・振動や、照明等によるホンドイタチやカヤ

ネズミ等の夜間に活動する種への影響を回避する。 

・工事従事者には事前に不用意な周辺林への立ち入りや、ゴミ捨ての禁止等について講習

や指導を徹底し、注目種や群集に与える人為的な影響を低減させる。 

 

【供用時】 

・調整池には、小動物等が脱出可能なスロープを設置する。 

・調整池内の緑化が可能な場所には、多孔質素材等による法面や擁壁の設置を検討し、緑

化促進をすることで、動植物の生息生育環境を創出する。 

・公園の周辺周囲には連続した草地や低木の植栽を整備する等、動物の隠れ場所及び移動

経路の確保を検討する 

・夜間照明は必要な道路上のみ照射し、樹林や緑地に光が拡散しないような照明機器（後

方カットルーバー付き）などを検討する。また、LED 照明を設置する場合は、必要以上

に明るくならないよう配慮し、生物の生息場所となっている部分の照明は、時間帯によ

って減光や消灯が可能な調光機能付き照明の採用を検討する。 
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3. 評価 

(1) 評価方法 

評価は、以下に示す生態系に係る基準と予測結果を比較し、生態系への影響が事業者に

より実行可能な範囲内で出来る限り回避され、又は低減されているかどうかを検証するこ

とにより評価した。 

 

・基盤環境への影響 

・注目種及び群集により指標される生態系への影響 

 

(2) 評価結果 

① 基盤環境への影響 

事業の実施に伴い、対象事業実施区域に存在する生態系の基盤環境となる耕作地・乾性

草地を構成するオギ群落、チガヤ群落、乾性低茎草本群落等の植生を含め、そのほかの大

部分の緑地が消失する計画である。しかし、代償措置として整備予定の調整池の構造は、

側面に可能な限り多孔質素材を利用した法面、擁壁を設置して、緑化の促進を行うこと

や、公園の周辺に連続した草地や低木の植栽を整備して一定面積以上の緑地を創出する

ことで、消失する基盤環境と類似した環境を創出することが可能と考えられる。 

以上のことから、施工時及び供用時における基盤環境への影響については、事業者の実

行可能な範囲内で事業の影響はできる限り回避・低減されているものと評価する。 

 

② 注目種及び群集により指標される生態系への影響 

事業の実施に伴い、対象事業実施区域における注目種の生息環境は大部分が消失する

計画であり、これらの種は一時的に減少すると考えられる。しかし、低減措置として造成

工事は段階的な施工を行い、非改変区域との連続性を確保しながら実施することで、注

目種として挙げた哺乳類、鳥類、飛翔性昆虫類は移動能力が高いため、周辺区域の残存す

る類似環境に生息域を移行すると考えられる。また、公園の整備等により一定面積以上

の緑地が創出されるため、注目種及び群集のうち、新しく整備された公園、調整池、水路

や創出された緑地環境に適応できる種は、環境が安定し、緑の量が増加するに応じて周

辺区域より移動し、新たな生息環境として利用すると考えられる。 

以上のことから、施工時及び供用時における重要な種の保全について、事業者の実行可

能な範囲内で事業の影響はできる限り回避・低減されているものと評価する。 
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5-2-9 廃棄物 

施工時 

1. 予測 

(1) 予測地域・地点 

予測地域・地点は対象事業実施区域とした。 

 

(2) 予測の基本的な手法 

① 予測項目 

予測項目は施工時における以下の廃棄物についての発生量、再資源化量、最終処分量、

適正処理の方法等とした。 

 

ア. 既存構造物の撤去に伴う廃棄物 

イ. 樹木等の伐採に伴う廃棄物 

ウ. 建設工事に伴う廃棄物 

 

② 予測方法 

施工時の造成工事等に伴う廃棄物の影響の予測手順を図 5-2-9-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2-9-1 施工時の造成工事等に伴う廃棄物の影響の予測手順  

施工計画 

既存構造物 

の規模 

現況植生面積 

（刈取り対象） 

住宅区域、商業区域 

の建設計画・規模 

廃棄物発生 

原単位 

廃棄物発生 

原単位 

廃棄物発生量 

排出先別 

種類別 

排出割合 

既存構造物の撤去に 

伴う廃棄物の排出量 

樹木等の伐採に伴う 

廃棄物の排出量 

建設工事に伴う 

廃棄物の排出量 

廃棄物発生 

原単位 

排出先別 

種類別 

排出割合 

廃棄物発生量 
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(3) 予測対象時期 

予測対象時期は、工事開始から工事終了までの全期間とした。 

 

(4) 予測条件 

① 既存構造物の撤去に伴う廃棄物 

対象事業実施区域は、大部分が農地（放棄耕作地を含む）であるが、撤去対象となる既

存構造物として、建造物（駐車場を含む）と既存コンクリート水路がある。これらの構造

物の規模を表 5-2-9-1 及び表 5-2-9-2 に示す。また、既存構造物の撤去に伴う廃棄物の

種類、再資源化率を表 5-2-9-3 に示す。なお、飯山満川の付け替え工事は本事業に含ま

れないことから対象とはしていない。 

 

表 5-2-9-1 対象事業区域内の既存構造物 

既存構造物注） 延床面積（㎡） 

店舗 1,360 

倉庫 220 

戸建住宅 220 

駐車場 8,480 

注）撤去対象となる建物等は対象事業実施区域に建設予定の都市計画道路 3・

3・8号古作町前原東２丁目線の整備区間に存在するものと、事業実施時に

撤去が予定されているものとした。 

 

表 5-2-9-2 対象事業区域内の既存コンクリート水路 

既存水路の種類 規格 規模 

柵梁棚板水路 
高さ 2000 × 幅 2500mm 

高さ 900 × 幅 1400mm 

600ｍ 

200ｍ 

三面張水路 高さ 900 × 幅 1200mm 250ｍ 

Ｕ字側溝 
高さ 800 × 幅 500mm 

高さ 400 × 幅 300mm 

190ｍ 

150ｍ 

 

表 5-2-9-3 撤去等に伴う廃棄物の種類と再資源化率 

廃棄物の種類 再資源化率 備考 

コンクリート 100％ 

「千葉県建設リサイクル

推進計画 2016」 

に示された 

令和 2年度目標値 

アスファルト 

・コンクリート塊 
100％ 

木くず注） 97％ 

金属くず注） 100％ 

廃プラスチック類注） 60％ 

その他がれき類（耐火物等）注） 60％ 

建設混合廃棄物 60％ 

注）木くず、金属くずは千葉県産業廃棄物再生利用の実績値から再資源化率を設定し、廃プラス

チック類、その他がれき類（耐火物等）は建設混合廃棄物の目標値を再資源化率とした。  
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② 樹木の伐採等に伴う廃棄物 

対象事業実施区域に生育し、事業の実施により伐採及び草刈りの対象となる植物群落

とその面積を表 5-2-9-4 に示す。なお、草本植物は高茎植物を含む群落のみを草刈りの

対象とした。 

また、樹木の伐採に伴う廃棄物の種類と再資源化率を表 5-2-9-5に示す。 

 

表 5-2-9-4 伐採及び草刈り対象となる植物群落とその面積 

分類 群落名 面積（ha） 

樹木 ムクノキ－エノキ群落 0.30 

ヌルデ－アカメガシワ群落 0.24 

植栽樹群 0.54 

果樹園 0.14 

草本 ヨシ群落 1.04 

ヒメガマ群落 0.06 

オギ群落 1.04 

チガヤ群落 0.06 

外来草本群落 5.59 

 

 

表 5-2-9-5 撤去等に伴う廃棄物の種類と再資源化率 

廃棄物の種類 再資源化率 備考 

木くず注） 97％ 

「千葉県建設リサイクル

推進計画 2016」 

に示された 

令和 2年度目標値 

注）木くずには建設工事に伴う伐採等により発生する伐採木や抜根が含まれる。 

  



 

478 

 

③ 建設工事に伴う廃棄物 

本事業は、土地区画整理事業であるため基盤整備までを工事期間としているが、その後、

戸建住宅、集合住宅、事務所及び商業施設などの建設が予定されており、これら整備によ

って建設副産物の発生が想定される。なお、現時点では詳細な建設計画が決定していな

いため、対象事業実施区域に設定されている土地利用計画に基づき建物の種類と、想定

した建坪等から、建設可能な建物数及び延床面積を算出した。 

土地利用計画より推定した建物種類別の建物数及び延床面積を表 5-2-9-6 に示す。な

お、戸建住宅の戸数を工法別に按分するための資料として、平成 30年度千葉県内の戸建

住宅の工法別割合を表 5-2-9-7 に、戸建住宅の工法別新築工事に伴う廃棄物の原単位を

表 5-2-9-8に、戸建住宅以外の建設物新築工事に伴う廃棄物の種類と原単位を表 5-2-9-9

に示す。また、新築建設工事に伴う廃棄物の種類、再資源化率を表 5-2-9-10 に示す。 

 

表 5-2-9-6 土地利用計画より推定した建物、延床面積 

種類 区分 
土地面積 

（ha） 

建ぺい率注 1） 

（％） 

容積率注 1） 

（％） 

建物数注 4） 

（戸・棟） 

延床面積注 5） 

（㎡） 

戸建住宅 
注 2） 

低層住宅地 2.11 50 100 156 - 

集合住宅 
注 2） 

中高層住宅地 1.93 60 200 19 22,800 

事務所 

注 3） 

医療健康拠点
施設用地 3.85 60 200 38 46,800 

合計 
85,200 

沿道利用施設
用地 3.19 60 200 32 38,400 

店舗 

注 3） 

地区拠点商業
施設用地 4.61 80 300 15 108,000 

合計 
146,400 

沿道利用施設
用地 3.19 60 200 32 38,400 

注 1）土地利用計画に基づき暫定的に設定したものであり、今後変更になる可能性がある。 

注 2）戸建住宅の敷地面積は 135㎡、集合住宅の敷地面積は 1,000 ㎡と想定した。 

注 3）事務所及び店舗（沿道利用施設用地）の敷地面積は 1,000㎡、店舗（地区拠点商業用地）は 3,000㎡と想定した。 

注 4）建物数は、各区分面積を注 1）及び注 2）において設定した敷地面積で除して算出したものであり、実施の計画

とは異なる。 

注 5）延床面積は注 4）において算出された建物数、建ぺい率、容積率から算出した。 

 

表 5-2-9-7 平成 30年度千葉県内における戸建住宅の工法別割合 

工法名 
木造在来工法

注 1） 
ツーバイフォー 

工法 
プレハブ工法 その他注 2） 合計 

戸数 8,267 2,073 2,099 72 12,511 

全体に 
占める割合 66.1％ 16.5％ 16.8％ 0.6％ 100％ 

注 1）木造在来工法は、木造からツーバイフォー工法（木造）とプレハブ工法（木造）を除いたもの。 

注 2）その他はプレハブ工法以外の鉄筋コンクリート造在来工法。 

出典：「建築着工統計調査報告（年次）」(国土交通省ホームページ)掲載の住宅着工統計データを基に作成。 
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表 5-2-9-8 戸建住宅建設に伴う産業廃棄物原単位（一戸当たり） 

項目 木造軸組工法 ツーバイフォー工法 プレハブ工法注） 

木くず 821.30 1864.40  506.85 

紙くず 285.95 129.25 299.78 

廃石膏ボード 812.65 928.45 801.10 

ガラス及び陶磁器くず 190.50 221.45 261.55 

廃プラスチック類 93.65 241.65 238.85 

金属くず 31.10 36.35 110.65 

繊維くず 0.10 0.60 1.225 

混合残渣 48.80 - 9.35 

処理困難物 3.55 5.30 25.55 

合計 2,287.60 3,427.62 2,254.90 

注）下記報告書では、プレハブ工法はパネル工法、鉄筋コンクリート造、軽量鉄骨工法の総称として

定義されており、プレハブ工法で用いた項目別の産業廃棄物原単位は「パネル工法」と「軽量鉄

骨工法」の合計から平均値を算出した。 

出典：「建築資材リサイクルシステム調査研究報告書」(平成 16年 3月、(社)日本建材産業協会) 

 

表 5-2-9-9 集合住宅、事務所、店舗の建設に伴う廃棄物の排出量原単位 

建物種類 
廃棄物 
の種類 

排出原単位（kg/㎡）注 1） 

集合住宅 事務所 店舗 

RC 造注 2） S 造注 2） RC 造注 2） 

コンクリート塊 7.2 9.0 11.0 

アスファルト・コンクリート塊 1.3 1.5 1.3 

ガラス陶磁器 0.6 2.0 0.9 

廃プラスチック類 1.7 1.5 0.8 

金属くず 1.6 1.6 1.1 

木くず 3.9 2.3 3.3 

紙くず 1.8 1.5 1.3 

石膏ボード 2.9 2.7 2.1 

その他 2.5 3.7 4.1 

混合廃棄物 12.7 9.8 14.6 

注 1）排出原単位は「用途別構造別規模品目別一覧表」(平成 20年度～平成 22年度通算)に記載され

ている値のうち、延床面積が「全体」の値を参照した。 

注 2）RC造は鉄筋コンクリート造、S造は鉄骨造を示す。 

出典：「建築系混合廃棄物の原単位調査報告書」(平成 24年 11月、(社)日本建設業連合会) 

 

表 5-2-9-10 建設工事に伴う廃棄物の種類と再資源化率 

廃棄物の種類 再資源化率 備考 

コンクリート 100％ 

「千葉県建設リサイクル

推進計画 2016」に示され

た令和 2 年度目標値 

アスファルト・コンクリート塊 100％ 

木くず、紙くず注） 97％ 

金属くず注） 100％ 

廃プラスチック類注） 60％ 

その他がれき類（耐火物等）注） 60％ 

建設混合廃棄物 60％ 

注）木くず、紙くず、金属くずは千葉県産業廃棄物再生利用の実績値から再資源化率を設定し、廃プ

ラスチック類、その他がれき類（耐火物等）は建設混合廃棄物の目標値を再資源化率とした。  

単位：kg 
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(5) 予測結果 

① 既存構造物の撤去に伴う廃棄物 

既存構造物の撤去に伴う廃棄物の種類と発生量を表 5-2-9-11及び表 5-2-9-12に示す。 

また、これら既存構造物の撤去時に伴い発生する廃棄物の再資源化率、再資源化量及び

排出量を表 5-2-9-13 に示す。 

既存構造物の撤去に伴い合計 4,339.8ｔの廃棄物が発生するが、その大部分は再資源化

されるため、最終的な排出量は 42.8ｔと予測する。 

 

表 5-2-9-11 既存構造物の撤去に伴う廃棄物発生量 

既存構造物 
延床面積 

（㎡） 
種類 

原単位 

（kg/㎡） 

発生量 

（ｔ） 

店舗注 1） 

1,360 

がれき類 
（コンクリート等） 

1,365.5 1,857.1 

木くず 5.5 7.5 

金属くず 126.5 172.0 

ガラス・陶磁器くず 32.7 44.5 

廃プラスチック類 9.7 13.2 

混合廃棄物 2.2 3.0 

倉庫注 1） 

220 

がれき類 
（コンクリート等） 

374.4 82.4 

木くず 2.2 0.5 

金属くず 118.0 26.0 

ガラス・陶磁器くず 12.0 2.6 

廃プラスチック類 4.5 1.0 

混合廃棄物 2.5 0.6 

戸建住宅注 1） 

220 

がれき類 

（コンクリート等） 
333 73.3 

木くず 113 24.9 

廃石膏ボード 20 4.4 

金属くず 23 5.1 

廃プラスチック類 17 3.7 

ガラス・陶磁器 62 13.6 

混合廃棄物 75 16.5 

駐車場注 2） 8,480 アスファルト 
・コンクリート塊 90 763.2 

注 1）店舗と倉庫の原単位は「建築工事から生ずる廃棄物の適正処理について」（平成 11年 3月 23日厚生

省、衛産第 20 号)に記載されている「建物の解体に伴う廃棄物発生原単位の事例」より事務所（RC

造）と工場（S造）を参考にした。戸建住宅は「木造住宅解体に伴う産業廃棄物の組成分析調査」（平

成 30年 11月、埼玉県解体業協会）掲載の平成 28年度組成調査の値を参考に設定した。 

注 2）駐車場の原単位は、舗装厚を 5cmとし、比重は「平成 30年度建築副産物実態調査利用量・搬出先調

査」（国土交通省）の参考値 1.8ｔ/㎥を基に算出した。 
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表 5-2-9-12 既存構造物（水路）の撤去に伴う廃棄物発生量 

既存構造物 種類 延長（ｍ） 原単位（kg/ｍ）注） 発生量（ｔ） 

柵梁棚板水路 
（幅 2.5ｍ） 

コンクリート 

600 1,424 854.4 

柵梁棚板水路 
（幅 1.4ｍ） 200 518 103.6 

三面張水路 
（幅 1.2ｍ） 250 650 162.5 

Ｕ字方側溝 
（幅 0.8ｍ） 190 410 77.9 

Ｕ字方側溝 
（幅 0.5ｍ） 150 168 25.2 

合 計 1,223.6 

注）原単位は類似構造及び同サイズの製品カタログ掲載値を参考に設定した。 

 

 

表 5-2-9-13 既存構造物の撤去に伴う廃棄物発生量と再資源化量 

種類 
発生量 
（ｔ） 

再資源化率 
（％） 

再資源化量 
（ｔ） 

排出量 
（ｔ） 

処理等の方法 

コンクリート 3,236.3 100 3,236.3 0.0 
産業廃棄物処理業
者に委託し、適正処
理 

アスファルト・ 
コンクリート塊 

763.2 100 763.2 0.0 

木くず 32.8 97 31.8 1.0 

金属くず 203.1 100 203.1 0.0 
専門業者に委託し、
売却 

廃プラスチック

類 
19.2 60 11.5 7.7 

産業廃棄物処理業
者に委託し、適正処
理 

ガラス・陶磁器 60.8 60 注） 36.5 24.3 

廃石膏ボード 4.4 60 注） 2.6 1.8 

混合廃棄物 20.0 60 12.0 8.0 

合 計 4,339.8 - 4,297.1 42.8  

注）ガラス・陶磁器、廃石膏ボードの再資源化率は混合廃棄物の再資源化率と同様とした。 
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② 樹木の伐採等に伴う廃棄物 

樹木の伐採に伴い発生する廃棄物量を表 5-2-9-14に、樹木の伐採量の算出に関する原

単位を表 5-2-9-15 に、高茎草本の刈取りに伴う廃棄物量を表 5-2-9-16 に示す。また、

樹木の伐採及び高茎草本の刈取りに伴い発生する廃棄物量（伐採木、伐根、刈草）の合計

値と再資源化率、排出量を表 5-2-9-17に示す。 

事業の実施により、総計 312.1ｔの廃棄物が発生するが、伐採木及び伐根の大部分は再

資源化されるため、最終的な排出量は 152.2ｔと予測する。 

 

表 5-2-9-14 樹木の伐採に伴う廃棄物量 

群落名 
面積（ha） 樹高(ｍ) 地上部(t) 地下部(t) 廃棄物量(t) 

① ② ③ ④ ⑤ 

ムクノキ－エノキ群落 0.30 9 35.1 11.6 46.7 

ヌルデ－アカメガシワ群落 0.24 7 21.8 7.2 29.0 

植栽樹群 0.54 8 56.2 18.5 74.7 

果樹園（ウメ） 0.14 6 10.9 3.6 14.5 

合 計 124.0 40.9 164.9 

注）地上部伐採量③＝①×②×原単位 1.3×10、地下部の木材量④＝③×0.33、廃棄物量⑤は③と④の合計値 

   

表 5-2-9-15 樹木の伐採量原単位 

森林の単位空間当たりの地上部現存密度注 1） 1.3kg/ｍ3 

地上部に対する地下部の割合注 2） 3：1（0.33） 

注 1）森林の単位空間容積当たりの地上部現存量密度は、通常、上層木の樹高に関わらず 1.0～1.5kg/ｍ3

の関係にあることが知られていることから、この関係に基づき高木層を伴う樹林の地上部現存量密

度を 1.3kg/ｍ3とし、伐採面積と樹高から地上部伐採量を推定した 

注 2）地下部については、地上部現存量の 1/3～1/4 との知見から、地上部の 1/3の設定とした。 

参考：「森林生態学」（平成元年、朝倉書店） 

 

表 5-2-9-16 高茎草本の刈取りに伴う廃棄物量 

草刈り面積(ha) 原単位(t/ha)注） 廃棄物量(t) 

7.79 18.9 147.2 

     注）「山口県立きらら浜自然観察公園における草本バイオマス推定とその利活用について」 

バイオマス資源活用促進事業ホームページの平成 22 年現存量調査レポートに記載され

ているヨシとその他草本を合わせた単位面積当たりの重量 1,883.3ｇ/ｍ2（乾燥重量）

を参考に設定した。（http://www.riswme.co.jp/biomass/report/index.html） 

 

表 5-2-9-17 樹木の伐採及び高茎草本の刈取りに伴う廃棄物発生量と再資源化量 

種類 
発生量 
（ｔ） 

再資源化率注） 
（％） 

再資源化量 
（ｔ） 

排出量 
（ｔ） 

処理等の方法 

伐採木、伐根 164.9 97 160.0 5.0 
産業廃棄物処理業者に
委託し、適正処理 

刈草 147.2 0 0.0 147.2 
一般廃棄物として処理 

合 計 312.1 - 160.0 152.2 
 

注）再資源化には、破砕処理によるチップ化、堆肥原料、バイオマス燃料原料、土壌改良剤等がある。  

http://www.riswme.co.jp/biomass/report/index.html
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③ 建設工事に伴う廃棄物 

建設工事に伴う廃棄物の種類と発生量について、戸建住宅の建設工事に伴う廃棄物発

生量を表 5-2-9-18に、集合住宅、事務所、店舗の建設工事に伴う廃棄物発生量を表 5-2-

9-19 に示す。また、これら建設工事に伴い発生する廃棄物の再資源化率、再資源化量及

び排出量を表 5-2-9-20に示す。 

建設工事に伴い合計 10,073.6ｔの廃棄物が発生するが、それらのうち 7,782.9ｔは再

資源化されるため、最終的な排出量は 2,290.8ｔと予測する。 

 

表 5-2-9-18 戸建住宅の建設工事に伴う廃棄物発生量 

 
工 法 
(戸数) 

 
廃棄物の種類 

木造軸組工法 
（103 戸）注） 

ツーバイフォー 
工法（26 戸）注） 

プレハブ工法 
（27戸）注） 

合計量 
（156 戸） 

木くず 84.59  48.47  13.68  146.75  

紙くず 29.45  3.36  8.09  40.91  

廃石膏ボード 83.70  24.14  21.63  129.47  

ガラス及び陶磁器くず 19.62  5.76  7.06  32.44  

廃プラスチック類 9.65  6.28  6.45  22.38  

金属くず 3.20  0.95  2.99  7.14  

繊維くず 0.01  0.02  0.03  0.06  

混合残渣 5.03  0.00  0.25  5.28  

処理困難物 0.37  0.14  0.69  1.19  

合 計 235.62 89.11  60.88  385.62  

注）表 5-2-9-7「平成 30年度千葉県内における戸建住宅の工法別割合」に示した値より、戸建住宅の件

数を工法別に按分した。 

 

表 5-2-9-19 集合住宅､事務所､店舗の建設工事に伴う廃棄物発生量 

 
 
工 法 

(延床面積) 

廃棄物の種類 

集合住宅 

（22,800㎡） 

事務所 

（85,200㎡） 

店舗 

（146,400 ㎡） 
合計量 

コンクリート塊 164.2  766.8  1,610.4  2,541.4  

アスファルト・コンクリート塊 29.6  127.8  190.3  347.8  

ガラス陶磁器 13.7  170.4  131.8  315.8  

廃プラスチック類 38.8  127.8  117.1  283.7  

金属くず 36.5  36.5  161.0  234.0  

木くず 88.9  196.0  483.1  768.0  

紙くず 41.0  127.8  190.3  359.2  

石膏ボード 66.1  230.0  307.4  603.6  

その他 57.0  315.2  600.2  972.5  

混合廃棄物 289.6  835.0  2,137.4  3,262.0  

合 計 825.4  2,933.3  5,929.0  9,687.0 
  

単位：t 

単位：t 
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表 5-2-9-20 建設工事に伴う廃棄物発生量と再資源化量 

種類 
発生量 
（ｔ） 

再資源化率 
（％）注 1） 

再資源化量 
（ｔ） 

排出量 
（ｔ） 

処理等の方法 

コンクリート 2,541.4 100 2,541.4 0.0 
産業廃棄物処理業
者に委託し、適正処
理 アスファルト・ 

コンクリート塊 347.8 100 347.8 0.0 

木くず 914.8 97 887.4 27.4 

紙くず 400.1 97 388.1 12.0 

金属くず 241.1 100 241.1 0.0 
専門業者に委託し、
売却 

廃プラスチック類 306.1 60 183.7 122.4 
産業廃棄物処理業
者に委託し、適正処
理 

ガラス・陶磁器 348.2 60 208.9 139.3 

廃石膏ボード 733.1 60 439.9 293.2 

混合廃棄物注 2） 4,241.0 60 2,544.6 1,696.4 

合 計 10,073.6 - 7,782.9 2,290.8  

注 1）紙くずの再資源化率は木くずと同様に、ガラス・陶磁器、廃石膏ボードの再資源化率は混合廃棄物の再資

源化率と同様とした。 

注 2）戸建住宅の建設工事に伴って発生する「繊維くず」、「混合残渣」、「処理困難物」の項目と、集合住宅、事

務所、店舗の建設工事に伴って発生する「その他」の項目は、混合廃棄物に含めて計算した。 

 

 

(6) 環境保全措置 

○施工時における環境保全措置 

 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法

律」に基づき、適正な処理及び再利用を図る。また、「千葉県リサイクル推進計画 2016」

に示された令和２年度の目標値を踏まえて、可能な限り再資源化を図る。 

・廃棄物の排出量を抑制するため、現場では廃棄物の分別を徹底し、再利用及び再資源化

を図る。また金属くずは有価物として専門業者に委託し、有効利用する。 

・特定建設廃棄物については、種類ごとの分別を徹底し、収集運搬業や許可を受けた産業

廃棄物処理業者に委託し、再資源化施設及び中間処理施設に搬出して適切に処分する。 

・工事に伴う伐採により発生する伐採木は、専門の廃棄物処理業者に委託し、堆肥原料、

バイオマス燃料原料、土壌改良剤の原料等として可能な限り再資源化を図る。 

・再利用化及び再資源化できない廃棄物については、産業廃棄物処理業者に委託し、「廃

棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理する。 
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2. 評価 

(1) 評価の手法 

① 環境の保全が適切に図られているかかどうかを検討する手法 

環境保全措置の内容を踏まえ、廃棄物発生量、排出量、最終処分量、その他の環境への

負荷の量の程度が、事業者により実行可能な範囲内でできるかぎり抑制されているかど

うかを検証することにより評価した。 

 

② 整合を図るべき基準と予測結果を比較し検討する手法 

廃棄物に係る整合を図るべき基準を表 5-2-9-21に示す。予測結果とこれら基準との比

較を行い、整合が図られているかどうかを評価した。 

 

表 5-2-9-21 廃棄物に係る整合を図るべき基準 

項目 整合を図るべき基準 

「廃棄物の処理
及び清掃に関す
る法律」（昭和 45 
年 12 月、法律第
137号） 

○事業者の責務 
第 3 条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処

理しなければならない。 
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその

減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄
物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理
が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃
棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等
が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしな
ければならない。 

3 事業者は、前 2 項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保
等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。 

「建設工事に係
る資材の再資源
化等に関する法
律」（平成 12 年
5 月、法律第 104 
号） 

○建設業を営む者の責務 
第 5 条 建設業を営む者は、建築物等の設計及びこれに用いる建設資材の選択、建設工

事の施工方法等を工夫することにより、建設資材廃棄物の発生を抑制するとともに、
分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用を低減するよう努めなけ
ればならない。 

2 建設業を営む者は、建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材（建設資材廃
棄物の再資源化により得られた物を使用した建設資材を含む。）を使用するよう努め
なければならない。 

「千葉県建設リ
サイクル推進計
画 2016」（平成 28
年 3月、千葉県） 

○再資源化率等の目標 

対象品目 指標 
平成 25年度 

実績 

平成 30年度 

中間目標 

令和 2年度 

目標 

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再資源化率 99.6％ 100％ 100％ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 再資源化率 99.3％ 100％ 100％ 

建設発生木材 再資源化率・縮減率 95.3％ 96％以上 97％以上 

建設汚泥 再資源化率・縮減率 98.4％ 99％以上 99％以上 

建設混合廃棄物 排出率 0.9％ 0.8％以下 0.8％以下 

建設混合廃棄物 再資源化率・縮減率 50.2％ 56％以上 60％以上 

建設廃棄物全体 再資源化率・縮減率 93.9％ 97％以上 97％以上 

建設発生土 建設発生土有効利用率 72.3％ 77％以上 80％以上 

（参考）各指標の定義 

・再資源化率 ＝ （再資源化量＋工事間利用量）／排出量 

・再資源化・縮減率 ＝ （再資源化量＋減量化量＋工事間利用量）／排出量 

・排出率 ＝ 建設混合廃棄物の排出量／全建設廃棄物の排出量 

・建設発生土有効利用率 ＝ （現場内利用量＋工事間利用量＋採石場跡地復旧等量注））／建設発

生土の発生量  

注）適正に盛土された採石場跡地復旧や農地受入等の有効利用量        
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(2) 評価結果 

① 環境の保全が適切に図られているかかどうかを検討する手法 

施工時には既存構造物の撤去、樹木等の伐採及び建設工事において廃棄物が発生する

が、表 5-2-9-22に示す環境保全措置により、排出抑制、分別徹底、再利用及び再資源化

を推進し、廃棄物の排出をより低減させるように努める。 

よって、施工時の造成工事等に伴い発生する廃棄物の排出は、事業者の実行可能な範囲

内で排出の抑制が図られるものと評価する。 

 

表 5-2-9-22 廃棄物に関する環境保全措置 

影響要因 影響 検討の視点 環境保全措置 
措置の
区分 

実施主体 

・構造物の撤去 
・樹木の伐採 
・建設工事 

廃棄物
の排出 

排出抑制、
分別徹底、 
再資源化等
の促進 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「建設工事

に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、

適正な処理及び再利用を図る。また、「千葉県リサ

イクル推進計画 2016」に示された令和２年度の目

標値を踏まえて、可能な限り再資源化を図る。 

・廃棄物の排出量を抑制するため、現場では廃棄物の

分別を徹底し、再利用及び再資源化を図る。また金

属くずは有価物として専門業者に委託し、有効利用

する。 

・特定建設廃棄物については、種類ごとの分別を徹底

し、収集運搬業や許可を受けた産業廃棄物処理業者

に委託して適切に処分する。 

・工事に伴う伐採により発生する伐採木や抜根は、堆

肥原料、バイオマス燃料原料、土壌改良剤の原料等

として可能な限り再資源化を図る。 

・再利用化及び再資源化できない廃棄物については、

廃棄物処理業者に委託し、「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」に基づき適正に処理する 

低減 

事業者 
及び 

進出予定
商業施設

等 

 

② 整合を図るべき基準と予測結果を比較し検討する手法 

既存構造物の撤去に伴う廃棄物の予測結果と、整合を図るべき基準との比較を表 5-2-

9-23 に示す。コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、金属くずの再資源化率

は 100％、木くずの再資源化率は 97％、その他の廃棄物についても再資源化率は 60％で

あり、整合を図るべき基準とした「千葉県建設リサイクル推進計画 2016」（平成 28 年 3

月、千葉県）の令和２年度目標値を満足している。 

樹木等の伐採に伴う廃棄物の予測結果と、整合を図るべき基準との比較を表 5-2-9-24

に示す。伐採木、伐根の再資源化率は 97％であり、整合を図るべき基準とした「千葉県

建設リサイクル推進計画 2016」（平成 28 年 3 月、千葉県）の令和２年度目標値を満足し

ている。 

建設工事に伴う廃棄物の予測結果と、整合を図るべき基準との比較を表 5-2-9-25に示

す。コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、金属くずの再資源化率は 100％、

木くず、紙くずの再資源化率は 97％、その他の廃棄物についても再資源化率は 60％であ

り、整合を図るべき基準とした「千葉県建設リサイクル推進計画 2016」（平成 28年 3月、

千葉県）の令和２年度目標値を満足している。 

以上のことにより、施工時の工事に伴う廃棄物等の処理については、整合を図るべき基

準との整合性は図られているものと評価する。  
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表 5-2-9-23 評価結果（既存構造物等の撤去に伴う廃棄物） 

廃棄物の種類 

予測結果 整合を図るべき基準 

発生量 
（ｔ） 

再資源化率 
（％） 

処理方法 
再資源化率 

目標値
（％） 

適・否 基準の名称 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 3,236.3 100 
産業廃棄物処理
業者に委託し、
適切に処理 

100 ○ 

「千葉県建設リサ
イクル推進計画
2016」（平成 28 年
3 月、千葉県）の 
令和２年度目標値 

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ 
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

763.2 100 100 ○ 

木くず 32.8 97 97 以上 ○ 

金属くず 203.1 100 専門業者に売却 100 ○ 

廃プラスチッ
ク類 

19.2 60 

産業廃棄物処理
業者に委託し、
適切に処理 

60 以上 ○ 

ｶﾞﾗｽ・陶磁器 60.8 60 60 以上 ○ 

廃石膏ボード 4.4 60 60 以上 ○ 

混合廃棄物 20.0 60 60 以上 ○ 

 

 

表 5-2-9-24 評価結果（樹木等の伐採に伴う廃棄物） 

廃棄物の種類 

予測結果 整合を図るべき基準 

発生量 
（ｔ） 

再資源化率 
（％） 

処理方法 
再資源化率 

目標値
（％） 

適・否 基準の名称 

伐採木、伐根 164.9 97 
産業廃棄物処理
業者に委託し、
適切に処理 

97 以上 ○ 

「千葉県建設リサ
イクル推進計画
2016」（平成 28 年
3 月、千葉県）の 
令和２年度目標値 

 

 

表 5-2-9-25 評価結果（建設工事に伴う廃棄物） 

廃棄物の種類 

予測結果 整合を図るべき基準 

発生量 
（ｔ） 

再資源化率 
（％） 

処理方法 
再資源化率 

目標値
（％） 

適・否 基準の名称 

ｺﾝｸﾘｰﾄ 2,541.4 100 

産業廃棄物処理
業者に委託し、
適切に処理 

100 ○ 

「千葉県建設リサ
イクル推進計画
2016」（平成 28 年
3 月、千葉県）の 
令和２年度目標値 

ｱｽﾌｧﾙﾄ・ 
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 347.8 100 100 ○ 

木くず 914.8 97 97 以上 ○ 

紙くず 400.1 97 97 以上 ○ 

金属くず 241.1 100 専門業者に売却 100 ○ 

廃プラスチッ
ク類 

306.1 60 

産業廃棄物処理
業者に委託し、
適切に処理 

60 以上 ○ 

ｶﾞﾗｽ・陶磁器 348.2 60 60 以上 ○ 

廃石膏ボード 733.1 60 60 以上 ○ 

混合廃棄物 4,241.0 60 60 以上 ○ 
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5-2-10 残土 

施工時 

1. 予測 

(1) 予測地域・地点 

予測地域・地点は対象事業実施区域とした。 

 

(2) 予測の基本的な手法 

① 予測項目 

予測項目は以下のとおりとする。なお、本事業は地盤強度の改善を図るため、造成後に

プレロード盛土を実施する予定であるが、このプレロード盛土に必要な土量についても

「土地造成に伴い必要とする土量（外部からの搬入土）」として予測を実施した。 

 

ア. 調整池の造成に伴い発生する土量 

イ. 土地造成に伴い必要とする土量（外部からの搬入土） 

 

② 予測方法 

調整池の造成に伴い発生する土量及び土地造成に伴い必要とする土量は、設計図書及

び施工方法等などを参考に予測した。 

 

(3) 予測対象時期 

予測対象時期は、工事開始から工事終了までの全期間とした。 

 

(4) 予測条件 

① 調整池の面積、掘削深さ 

各調整池の面積及び掘削深さを表 5-2-10-1に、調整池の位置を図 5-2-10-1に示す。 

 

表 5-2-10-1 調整池の面積、掘削深さ（令和元年度時点） 

項 目 調整池 1 調整池 2 調整池 3 調整池 4 調整池 5 調整池 6 合計 

調整池面積（㎡） 4,100 980 4,520 10,000 3,400 160 23,160 

掘削深さ（ｍ） 4.6 4.4 4.9 4.7 4.9 2.9 - 

 

 

② 土地造成の切土、盛土面積及び盛土高さ（令和元年度時点） 

土地造成に伴う切土面積、盛土面積及び盛土高さを表 5-2-10-2に示す。なお、対象事

業実施区域は平坦な地形であり、切土工事は実施しない計画である。 

 

表 5-2-10-2 土地造成の切土、盛土面積及び盛土高さ 

項 目 切土面積(ha) 盛土面積(ha)注） 盛土高さ(ｍ) 

土地造成 0 39.9 2 

注)盛土面積は、全体面積から調整池面積を引いたもの。  
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図 5-2-10-1 調整池の位置 

  ※この図は船橋市提供の「平成 28 年船橋市都市計画基礎調査図」を加工して作成した。 
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(5) 予測結果 

① 調整池の造成に伴い発生する土量 

調整池の造成に伴い実施される掘削工事において発生する土量を表 5-2-10-3 に示す。 

調整池の造成に伴い発生する土量の全合計量は 120,200 ㎥と予測する。なお、掘削土は

すべて対象事業実施区域の盛土に転用されるため、区域外に残土は搬出されない計画で

ある。 

 

表 5-2-10-3 調整池造成に伴い発生する掘削土量 

項 目 調整池 1 調整池 2 調整池 3 調整池 4 調整池 5 調整池 6 合計 

掘削土量（㎥）注） 20,700 4,700 24,300 51,700 18,300 500 120,200 

注）掘削土量は、調整池底面積と掘削深さの積で算出し、その合計値に掘削時に嵩が増量することを考慮して約

1割分を上乗せしたものとした。 

 

② 土地造成に伴い必要となる土量（外部からの搬入土） 

対象事業実施区域は平坦な地形であり切土工事により発生する土はない。また、土地造

成に伴いプレロード盛土を実施するが、それに必要な土量、再利用する土量、外部からの

搬入土量を表 5-2-10-4に示す。 

プレロード盛土に伴い、935,500㎥の土が必要となるが、調整池の造成に伴い発生する

掘削土の再利用（120,200 ㎥）とプレロード盛土の再利用（109,800㎥）により、外部か

ら搬入する土砂量は 705,500 ㎥と予測する。また、盛土後の整地による余剰土は全て対

象事業実施区域において再利用し、発生しない計画であるため 0㎥と予測する。 
 

表 5-2-10-4 土地造成に伴い必要となる土砂量 

項 目 
プレロード盛土
に必要な土量 

調整池造成時に発
生する掘削土注 1） 

プレロード 
盛土の再利用 

外部からの 
搬入土量 

盛土後の整地 
による余剰土

注 2） Ａ Ｂ Ｃ Ａ-（Ｂ+Ｃ） 

盛土土量 
（㎥） 

935,500 120,200 109,800 705,500 0 

注 1）調整池の造成に伴い発生する掘削土をすべて盛土に再利用する。 

注 2）令和元年末時点での計画に基づいて算出した。 

 

(6) 環境保全措置 

○施工時における環境保全措置 

 

・調整池の造成による掘削土はすべて盛土に再利用し、残土及び搬入量の抑制を図る。 

・プレロード盛土に使用した土砂のうち、整地によって発生した残土は、可能な限り区域

内で再利用するよう計画し、外部への搬出を抑制する。 

・最終的に区域内で再利用できない残土は、建設副産物情報センター運営の「建設発生土

情報交換システム」を利用して再利用に努める。 

・区域外に搬出する場合は、土壌の分析を行い、汚染が確認された場合は汚染土壌として

適正に処分する。 

・土砂等の搬入及び埋め戻し等については、船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及

び災害の発生の防止に関する条例の規定に基づき適正に運用する。  
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2. 評価 

(1) 評価方法 

① 環境の保全が適切に図られているかかどうかを検討する手法 

環境保全措置の内容を踏まえ、残土の排出量、その他の環境への負荷の量の程度が、事

業者により実行可能な範囲内でできるかぎり抑制されているかどうかを検証することに

より評価した。 

 

② 整合を図るべき基準と予測結果を比較し検討する手法 

残土に係る整合を図るべき基準を表 5-2-10-5に示す。予測結果と表中に示した再資源

化率等の目標のうち建設発生土の令和２年度目標値（80％以上）を基準値として比較を

行い、整合が図られているかどうかを評価した。 

 

表 5-2-10-5 施工時の工事等に伴う残土に係る整合を図るべき基準 

項目 整合を図るべき基準 

「千葉県建設リ
サイクル推進計
画 2016」（平成 28
年 3月、千葉県）
より抜粋 

○再資源化率等の目標 

対象品目 指標 
平成 25年度 

実績 
平成 30年度 
中間目標 

令和 2年度 
目標 

建設汚泥 再資源化率・縮減率 98.4％ 99％以上 99％以上 

建設発生土 建設発生土有効利用率 72.3％ 77％以上 80％以上 

（参考）各指標の定義 

・再資源化・縮減率 ＝ （再資源化量＋減量化量＋工事間利用量）／排出量 

・建設発生土有効利用率 ＝ （現場内利用量＋工事間利用量＋採石場跡地復旧等量注））／建設発

生土の発生量 

注）適正に盛土された採石場跡地復旧や農地受入等の有効利用量        

 

(2) 評価結果 

① 環境の保全が適切に図られているかかどうかを検討する手法 

表 5-2-10-6に示す環境保全措置により、排出抑制、再利用の促進により残土の排出を

より低減させるように努める。以上のことにより、工事等に伴い発生する残土の排出は、

事業者の実行可能な範囲内で排出の抑制が図られるものと評価する。 

 

表 5-2-10-6 残土に係る環境保全措置 

影響要因 影響 
検討の 
視点 

環境保全措置 
措置の 
区分 

実施 
主体 

施工時の工事 
・調整池の造成 
・盛土に利用す
る搬入土及び
整地後の残土 

 

残土の
排出 

排出抑制、 
再利用の
促進 

・調整池の造成による掘削土はすべて盛土に再
利用し、残土及び搬入量の抑制を図る。 

・盛土に使用した土砂のうち、整地によって発生
した残土は可能な限り区域内で再利用するよ
う計画し、外部への搬出を抑制する。 

・最終的に区域内で再利用できない残土は、建設
副産物情報センター運営の「建設発生土情報
交換システム」を利用して再利用に努める。 

・区域外に搬出する場合は、土壌の分析を行い、
汚染が確認された場合は汚染土壌として適正
に処分する。 

・土砂等の搬入及び埋め戻し等については、船橋
市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災
害の発生の防止に関する条例の規定に基づき
適正に運用する。 

低減 組合 
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② 整合を図るべき基準と予測結果を比較し検討する手法 

施工時の工事等に伴う残土の予測結果と、整合を図るべき基準との比較を表 5-2-10-7

に示す。 

調整池造成時に発生する掘削土の再資源化率は 100％であり、盛土後の整地による余剰

土の発生は 0 ㎥となる計画であることから、整合を図るべき基準とした「千葉県建設リ

サイクル推進計画 2016」（平成 28年 3 月、千葉県）の令和２年度目標値を満足している。 

以上のことにより、施工時の工事等に伴う残土の処理については、整合を図るべき基準

との整合性は図られているものと評価する。 

 

表 5-2-10-7 評価結果（残土） 

残土の種類 
予測結果 整合を図るべき基準 

発生量 
（㎥） 

再資源化率 
（％） 

処理方法 
再資源化率 
目標値（％） 

適・否 基準の名称 

調整池造成時
の掘削土 

120,200 100 
区域内の盛土
に再利用 

80 以上 ○ 

「千葉県建設リサ
イクル推進計画
2016」（平成 28 年
3 月、千葉県）の 
令和２年度目標値 

盛土後の整地
による余剰土 

0 - 

可能な限り区
域内にて再利
用し、処理でき
ない残土のみ
外部に委託し
て適正に処理 

80 以上 ○ 
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第６章 環境の保全のための措置 

調査・予測の結果に基づき講じる環境保全措置は以下のとおりである。 

 

6-1 大気質 

施工時 

6-1-1 建設機械の稼働に伴う窒素酸化物、浮遊粒子状物質及び粉じん等 

・建設機械及び工事関連車両は、排出ガス対策型機械を使用する。 

・建設機械の運転は丁寧に行い、空ぶかし等は行わない。 

・建設機械及び工事関連車両の整備・点検、アイドリングストップを徹底する。 

・特定の日時に建設機械の稼働が集中しない計画とする。 

・工事関連車両による搬入・搬出が集中しないよう、計画的な運行管理を行う。 

・粉じん飛散防止のため、散水車を用意し、適宜散水を実施する。 

・対象事業実施区域での土砂運搬時及び土砂保管時には必要に応じシート等での被覆を検討

する。また、造成地にも必要に応じてシート等で被覆し、裸地からの粉じんの飛散を防止

する。 

・建設機械や工事関連車両の出口にはタイヤ洗浄機や洗浄用ホースを設置し、車両に付着し

た土砂を可能な限り除去する。 

 

6-1-2 工事関連車両の走行による沿道大気質 

・建設機械及び工事関連車両は、排出ガス対策型機械を使用する。 

・建設機械及び工事関連車両の整備・点検、アイドリングストップを徹底する。 

・工事関連車両による搬入・搬出が集中しないよう、計画的な運行管理を行う。 

 

供用時 

6-1-3 供用時の関連車両の走行による沿道大気質 

・関連車両の搬入・搬出が集中しないよう、計画的かつ効率的な運行管理を検討するように関

連施設及び企業等に要請する。 

・関連車両のアイドリングストップの徹底や不必要な空ぶかしを行わないように関連施設及び

企業等に要請する。 

・関連車両は走行速度等の交通法規を順守し、定期的な整備・点検を行い、汚染物質排出量の

低減に努めるよう関連施設及び企業等に要請する。 

・周辺道路の整備や改良を道路管理者に要請する等、関係行政と協議して交通の集中に伴う負

荷の低減に努める。 

・商業施設利用者及び従業員に対しては、ポスターやホームページ等での鉄道利用推奨 PR な

どにより公共交通の利用を促し、自動車利用の抑制を要請する。 

  



 

496 

 

6-2 水質 

施工時 

・造成工事により発生する土砂の流出の防止、濁水の流出の低減を図るため、水路の流末に調

整池を設置し、濁水を一旦貯留した後、上澄みを放流する。 

・地盤の整地部は、可能な限り速やかにブルドーザー等により転圧し締め固める。 

・造成地は裸地のままの期間が短くなる施工計画とする。 

・工事現場の現場責任者が建設機械や発電機等の油漏れ等がないよう定期的にチェックを行う。 

・コンクリート製品はできる限り二次製品の使用を検討し、現場でのコンクリート打設を最小

限に抑える。また、必要に応じて施工時の調整池には中和処理設備を備えた濁水処理施設を

設置してアルカリ排水の防止対策に努める。 

 

6-3 騒音 

施工時 

6-3-1 建設機械の稼働に伴う騒音 

・建設機械は、低騒音型、低振動型機械を使用する。 

・建設機械の運転は丁寧に行い、空ぶかし等は行わない。 

・建設機械の整備、点検、アイドリングストップを徹底する。 

・民家等に近い場所では、防音対策を行う。 

・計画的かつ効率的な施工計画を検討し、建設機械の集中稼働を避ける。 

・工事関連車両による搬入・搬出が集中しないよう、計画的な運行管理を行う。 

・原則として、工事実施時間は 8時～17時とし日曜日及び祝日は工事を実施しない。 

 

6-3-2 工事関連車両の走行に伴う騒音 

・工事関連車両による搬入・搬出が集中しないよう、計画的な運行管理を行う。 

・資材等の運搬等車両は積載量や走行速度等の交通法規を遵守し、定期的な整備・点検を行い、

アイドリングストップの徹底等の対策を実行し、道路交通騒音の低減に努める。 

・原則として、工事実施時間は 8時～17時とし日曜日及び祝日は工事を実施しない。 

 

供用時 

6-3-3 供用時の関連車両に伴う騒音 

・関連車両の搬入・搬出が集中しないよう、計画的かつ効率的な運行管理を検討するように関

連施設及び企業等に要請する。 

・関連車両のアイドリングストップの徹底や不必要な空ぶかしを行わないように関連施設及び

企業等に要請する。 

・関連車両は走行速度等の交通法規を順守し、定期的な整備・点検を行い、道路交通騒音の低

減に努めるよう関連施設及び企業等に要請する。 

・周辺道路の整備や改良を道路管理者に要請する等、関係行政と協議して交通の集中に伴う負

荷の低減に努める。 

・商業施設利用者及び従業員に対しては、ポスターやホームページ等での鉄道利用推奨 PR な

どにより公共交通の利用を促し、自動車利用の抑制を要請する。  
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6-4 振動 

施工時 

6-4-1 建設機械稼働に伴う振動 

・建設機械は、低騒音型、低振動型機械を使用する。 

・建設機械の運転は丁寧に行い、空ぶかし等は行わない。 

・建設機械の整備、点検、アイドリングストップを徹底する。 

・計画的かつ効率的な施工計画を検討し、建設機械の集中稼働を避ける。 

・原則として、工事実施時間は 8時～17時とし日曜日及び祝日は工事を実施しない。 

 

6-4-2 工事関連車両の走行に伴う振動 

・工事関連車両による搬入・搬出が集中しないよう、計画的な運行管理を行う。 

・資材等の運搬等車両は積載量や走行速度等の交通法規を遵守し、定期的な整備・点検を行い、

アイドリングストップの徹底等の対策を実行し、道路交通振動の低減に努める。 

・原則として、工事実施時間は 8時～17時とし日曜日及び祝日は工事を実施しない。 

 

供用時 

6-4-3 供用時の関連車両の走行に伴う振動 

・関連車両の搬入・搬出が集中しないよう、計画的かつ効率的な運行管理を検討するように関

連施設及び企業等に要請する。 

・関連車両のアイドリングストップの徹底や不必要な空ぶかしを行わないように関連施設及び

企業等に要請する。 

・関連車両は走行速度等の交通法規を順守し、定期的な整備・点検を行い、道路交通振動の低

減に努めるよう関連施設及び企業等に要請する。 

・周辺道路の整備や改良を道路管理者に要請する等、関係行政と協議して交通の集中に伴う負

荷の低減に努める。 

・商業施設利用者及び従業員に対しては、ポスターやホームページ等での鉄道利用推奨 PR な

どにより公共交通の利用を促し、自動車利用の抑制を要請する。 

 

6-5 植物 

施工時 

・施工時の濁水は沈砂池や仮設調整池等で十分に沈殿させたあとに上澄みを排水する。また、

セメント系固化材による地盤改良を行う場合は、濁水の pH 調整等を適切に行い、河川への

汚染防止を図る。 

・事業の影響があると考えられる 6 種（オオオミクリ（ミクリ属の一種を含む）、ヤブサンザ

シ、ハシバミ、タコノアシ、ウスゲチョウジタデ、カワヂシャ）を保全対象種として移植等

の措置を実施する。 

・オオオミクリ（ミクリ属の一種を含む）、ヤブサンザシ、ハシバミについては対象事業実施

区域の生育個体の一部又はすべてを生育適地に移植し、タコノアシ、ウスゲチョウジタデ、

カワヂシャについては生育地の表土を生育適地に移植する。保全対象種の移植後はこれらの

種の定着状況を確認し、一定の期間は経過観察を行う。  



 

498 

 

供用時 

・公園等に植樹する樹種は、船橋市の公園緑地課と協議をした上で、在来植物を中心とした種

の選定を検討して緑地を造成する。 

・調整池内の緑化が可能な場所には、多孔質素材等による法面や擁壁の設置を検討しする。 

・周辺区域の調整池や草地を湿地等の水辺環境の代替地としての活用を検討する。 

 

6-6 動物 

施工時 

・造成工事は広範囲を短期間に施工せず、各工区内において段階的な施工を行い、非改変区域

との連続性を確保しながら実施することで、移動能力の高い哺乳類や鳥類だけでなく、動物

や両生爬虫類、昆虫類等が非改変区域に逃避できるよう配慮する。 

・対象事業実施区域の周辺にある区域と隣接する樹林部分は、現況のまま残存するが、近接部

分で実施する工事により土埃の舞い上げや、土砂の積み上げ等により、残存樹林へ悪影響を

及ぼす可能性がある。そこで工事による周辺樹林への影響を可能な限り低減させるよう、近

接部分での工事施工方法や土砂保管方法等は特に留意して実施する。 

・早朝と夜間は原則的に作業を行わず、騒音・振動や、照明等による夜行性動物への影響を回

避する。 

・工事従事者には事前に不用意な周辺林への立ち入りや、ゴミ捨ての禁止等について講習や指

導を徹底し、動植物に与える人為的な影響を低減させる。 

 

供用時 

・「船橋市環境共生まちづくり条例」に示された緑化基準に基づき、対象事業実施区域に緑地

を確保する。 

・公園等に植樹する樹種は、船橋市の公園緑地課と協議をした上で、在来植物を中心とした種

を選定し、可能な限り鳥類や昆虫の餌になるものを検討する。 

・調整池には、小動物等が脱出可能なスロープを設置する。 

・調整池内の緑化が可能な場所には、多孔質素材等による法面や擁壁の設置を検討し、緑化促

進をすることで、動植物の生息生育環境を創出する。 

・公園の周辺周囲には連続した草地や低木の植栽を整備する等、動物の隠れ場所及び移動経路

の確保を検討する。 

・夜間照明は必要な道路上のみ照射し、樹林や緑地に光が拡散しないような照明機器（後方カ

ットルーバー付き）などを検討する。また、LED 照明を設置する場合は、必要以上に明るく

ならないよう配慮し、生物の生息場所となっている部分の照明は、時間帯によって減光や消

灯が可能な調光機能付き照明の採用を検討する。 
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6-7 陸水生物 

施工時 

・施工時の濁水は仮設調整池等で十分に沈殿させたあとに、上澄みを排水する。また、セメン

ト系固化材による地盤改良を行う場合は、濁水のｐＨ調整等を適切に行い、河川への汚染防

止を図る。 

・仮設調整池には必要に応じて濁水処理設備（中和処理設備）を設置する。 

・土砂の流出防止のため造成箇所は速やかに転圧等を施す。 

・造成箇所の敷地境界付近には必要に応じて防災措置を行い、降雨による土砂流出を防止する。 

 

供用時 

・降雨時の濁水は調整池に集水することで、河川への影響を抑制する。 

・生活排水は、すべて公共下水道に排水し、雨水のみを河川に排水する。 

 

6-8 生態系 

施工時 

・造成工事は広範囲を短期間に施工せず、各工区内において段階的な施工を行い、非改変区域

との連続性を確保しながら実施することで、カヤネズミ等の対象事業実施区域を繁殖地とし

て利用している種が非改変区域に逃避できるよう配慮する。 

・早朝と夜間は原則的に作業を行わず、騒音・振動や、照明等によるホンドイタチやカヤネズ

ミ等の夜間に活動する種への影響を回避する。 

・工事従事者には事前に不用意な周辺林への立ち入りや、ゴミ捨ての禁止等について講習や指

導を徹底し、注目種や群集に与える人為的な影響を低減させる。 

 

供用時 

・調整池には、小動物等が脱出可能なスロープを設置する。 

・調整池内の緑化が可能な場所には、多孔質素材等による法面や擁壁の設置を検討し、緑化促

進をすることで、動植物の生息生育環境を創出する。 

・公園の周辺周囲には連続した草地や低木の植栽を整備する等、動物の隠れ場所及び移動経路

の確保を検討する。 

・夜間照明は必要な道路上のみ照射し、樹林や緑地に光が拡散しないような照明機器（後方カ

ットルーバー付き）などを検討する。また、LED照明を設置する場合は、必要以上に明るく

ならないよう配慮し、生物の生息場所となっている部分の照明は、時間帯によって減光や消

灯が可能な調光機能付き照明の採用を検討する。 
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6-9 廃棄物 

施工時 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

に基づき、適正な処理及び再利用を図る。また、「千葉県リサイクル推進計画 2016」に示さ

れた令和２年度の目標値を踏まえて、可能な限り再資源化を図る。 

・廃棄物の排出量を抑制するため、現場では廃棄物の分別を徹底し、再利用及び再資源化を図

る。また金属くずは有価物として専門業者に委託し、有効利用する。 

・特定建設廃棄物については、種類ごとの分別を徹底し、収集運搬業や許可を受けた産業廃棄

物処理業者に委託し、再資源化施設及び中間処理施設に搬出して適切に処分する。 

・工事に伴う伐採により発生する伐採木及び伐根は、専門の廃棄物処理業者に委託し、堆肥原

料、バイオマス燃料原料、土壌改良剤の原料等として可能な限り再資源化を図る。 

・再利用化及び再資源化できない廃棄物については、産業廃棄物処理業者に委託し、「廃棄物

の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理する。 

 

6-10 残土 

施工時 

・調整池の造成による掘削土はすべて盛土に再利用し、残土及び搬入量の抑制を図る。 

・プレロード盛土に使用した土砂のうち、整地によって発生した残土は、可能な限り区域内で

再利用するよう計画し、外部への搬出を抑制する。 

・最終的に区域内で再利用できない残土は、建設副産物情報センター運営の「建設発生土情報

交換システム」を利用して再利用に努める。 

・区域外に搬出する場合は、土壌の分析を行い、汚染が確認された場合は汚染土壌として適正

に処分する。 

・土砂等の搬入及び埋め戻し等については船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害

の発生の防止に関する条例の規定に基づき適正に運用する。 
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第７章 監視計画 

7-1 監視モニタリング調査を行うこととした理由 

本業務は自主的な環境影響評価であるため、「千葉県環境影響評価条例」に基づいた事後調査

は実施しない。しかし、環境保全措置の実施状況の把握や、環境への著しい影響が確認された場

合に必要な措置を講ずることにより環境影響を回避、又は低減することを目的に、船橋市が自主

的に行う監視として以下のモニタリング調査を実施する計画である。 

 

7-2 監視モニタリング調査の項目及び方法 

施工時における監視モニタリング調査の項目及び方法等を表 7-2-1に示す。 

 

表 7-2-1 監視モニタリング調査内容 

環境要素 時期 調査項目 調査時期・頻度 調査位置 

植物 施工時 個体移植対象種 

・オオオミクリ 

（ミクリ属の一種を含む） 

・ヤブサンザシ 

・ハシバミ 

移植した翌春季～夏季に

活着・生育状況を確認 

移植先及びその周辺 

施工時 表土移植対象種 

・タコノアシ 

・ウスゲチョウジタデ 

・カワヂシャ 

移植した翌春季～夏季に

活着・生育状況を確認 

移植先及びその周辺 

 

 

7-3 環境影響の程度が大きいことが明らかとなった場合の方針 

監視モニタリング調査の結果、環境への著しい影響が確認された場合又はそのおそれがある場

合には、関係機関と連絡をとり、必要な措置を講ずるものとする。 

 

 

7-4 監視モニタリング調査の実施主体 

監視モニタリング調査に関する重要な植物に対する対応は、船橋市が主導して実施するものと

する。 
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第８章 環境影響の総合的な評価 

海老川上流地区は船橋駅から約 2km 圏内に位置し、地区内を東葉高速鉄道が横断し、東側には主

要地方道船橋我孫子線が隣接する利便性の高い地域である。今後も宅地造成等の強い開発需要が見

込まれることから、船橋市としても当該地域の利便性を生かした将来的に役立つ施設を整備し、ま

た公園や緑地、公共施設等の整備にも配慮した秩序あるまちづくりを行うため、平成 28 年度より

組合施行による土地区画整理事業の支援を行っている（令和 3 年 3 月の事業認可を目標としてい

る）。本事業はこれらの背景から自然との調和や災害対策にも配慮した、まとまりのある良好なまち

づくりの形成に寄与することを目的として、土地区画整理を行うものである。 

本環境影響調査書では、本事業による事業特性及び地域特性を勘案し、大気質、水質、騒音、振

動、植物、動物、陸水生物、生態系、廃棄物及び残土の合計 10項目の環境要素を対象に計画段階で

の環境保全措置を勘案して調査、予測及び評価を行った。各環境要素の調査、予測及び評価の結果

の概要を表 8-1-1に示す。 

調査、予測、評価、評価の結果、本事業の施工時及び供用時において環境保全措置を適切に実施

することで、環境への影響については実行可能な範囲で回避又は低減が図られる。なお、「植物」の

重要な種については、環境への影響が生じる可能性があるため、監視モニタリング調査（重要な種

の移植とモニタリング）を実施する。 

以上のことから、本事業は事業者の実行可能な範囲において対象事業の実施に伴う環境影響につ

いてできる限り低減が図られていると評価する。 

 

8-1  

 

 

 

 

 

 

  



 

504 

 

表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（1/21） 

項
目 調査の結果 

活動 

要素 
予測の結果 

大
気
質 

【既存資料調査】 

○二酸化窒素 

H29年度の調査では周辺で実施された 7地点す

べてにおいて環境基準を達成していた。また、過

去 5年間（平成 25年度～平成 29年度）の二酸化

窒素年平均値の経年変化は、概ね横ばいか穏やか

な低下傾向となっている。 

 

○浮遊粒子状物質 

H29年度の調査では周辺で実施された 6地点す

べてにおいて環境基準の長期的評価を達成して

いた。また、過去 5年間（平成 25年度～平成 29

年度）の浮遊粒子状物質年平均値の経年変化は、

概ね横ばいか、穏やかな低下傾向となっている。 

 

○降下ばいじん 

船橋市内の 1地点において H26年度までは測定

が行われていたが、H27 年度以降の測定は行われ

ていない。平成 26 年度の降下ばいじんの年平均

値は 3.0t/km2/月であり、過去 5年間（平成 22年

度～平成 26年度）の降下ばいじんの年平均値は、

概ね横ばい傾向となっている。 

 

【現地調査結果】 

○降下ばいじん量 

対象事業実施区域の 1地点（Ａ－３）での調査

結果は、2.6t/km2/月であった。 

 

○気象（風向、風速） 

対象事業実施区域の 1地点（Ａ－３）での観測

結果を以下に示す。 

 

気象（風向、風速）現地調査結果 

１時間値 日平均値 最多風向 

と出現率 平均 最高 最低 最高 最低 

m/s m/s m/s m/s m/s 16方位 ％ 

2.9 9.3 0.0 5.8 1.1 NNW 31.2 

注）観測高さ 地上約 10ｍ 

施
工
時
及
び
供
用
時 

建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
窒
素
酸
化
物
、
浮
遊
粒
子
状
物
質
及
び
粉
じ
ん
等 

【二酸化窒素】 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の予測結果を

以下に示す。 

二酸化窒素の寄与濃度（年平均値）の最大着地

濃度は、対象事業実施区域の敷地境界（BL-3の東

側）で 0.00577ppm である。バックグラウンド濃度

を含めた二酸化窒素濃度は 0.02077ppm である。 

 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の予測結果 
単位：ppm 

予測地点 寄与濃度 
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳ

ﾝﾄﾞ濃度 
予測濃度 

最大着地 

濃度出現 

地点 

0.00577 0.015 0.02077 

 

【浮遊粒子状物質】 

建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の予測結

果を以下に示す。 

浮遊粒子状物質の寄与濃度（年平均値）の最大

着地濃度は、対象事業実施区域の敷地境界（BL-3

の東側）で 0.00052mg/㎥である。バックグラウン

ド 濃 度 を 含 め た 浮 遊 粒 子 状 物 質 濃 度 は

0.01952mg/㎥である。 

 

建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の予測結果 
単位：mg/㎥ 

予測地点 寄与濃度 
ﾊﾞｯｸｸﾞﾗｳ
ﾝﾄﾞ濃度 予測濃度 

最大着地 

濃度出現 

地点 

0.00052 0.019 0.01952 

 

【降下ばいじん】 

建設機械の稼働に伴う降下ばいじん量の予測結

果を以下に示す。 

降下ばいじん量の寄与の最大値は、夏季におい

て対象事業実施区域の敷地境界（BL-3の西側）で

8.33t/km2/月である。 

 

建設機械の稼働に伴う降下ばいじん量の予測結果 
単位：t/km2/月 

予測地点 春季 夏季 秋季 冬季 

最大値 

出現地点 
6.28 8.33 6.68 6.42 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（2/21） 

項
目 環境保全措置 評価の結果 

大
気
質 

【施工時】 

・建設機械及び工事関連車両は、排出ガス対策型

機械を使用する。 

・建設機械の運転は丁寧に行い、空ぶかし等は行

わない。 

・建設機械及び工事関連車両の整備・点検、アイ

ドリングストップを徹底する。 

・特定の日時に建設機械の稼働が集中しない計

画とする。 

・工事関連車両による搬入・搬出が集中しないよ

う、計画的な運行管理を行う。 

・粉じん飛散防止のため、散水車を用意し、適宜

散水を実施する。 

・対象事業実施区域での土砂運搬時及び土砂保

管時には必要に応じシート等での被覆を検討

する。また、造成地にも必要に応じてシート等

で被覆し、裸地からの粉じんの飛散を防止す

る。 

・建設機械や工事関連車両の出口にはタイヤ洗

浄機や洗浄用ホースを設置し、車両に付着した

土砂を可能な限り除去する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 環境の保全が適切に図られているかどうかの評価 

本事業では、施工時における建設機械の稼働に伴う大気

質への影響が考えられるが、前述の環境保全措置を講じる

ことにより、回避又は低減が期待できるものと考えられ

る。 

以上のことから、建設機械の稼働に伴う大気質への影響

については、事業者の実行可能な範囲内において回避又は

低減が図られているものと評価する。 

 

② 整合を図るべき基準と予測結果との比較による評価 

建設機械の稼働に伴う大気質への影響の評価結果を対象

別に以下に示す。 

二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び降下ばいじんともに、

建設機械の稼働に伴う大気質への影響は整合を図るべき基

準を下回ることから、整合を図るべき基準との整合性は図

られているものと評価する。 

 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の評価結果 
単位：ppm 

予測地点 
予測濃度 

（年平均値） 

日平均値の 

年間 98％値 

整合を図る 

べき基準 

最大着地

濃度出現

地点 

0.02077 0.04468 

日平均値の年間

98％値が 0.04ppm

から 0.06ppmの 

ゾーン内又はそれ

以下 

 

 

建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の評価結果 
単位：mg/㎥ 

予測地点 
予測濃度 

（年平均値） 

日平均値の 

2％値除外値 

整合を図る 

べき基準 

最大着地

濃度出現

地点 

0.01952 0.04908 

日平均値の年間

2％除外値が

0.1mg/㎥以下 

 

 

建設機械の稼働に伴う降下ばいじん量の評価結果 

単位：t/km2/月 

予測地点 春季 夏季 秋季 冬季 
整合を図る

べき基準 

最大値 

出現地点 
6.28 8.33 6.68 6.42 

10 t/km2/月

以下 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（3/21） 

項
目 調査の結果 

活動 

要素 
予測の結果 

大
気
質 

【沿道大気質の現地調査結果】 

○二酸化窒素 

工事関係車両の走行ルート２地点で実施した

現地調査結果を以下に示す。 

二酸化窒素濃度の期間平均値はそれぞれ

0.019ppm、0.022ppm であり、測定期間中に環境基

準値を超える値は見られなかった。 

 

二酸化窒素濃度測定結果 
単位：ppm 

調査 

地点 

期間 

平均値 

１時間値 

の最高値 

日平均値 

の最高値 

Ａ-1 0.019 0.047 0.025 

Ａ-2 0.022 0.047 0.027 

 

○浮遊粒子状物質 

工事関係車両の走行ルート２地点で実施した

現地調査結果を以下に示す。 

浮遊粒子状物質濃度の期間平均値はそれぞれ

0.014mg/㎥、0.017mg/㎥であり、測定期間中に環

境基準値を超える値は見られなかった。 

 

浮遊粒子状物質濃度測定結果 
単位：mg/㎥ 

調査 

地点 

期間 

平均値 

１時間値 

の最高値 

日平均値 

の最高値 

Ａ-1 0.014 0.044 0.023 

Ａ-2 0.017 0.048 0.025 

 

○気象（風向、風速） 

現地調査結果は「建設機械の稼働に伴う窒素酸

化物、浮遊粒子状物質及び粉じん等」に示したと

おりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

施
工
時 

工
事
関
係
車
両
に
よ
る
沿
道
大
気
質 

【二酸化窒素】 

予測結果を以下に示す。予測地点の道路端（官

民境界）における二酸化窒素の予測濃度（年平均

値）は、0.015139～0.017171ppm である。 
 

二酸化窒素の予測結果（年平均値） 

予測地点 予測濃度（ppm） 

SV-3 0.017171 

SV-4 0.015139 

SV-033 0.015231 

 

【浮遊粒子状物質】 

予測結果を以下に示す。予測地点の道路端（官

民境界）における浮遊粒子状物質の予測濃度（年

平均値）は、0.0190149～0.0191382mg/㎥である。 
 

浮遊粒子状物質の予測結果（年平均値） 

予測地点 予測濃度（mg/㎥） 

SV-3 0.0191382 

SV-4 0.0190149 

SV-033 0.0190228 
 

供
用
時 

関
係
車
両
に
よ
る
沿
道
大
気
質 

【二酸化窒素】 

予測結果を以下に示す。予測地点の道路端（官

民境界）における二酸化窒素の予測濃度（年平均

値）は、平日が 0.015047～0.017134ppm、休日が

0.015048～0.016298ppm である。 
 

二酸化窒素の予測結果（年平均値） 

予測地点 
予測濃度（ppm） 

平日 休日 

SV-1 0.016895 0.016105 

SV-2 0.015435 0.015345 

SV-3 0.017134 0.016298 

SV-4 0.015047 0.015048 

SV-5 0.015492 0.015370 

SV-6 0.015659 0.015491 

 

【浮遊粒子状物質】 

予測結果を以下に示す。予測地点の道路端（官

民境界）における浮遊粒子状物質の予測濃度（年

平均値）は、平日が 0.0190054～0.0191347mg/㎥、

休日が 0.0190005～0.0190798mg/㎥である。 
 

浮遊粒子状物質の予測結果（年平均値） 

予測地点 
予測濃度（ppm） 

平日 休日 

SV-1 0.0191208 0.0190691 

SV-2 0.0190367 0.0190275 

SV-3 0.0191347 0.0190798 

SV-4 0.0190054 0.0190005 

SV-5 0.0190408 0.0190292 

SV-6 0.0190552 0.0190386 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（4/21） 

項
目 環境保全措置 評価の結果 

大
気
質 

【施工時】 

・建設機械及び工事関連車両は、排出ガス対策型

機械を使用する。 

・建設機械及び工事関連車両の整備・点検、アイ

ドリングストップを徹底する。 

・工事関連車両による搬入・搬出が集中しないよ

う、計画的な運行管理を行う。 

 

 

 

 

 

 

【施工時】 

① 環境の保全が適切に図られているかどうかの評価 

本事業では、工事関連車両の走行に伴う大気質への影響

が考えられるが、環境保全措置を講じることにより、事業

者の実行可能な範囲内において回避又は低減が図られてい

るものと評価する。 

 

② 整合を図るべき基準と予測結果との比較による評価 

工事関連車両の走行に伴う大気質への影響の評価結果を

以下に示す。二酸化窒素及び浮遊粒子状物質ともに、工事

関連車両の走行に伴う大気質への影響は整合を図るべき基

準を下回ることから、整合を図るべき基準との整合性は図

られているものと評価する。 

 

工事関連車両の走行に伴う二酸化窒素の評価結果 

単位：ppm 

予測地点 
予測濃度 

（年平均値） 

日平均値の
年間 98％値 

整合を図る 
べき基準 

SV-3 0.017171 0.033 日平均値の年間 98％

値が 0.04ppmから
0.06ppmのゾーン内
又はそれ以下 

SV-4 0.015139 0.030 

SV-033 0.015231 0.030 

 

工事関連車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の評価結果 

単位：mg/㎥ 

予測地点 
予測濃度 

（年平均値） 

日平均値の年

間２％除外値 

整合を図る 
べき基準 

SV-3 0.0191382 0.047 
日平均値の年間

２％除外値が
0.01mg/㎥以下 

SV-4 0.0190149 0.047 

SV-033 0.0190228 0.048 
 

【供用時】 

・関連車両の搬入・搬出が集中しないよう、計画

的かつ効率的な運行管理を検討するように関

連施設及び企業等に要請する。 

・関連車両のアイドリングストップの徹底や不

必要な空ぶかしを行わないように関連施設及

び企業等に要請する。 

・関連車両は走行速度等の交通法規を順守し、定

期的な整備・点検を行い、汚染物質排出量の低

減に努めるよう関連施設及び企業等に要請す

る。 

・周辺道路の整備や改良を道路管理者に要請す

る等、関係行政と協議して交通の集中に伴う負

荷の低減に努める。 

・商業施設利用者及び従業員に対しては、ポスタ

ーやホームページ等での鉄道利用推奨 PR など

により公共交通の利用を促し、自動車利用の抑

制を要請する。 

 

【供用時】 

① 環境の保全が適切に図られているかどうかの評価 

本事業では、供用時の関連車両の走行に伴う大気質への

影響が考えられるが、環境保全措置を講じることにより、

事業者の実行可能な範囲内において回避又は低減が図られ

ているものと評価する。 

 

② 整合を図るべき基準と予測結果との比較による評価 

供用時の関連車両の走行に伴う大気質への影響の評価結

果を次頁に示す。 

二酸化窒素及び浮遊粒子状物質ともに、供用時の関連車

両の走行に伴う大気質への影響は整合を図るべき基準を下

回ることから、整合を図るべき基準との整合性は図られて

いるものと評価する。 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（5/21） 

項
目 環境保全措置 評価の結果 

大
気
質 

（前頁よりつづく） ○二酸化窒素 

 

関連車両の走行に伴う二酸化窒素の評価結果（平日） 
単位：ppm 

予測地点 
予測濃度 

（年平均値） 
日平均値の
年間 98％値 

整合を図る 
べき基準 

SV-1 0.016895 0.032 

日平均値の年間
98％値が 0.04ppm
から 0.06ppmのゾ

ーン内又はそれ以
下 

SV-2 0.015435 0.030 

SV-3 0.017134 0.033 

SV-4 0.015047 0.030 

SV-5 0.015492 0.031 

SV-6 0.015659 0.031 

 

関連車両の走行に伴う二酸化窒素の評価結果（休日） 
単位：ppm 

予測地点 
予測濃度 

（年平均値） 
日平均値の
年間 98％値 

整合を図る 
べき基準 

SV-1 0.016105 0.031 

日平均値の年間
98％値が 0.04ppm

から 0.06ppmのゾ
ーン内又はそれ以
下 

SV-2 0.015345 0.030 

SV-3 0.016298 0.032 

SV-4 0.015048 0.030 

SV-5 0.015370 0.030 

SV-6 0.015491 0.031 

 

○浮遊粒子状物質 

 

関連車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の評価結果（平日） 
単位：mg/㎥ 

予測地点 
予測濃度 

（年平均値） 

日平均値の年

間２％除外値 
整合を図る 
べき基準 

SV-1 0.0191208 0.047 

日平均値の年間
２％除外値が
0.10mg/㎥以下 

SV-2 0.0190367 0.047 

SV-3 0.0191347 0.047 

SV-4 0.0190054 0.047 

SV-5 0.0190408 0.047 

SV-6 0.0190552 0.047 

 

関連車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の評価結果（休日） 
単位：mg/㎥ 

予測地点 
予測濃度 
（年平均値） 

日平均値の年
間２％除外値 

整合を図る 
べき基準 

SV-1 0.0190691 0.047 

日平均値の年間
２％除外値が

0.10mg/㎥以下 

SV-2 0.0190275 0.047 

SV-3 0.0190798 0.047 

SV-4 0.0190005 0.047 

SV-5 0.0190292 0.047 

SV-6 0.0190386 0.047 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（6/21） 

項
目 調査の結果 

活動 

要素 
予測の結果 

水
質 

【通常時】 

対象事業実施区域の 4 地点を対象に、4 季の調

査を実施した結果、すべての地点、季節において

E類型の環境基準を満足していた。 

 

【降雨時】 

対象事業実施区域の 4 地点を対象に日常的な降

雨時を対象として調査を実施した結果、浮遊物質

量（SS）の最大値は W-1（宮前川）で 41mg/L、W-

2（念田川）で 42mg/L、W-3（飯山満川）で 42mg/L、

W-4（海老川）で 33mg/L であった。 

 

【土壌沈降試験】 

土壌沈降試験の結果の以下に示す。 

経過時間における浮遊物質量（SS）の濃度は、

経過 5 分では 200mg/L、経過 60 分では 39mg/L と

徐々に低下し、経過 480 分では 15mg/Lとなった。 

 

土壌沈降試験結果 

経過時間

(分) 

SS濃度 

(mg/L) 

SS残留率 

(％) 

0 2000 100.0  

5 200 10.0  

15 100 5.0  

30 64 3.2  

60 39 2.0  

120 29 1.4  

480 15 0.8  

1440 7 0.4  

2880 5 0.2  

4320 4 0.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沈降試験調査結果（SS 濃度） 

 

 

施
工
時 

工
事
の
実
施 

浮遊物質量の予測結果を以下に示す。 

Ｗ-2 及びＷ-3 は現況と同程度を予測される。

また、念田川及び飯山満川が流入する海老川の予

測地点Ｗ-4は、現況よりも 5 mg/L程度高くなる

とものと予測される。 

 

予測地点における浮遊物質量 

単位：mg/L 

予測地点 予測結果 

【現地調査】 

降雨時の 

浮遊物質量 

Ｗ-2（念田川） 41.2 42 

Ｗ-3（飯山満川） 41.2 42 

Ｗ-4（海老川） 37.6 33 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（7/21） 

項
目 環境保全措置 評価の結果 

水
質 

【施工時】 

・造成工事により発生する土砂の流出の防止、濁

水の流出の低減を図るため、水路の流末に調整

池を設置し、濁水を一旦貯留した後、上澄みを

放流する。 

・地盤の整地部は、可能な限り速やかにブルドー

ザー等により転圧し締め固める。 

・造成地は裸地のままの期間が短くなる施工計画

とする。 

・工事現場の現場責任者が建設機械や発電機等の

油漏れ等がないよう定期的にチェックを行う。 

・コンクリート製品はできる限り二次製品の使用

を検討し、現場でのコンクリート打設を最小限

に抑える。また、必要に応じて施工時の調整池

には中和処理設備を備えた濁水処理施設を設置

してアルカリ排水の防止対策に努める。 

 

 

① 環境の保全が適切に図られているかどうかの評価 

本事業では、施工時の造成等に伴う濁水の影響が考えら

れるが、前述の環境保全措置を講じることにより、回避又

は低減が期待できるものと考えられる。 

以上のことから、施工時の造成等に伴う濁水の影響につ

いては、事業者の実行可能な範囲内において回避又は低減

が図られているものと評価する。 

 

② 整合を図るべき基準と予測結果との比較による評価 

施工時の降雨により発生する濁水の浮遊物質量（SS）に

よる評価結果を以下に示す。 

すべての予測地点において、予測結果は整合を図るべき

基準以下であった。 

以上のことから、整合を図るべき基準との整合性は図ら

れているものと評価する。 

 

整合を図るべき基準との比較（水質） 
単位：mg/L 

予測地点 予測結果 
整合を図るべき

基準 

Ｗ-2（念田川） 41.2 

100以下 Ｗ-3（飯山満川） 41.2 

Ｗ-4（海老川） 37.6 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（8/21） 

項
目 調査の結果 

活動 

要素 
予測の結果 

騒
音 

【環境騒音】 

環境騒音の現地調査結果を以下に示す。 

特定工場等において発生する騒音の規制基準と

比較すると、すべての調査地点ではいずれかの時

間区分で規制基準を上回っていた。 

 

環境騒音の現地調査結果（時間率騒音レベル） 

単位：dB 

調査

地点 

時間

区分 

騒音レベル（LA5） 規制 

基準 平日 休日 

SV-A 

朝 55 47 50 

昼間 54 51 55 

夕 47 52 50 

夜間 50 49 45 

SV-B 

朝 50 45 50 

昼間 49 47 55 

夕 44 49 50 

夜間 49 50 45 

SV-C 

朝 53 51 50 

昼間 52 52 55 

夕 51 53 50 

夜間 53 53 45 

SV-D 

朝 56 47 50 

昼間 52 49 55 

夕 49 51 50 

夜間 51 50 45 
注）   ：規制基準を超過している時間区分 
 
【道路交通騒音】 

道路交通騒音の現地調査結果を以下に示す。 

各調査地点の等価騒音レベル（LAeq）は、平日

が昼間 64～71dB、夜間 56～72dB、休日が昼間 63

～70dB、夜間 61～70dB であり、調査地点 SV-4 以

外の地点では環境基準を上回る時間区分があっ

た。 

 

道路交通騒音の現地調査結果（等価騒音レベル） 

単位：dB 

調査 
地点 

時間 
区分 

騒音レベル（LAeq） 環境 
基準 平日 休日 

SV-1 
昼間 71 69 70 

夜間 71 69 65 

SV-2 
昼間 68 68 65 

夜間 67 67 60 

SV-3 
昼間 71 70 70 

夜間 72 70 65 

SV-4 
昼間 64 63 65 

夜間 56 55 60 

SV-5 
昼間 67 67 65 

夜間 61 60 60 

SV-6 
昼間 67 66 65 

夜間 62 61 60 

注）   ：環境基準を超過している時間区分 

施
工
時 

建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
騒
音 

建設機械稼働による敷地境界における騒音レ

ベル（LA5）は無対策の場合は 85～104dBであり、

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準

85dBを超過している。 

騒音レベルの低減対策としてユニットと予測

地点（敷地境界）との間に、防音シートによる対

策（高さ 2.0ｍ、2.5ｍ）を想定し予測した結果、

油圧パイルハンマによる杭打設以外は、規制基準

を下回るものと予測される。なお、油圧パイルハ

ンマによる杭打設は、高さ 2.5ｍの防音シートに

よる対策を実施しても、建設作業に伴って発生す

る騒音の規制基準を超過するため、高さ 2.0ｍの

防音シートを設置し中堀工により実施すること

とする。 
 

工
事
関
係
車
両
の
走
行
に
伴
う
騒
音 

工事関係車両の走行に伴う騒音の予測結果を

以下に示す。 

工事関連車両を付加した騒音レベル（LAeq）は、

64.4～71.3dBである。また、工事関連車両による

騒音レベルの増加分は、最大で 0.4dBとなる。 

 

道路交通騒音(LAeq)の予測結果 

単位：dB 

予測 
地点 

現況値 増加量 予測結果 

SV-3 71 0.3 71.3 

SV-4 64 0.4 64.4 

SV-033 67 0.1 67.5 
 

供
用
時
の
関
連
車
両
の
走
行
に
伴
う
騒
音 

供用時の関連車両の走行に伴う騒音の予測結

果を以下に示す。 

対象事業実施区域の供用時、SV-1,SV-2、SV-4の

騒音レベルは現況と比べてわずかに増加するか

減少する。一方、SV-3（昼間）及び SV-5 と SV-6

の騒音レベルは 1dB 以上増加する。特に SV-5 の

交通量は相当の増加が見込まれており、休日は現

況から最大 4dB程度上昇するものと予測される。 
 

道路交通騒音(LAeq)の予測結果 
単位：dB 

分類 
予測 
地点 

時間 
区分 

現況値 
予測 
結果 

増加分 

平日 

SV-3 
昼間 71 72.7 +1.7 

夜間 72 71.0 -1.0 

SV-5 
昼間 67 69.5 +2.5 

夜間 61 63.5 +2.5 

SV-6 
昼間 67 68.0 +1.0 

夜間 62 63.1 +1.1 

休日 

SV-3 
昼間 70 71.2 +1.2 

夜間 70 68.9 -1.1 

SV-5 
昼間 67 70.6 +3.6 

夜間 60 64.0 +4.0 

SV-6 
昼間 66 67.8 +1.8 

夜間 61 62.8 +1.8 
 

  



 

512 

 

表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（9/21） 

項
目 環境保全措置 評価の結果 

騒
音 

【建設機械の稼働に伴う騒音】 

・建設機械は、低騒音型、低振動型機械を使用す

る。 

・建設機械の運転は丁寧に行い、空ぶかし等は行

わない。 

・建設機械の整備、点検、アイドリングストップ

を徹底する。 

・民家等に近い場所では、防音対策を行う。 

・計画的かつ効率的な施工計画を検討し、建設機

械の集中稼働を避ける。 

・工事関連車両による搬入・搬出が集中しないよ

う、計画的な運行管理を行う。 

・原則として、工事実施時間は 8 時～17 時とし日

曜日及び祝日は工事を実施しない。 

① 環境の保全が適切に図られているかどうかの評価 

本事業では、建設機械の稼働に伴う騒音の影響が考えら

れるが、環境保全措置を講じることにより、事業者の実行

可能な範囲内において回避又は低減が図られているものと

評価する。 

 

② 整合を図るべき基準と予測結果との比較による評価 

敷地境界よりも 1.5ｍ内側に高さ 2.0ｍ（既設 RC撤去及

び旧河川盛土は高さ 2.5ｍ）の防音シートによる対策を実

施することにより、予測結果は整合を図るべき基準（騒音

の規制基準 85dB）を下回る。よって、環境保全に係る基準

との整合性は図られているものと評価する。 

 

 

【工事関係車両の走行に伴う騒音】 

・工事関連車両による搬入・搬出が集中しないよ

う、計画的な運行管理を行う。 

・資材等の運搬等車両は積載量や走行速度等の交

通法規を遵守し、定期的な整備・点検を行い、ア

イドリングストップの徹底等の対策を実行し、

道路交通騒音の低減に努める。 

・原則として、工事実施時間は 8時～17時とし日

曜日及び祝日は工事を実施しない。 

 

① 環境の保全が適切に図られているかどうかの評価 

本事業では、工事関連車両の走行に伴う騒音の影響が考

えられるが、環境保全措置を講じることにより、事業者の

実行可能な範囲内において回避又は低減が図られているも

のと評価する。 
 

② 整合を図るべき基準と予測結果との比較による評価 

工事関連車両の走行に伴う騒音の影響の評価結果を以下

に示す。SV-4は環境基準と同程度、SV-3及び SV-033の増

加量は 1dB程度であり、整合を図るべき基準との整合性は

図られているものと評価する。 
 

道路交通騒音(LAeq)の評価結果 
単位：dB 

予測 
地点 

現況値 
予測 
結果 

増加量 
整合を図る 
べき基準 

SV-3 71 71.3 0.3 
現況を著しく悪
化させないこと 

SV-4 64 64.4 0.4 65 

SV-033 67 67.5 0.5 
現況を著しく悪
化させないこと 

 

【供用時の関係車両の走行に伴う騒音】 

・関連車両の搬入・搬出が集中しないよう、計画

的かつ効率的な運行管理を検討するように関連

施設及び企業等に要請する。 

・関連車両のアイドリングストップの徹底や不必

要な空ぶかしを行わないように関連施設及び企

業等に要請する。 

・関連車両は走行速度等の交通法規を順守し、定

期的な整備・点検を行い、道路交通騒音の低減に

努めるよう関連施設及び企業等に要請する。 

・周辺道路の整備や改良を道路管理者に要請する

等、関係行政と協議して交通の集中に伴う負荷

の低減に努める。 

・商業施設利用者及び従業員に対しては、ポスタ

ーやホームページ等での鉄道利用推奨 PR など

により公共交通の利用を促し、自動車利用の抑

制を要請する。 

①環境の保全が適切に図られているかどうかの評価 

本事業では、供用時の関連車両の走行に伴う騒音の影響

が考えられるが、環境保全措置を講じることにより、事業

者の実行可能な範囲内において回避又は低減が図られてい

るものと評価する。 

 

② 整合を図るべき基準と予測結果との比較による評価 

SV-4は基準以下、SV-5以外の予測地点の増加量は最大

1.8dB程度であり、整合を図るべき基準との整合性は図ら

れているものと評価する。SB-5の対応策を以下に示す。 

  

SV-5の休日の騒音レベルは現在よりも 4dB 上昇する。即効性のあ

る騒音の低減対策として排水性舗装の採用があり、施工直後で 3

～5dB 程度の低減が見込まれる。しかし、その効果は経年的に低

下することから、維持には定期的な修繕や打替え工事が必要であ

り、維持管理に費用が掛かる。一方、根本的な対策としては、周

辺の幹線道路を担う主要地方道船橋我孫子線の早期整備による、

地域全体の交通流動の見直しがあげられる。 船橋我孫子線の整

備を条件とした検討によると、SV-5における将来交通量が低下す

るため、騒音の低減に寄与するものと考える。 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（10/21） 

項
目 調査の結果 

活動 

要素 
予測の結果 

振
動 

【環境振動】 

環境振動の現地調査結果を以下に示す。 

各調査地点の振動レベル（L10）は、平日は 25未

満～32dB、休日は 25未満～32dBであった。参考と

して振動感覚閾値（人が振動を感じ始める

値:55dB）と比較すると、いずれの調査地点も振動

感覚閾値以下であった。 

 

環境振動(L10)の現地調査結果 
単位：dB 

調査

地点 

時間 

区分 

振動レベル（L10） 振動感覚

閾値 平日 休日 

SV-A 
昼間 32 32 

55  

夜間 27 <25 

SV-B 
昼間 <25 <25 

夜間 <25 <25 

SV-C 
昼間 30 26 

夜間 27 26 

SV-D 
昼間 27 30 

夜間 27 26 

 

【道路交通振動】 

道路路交通振動の現地調査結果を以下に示す。 

各調査地点の振動レベル（L10）は、平日が昼間

39～55dB、夜間 37～56B、休日が昼間 33～51dB、

夜間 32～50dBであり、すべての調査地点で要請限

度を下回っていた。 

 

道路交通振動(L10)の現地調査結果 
単位：dB 

調査 

地点 

時間 

区分 

振動レベル（L10） 要請 

限度 平日 休日 

SV-1 
昼間 55 48 65 

夜間 56 50 60 

SV-2 
昼間 44 38 65 

夜間 43 38 60 

SV-3 
昼間 52 46 65 

夜間 55 48 60 

SV-4 
昼間 52 51 65 

夜間 53 47 60 

SV-5 
昼間 45 42 65 

夜間 46 40 60 

SV-6 
昼間 39 33 65 

夜間 37 32 60 

 

【地盤卓越振動数】 

地盤卓越振動数を SV-1～SV-6 において測定し

た結果、14.8～19.4Hz の結果であった。 

 

 

施
工
時 

建
設
機
械
の
稼
働
に
伴
う
振
動 

敷地境界における振動レベル（L10）は 39.7～

81dBであり、油圧パイルハンマによる杭打設は、

特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準

75dBを超過している。 

振動の低減対策として防振溝や防振壁の設置

などがあげられるが、その効果は土質などに左右

されることから、予測値に反映させることは困難

である。中堀工法を採用した場合、杭打設による

振動レベルは 63.0dB であり規制基準を下回るも

のと予測される。したがって、杭打設では中堀工

など振動レベルの低い工法を採用する。 

工
事
関
連
車
両
の
走
行
に
伴
う
振
動 

工事関連車両の走行に伴う振動の予測結果を

以下に示す。 

工事関連車両を付加した騒音レベル（L10）は、

48.4～52.3dBである。また、工事関連車両による

振動レベルの増加分は、最大で 1.4dBとなる。 
 

道路交通振動(L10)の予測結果 

単位：dB 

予測 
地点 

現況値 増加量 予測結果 

SV-3 48 0.4 48.4 

SV-4 48 1.4 49.4 

SV-033 52 0.3 52.3 
 

供
用
時
の
関
連
車
両
の
走
行
に
伴
う
振
動 

供用時の関連車両の走行に伴う振動レベル

（L10）の予測結果を以下に示す。 

平日は昼間が 43.2～56.2dB、夜間が 40.4～

56.0dB、休日は昼間が 43.4～53.4dB、夜間が 34.8

～53.4dBと予測される。 

 

道路交通振動(L10)の予測結果 

単位：dB 

予測地点 
時間 
区分 

予測結果 

平日 休日 

SV-1 
昼間 56.2  53.4  

夜間 56.0  53.4  

SV-2 
昼間 52.0  50.3  

夜間 51.5  49.4  

SV-3 
昼間 55.5  53.1  

夜間 55.6  52.9  

SV-4 
昼間 43.2  43.4  

夜間 40.4  34.8  

SV-5 
昼間 54.7  53.0  

夜間 54.1  50.9  

SV-6 
昼間 53.9  52.8  

夜間 54.1  51.2  
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（11/21） 

項
目 環境保全措置 評価の結果 

振
動 

【建設機械の稼働に伴う振動】 

・建設機械は、低騒音型、低振動型機械を使用す

る。 

・建設機械の運転は丁寧に行い、空ぶかし等は行

わない。 

・建設機械の整備、点検、アイドリングストップ

を徹底する。 

・計画的かつ効率的な施工計画を検討し、建設機

械の集中稼働を避ける。 

・原則として、工事実施時間は 8時～17時とし日

曜日及び祝日は工事を実施しない。 

 

① 環境の保全が適切に図られているかどうかの評価 

本事業では、建設機械の稼働に伴う振動の影響が考えら

れるが、前述の環境保全措置を講じることにより、事業者

の実行可能な範囲内において回避又は低減が図られている

ものと評価する。 
 

② 整合を図るべき基準と予測結果との比較による評価 

杭打設を中堀工で行った場合の建設機械の稼働に伴う振

動レベルの予測結果は 39.7～63.0dBであり、すべてのユ

ニットにおいて振動の予測結果は振動規制基準値（75dB）

を下回る。以上のことから、整合を図るべき基準との整合

性は図られているものと評価する。 

【工事関係車両の走行に伴う振動】 

・工事関連車両による搬入・搬出が集中しないよ

う、計画的な運行管理を行う。 

・資材等の運搬等車両は積載量や走行速度等の交

通法規を遵守し、定期的な整備・点検を行い、ア

イドリングストップの徹底等の対策を実行し、

道路交通振動の低減に努める。 

・原則として、工事実施時間は 8時～17時とし日

曜日及び祝日は工事を実施しない。 

 

①環境の保全が適切に図られているかどうかの評価 

本事業では、工事関連車両の走行に伴う振動の影響が考

えられるが、環境保全措置を講じることにより、事業者の

実行可能な範囲内において回避又は低減が図られているも

のと評価する。 
 

②整合を図るべき基準と予測結果との比較による評価 

工事関連車両の走行に伴う騒音の影響の評価結果を以下

に示す。すべての予測定点において、整合を図るべき基準

との整合性は図られているものと評価する。 
 

道路交通振動(L10)の評価結果 
単位：dB 

予測地点 予測結果（dB） 整合を図るべき基準 

SV-3 48.4 

65 SV-4 49.4 

SV-033 52.3 
 

【供用時の関連車両の走行に伴う振動】 

・関連車両の搬入・搬出が集中しないよう、計画

的かつ効率的な運行管理を検討するように関連

施設及び企業等に要請する。 

・関連車両のアイドリングストップの徹底や不必

要な空ぶかしを行わないように関連施設及び企

業等に要請する。 

・関連車両は走行速度等の交通法規を順守し、定

期的な整備・点検を行い、道路交通振動の低減

に努めるよう関連施設及び企業等に要請する。 

・周辺道路の整備や改良を道路管理者に要請する

等、関係行政と協議して交通の集中に伴う負荷

の低減に努める。 

・商業施設利用者及び従業員に対しては、ポスタ

ーやホームページ等での鉄道利用推奨 PR など

により公共交通の利用を促し、自動車利用の抑

制を要請する。 

 

 

 

 

①環境の保全が適切に図られているかどうかの評価 

本事業では、供用時の関連車両の走行に伴う振動の影響

が考えられるが、環境保全措置を講じることにより、事業

者の実行可能な範囲内において回避又は低減が図られてい

るものと評価する。 
 

②整合を図るべき基準と予測結果との比較による評価 

供用時の関連車両の走行に伴う振動の影響の評価結果を

以下に示す。すべての予測地点において、整合を図るべき

基準との整合性は図られているものと評価する。 
 

道路交通振動(L10)の評価結果 
単位：dB 

予測 
地点 

時間 
区分 

予測結果 整合を図る
べき基準 平日 休日 

SV-1 
昼間 56.2  53.4  65 

夜間 56.0  53.4  60 

SV-2 
昼間 52.0  50.3  65 

夜間 51.5  49.4  60 

SV-3 
昼間 55.5  53.1  65 

夜間 55.6  52.9  60 

SV-4 
昼間 43.2  43.4  65 

夜間 40.4  34.8  60 

SV-5 
昼間 54.7  53.0  65 

夜間 54.1  50.9  60 

SV-6 
昼間 53.9  52.8  65 

夜間 54.1  51.2  60 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（12/21） 

項
目 

調査の結果 
活動 

要素 
予測の結果 

植
物 

【植物相の状況】 

現地調査により 118 科 561種が確認された。対

象事業実施区域北東側の台地斜面には、スダジ

イ、タブノキ等の常緑広葉樹やベニシダ、オオイ

タチシダ等の暖地性植物がみられた。また、区域

内には耕作放棄されて乾いた立地が多く、セイタ

カアワダチソウ、ネスミムギ等の帰化植物が目立

ってみられた。飯山満川周辺などには湿った環境

があり、ヨシ、コガマ等の抽水植物の他、イヌス

ギナ、セリ、アゼナルコ、ヒメミズワラビ、キク

モ等の低茎植物がみられた。 

確認種のうち、帰化種は 190種であり、帰化率

は 33.9％であった。 

 

【植生の状況】 

対象事業実施区域の低地は耕作地として利用さ

れているが、大部分が休耕地となっており、低茎

の湿性植物が生育する放棄水田やセイタカアワ

ダチソウ筒の生育する外来草本群落、オギ群落、

クズ-カナムグラ群落等となっていた。 

対象事業実施区域北東部の台地斜面にはムク

ノキ-エノキ群落、スダジイ-タブノキ群落等の樹

林地が帯状に残存していた。東側の台地面や念田

川の西側は主に畑地や市街地（緑の多い住宅地を

含む）として利用されていた。河川沿いの土手に

は植栽樹群や帯状の樹林地、乾性草地等が分布し

ており、河川内にはヒメガマ、マコモ等の抽水植

物群落等が点在していた。南側の調整池内はほぼ

ヒメガマに覆われていた。 

 

【重要な種】 

確認種のうち、9 科 10 種が重要な種に該当し

た。 

 

【重要な群落】 

対象事業実施区域及び周辺区域には、重要な植

物群落は確認されなかった。 

 

【植生自然度】 

対象事業実施区域は植生自然度 1～5 までの植

生にほぼ占められており、二次草原、外来種草原、

市街地等で 90％以上を占めている。 

調査範囲全体をみると、植生自然度 1～5 まで

の植生でほぼ占められており、植生自然度が高い

植生は台地斜面の二次林や低地のヤナギ低木林

等としてわずかにみられる程度である。 

 

施
工
時
及
び
供
用
時 

工
事
の
実
施
及
び
供
用
時
の
施
設
等
の
存
在 

【植物相の変化】 

造成等の工事により対象事業実施区域の植物

の多くは消失する。区域内の植生は耕作放棄地や

市街地がほとんどであり、生育種は路傍雑草や帰

化植物等が多く、周辺にも同様な環境が広がって

いる。また、放棄水田や素掘り水路には湿地性の

植物が生育しており、周辺には同様の環境がある

ものの、市街地化により湿地環境は減少している

ことから、湿性植物に対する影響はあると考えら

れる。 

 

【重要な種及び地域の特性を把握する上で注目

される種の生育状況の変化】 

重要な種のうち、対象事業実施区域及び周辺区

域での生育状況と生息場所の改変率を整理した

結果、オオオミクリ（ミクリ属の一種を含む）、

ヤブサンザシ、タコノアシ、ウスゲチョウジタデ、

ハシバミ、カワヂシャの 6種は事業により影響が

あると予測する。その他の重要な種については対

象事業実施区域に生息しない、または周辺に多く

が生息する等の理由により影響は小さいものと

予測する。 

 

【植物群落の変化】 

事業の実施により、対象事業実施区域の市街地

は 33％から 82.8％、開放水域は 2.4％から

14.1％、公園、グラウンドは 0.1％から 3.1％に増

加する。一方、現況で確認された外来草本群落

（13.4％）、畑地雑草群落（11.8％）、湿性低茎

草本群落（9.6％）、乾性低茎草本群落（7.4％）

及びその他の植物群落は全て消失し 0％となる。 

調査地域全体でみると対象事業実施区域の樹

林は面積が少なく、周辺区域に多くが存在するこ

と、消失する草地のうち外来草本群落の面積が最

も多いこと、湿性草本群落、沈水植物群落等の自

然度の比較的高い群落のうち周辺区域に存在す

るものはそのまま残存することから、事業が植物

群落の構成に与える影響は少ないと考えられる。 

 

【植生自然度】 

事業の実施により、二次草原や外来種草原、農

耕地等が消失し、事業対象実施区域の大部分が植

生自然度 1または 2となる。 

調査地域全体でみると、自然度の高い自然草

原、自然林、二次林は周辺区域にのみ分布してい

ること、周辺区域にある比較的自然度の高い二次

林、植林地、二次草原などはそのまま残存するこ

とから、事業が植生自然度に与える影響は少ない

と考えられる。 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（13/21） 

項
目 

環境保全措置 評価の結果 

植
物 

【施工時】 

・施工時の濁水は沈砂池や仮設調整池等で十分に

沈殿させたあとに、上澄みを排水する。また、セ

メント系固化材による地盤改良を行う場合は、

濁水の pH調整等を適切に行い、河川への汚染防

止を図る。 

・事業の影響があると考えられる 6 種（オオオミ

クリ（ミクリ属の一種を含む）、ヤブサンザシ、

ハシバミ、タコノアシ、ウスゲチョウジタデ、カ

ワヂシャ）を保全対象種として移植等の措置を

実施する。 

・オオオミクリ（ミクリ属の一種を含む）、ヤブサ

ンザシ、ハシバミについては対象事業実施区域

の生育個体の一部またはすべてを生育適地に移

植し、タコノアシ、ウスゲチョウジタデ、カワヂ

シャについては生育地の表土を生育適地に移植

する。保全対象種の移植後は、これらの種の定

着状況を確認し、一定の期間は経過観察を行う。 

 

【供用時】 

・公園等に植樹する樹種は、船橋市の公園緑地課

と協議をした上で、在来植物を中心とした種の

選定を検討して緑地を造成する。 

・調整池内の緑化が可能な場所には、多孔質素材

等による法面や擁壁の設置を検討する。 

・周辺区域の調整池や草地を湿地等の水辺環境の

代替地としての活用を検討する。 

 

①植物相の変化 

対象事業実施区域の大部分は市街地となるが、海老川や

念田川等の河川は現状のまま維持される。また、調整池や

公園内では緑地の保全、創出に配慮した環境保全措置を実

施すること、周辺区域の斜面林等は現況のまま残存するこ

とから、植物の生育に与える影響をできるかぎり低減でき

るものと考えられる。 

以上のことから、植物相に与える影響については、事業

者の実行可能な範囲内において回避又は低減が図られてい

るものと評価する。 

 

②重要な種及び地域の特性を把握する上で注目される種の

生育状況の変化 

保全対象種とした 6種の重要な種について持続可能な生

育適地への移植や表土の撒きだし等の環境保全措置を実施

し、実施後も定着まで経過観察及び生育地の保全をするこ

とで、重要な種に与える事業の影響を低減できるものと考

えられる。 

以上のことから、重要な種に与える影響については、事

業者の実行可能な範囲内において回避又は低減が図られて

いるものと評価する。 

 

③植物群落の変化 

対象事業実施区域の大部分は市街地となるが、海老川や

念田川周辺の樹林や草地は水辺環境と一帯となった植生と

して現状のまま維持される。また、調整池周辺や公園に緑

地を創出する等の環境保全措置を実施すること、周辺区域

の斜面林等は現況のまま残存することから、植物群落に与

える影響をできるかぎり低減できるものと考えられる。 

以上のことから、植物群落に与える影響については、事

業者の実行可能な範囲内において回避又は低減が図られて

いるものと評価する。 

 

④植物自然度の変化 

対象事業実施区域は現況の自然度が全体的に低い地域で

あるが、海老川や念田川等の自然度が比較的高い水辺環境

は現状のまま維持される。また、周辺区域の斜面林等は現

状のまま現存することから、植生自然度に与える影響をで

きるかぎり低減できるものと考えられる。 

以上のことから、植生自然度に与える影響については、

事業者の実行可能な範囲内において回避又は低減が図られ

ているものと評価する。 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（14/21） 

項
目 

調査の結果 
活動 

要素 
予測の結果 

動
物 

【動物相の状況】 

現地調査において確認された動物種数は、哺乳

類は 5 目 7 科 9 種、鳥類は 14 目 32 科 61 種、爬

虫類は 2 目 7 科 11 種、両生類は 1 目 3 科 3 種、

昆虫類は 12目 125科 456種であった。 

 

【重要な動物の状況】 

・哺乳類 

確認された哺乳類のうち 1 種（カヤネズミ）が

重要な種に該当した。確認地点は対象事業実施区

域及び周辺区域の放棄水田内や草地であった。 

 

・鳥類 

確認された鳥類のうちダイサギ、オオバン、コ

チドリ、ハイタカ、オオタカ、カワセミ、ホオジ

ロ等 21 種が重要な種に該当した。繁殖を確認し

た種はなかったが、確認状況から調査地域での繁

殖の可能性があるのはカイツブリ、コチドリ、ヒ

バリ、セッカ、ホオジロの 5種類であった。また

今回確認されたオオタカ、ノスリの営巣環境は調

査地域には存在しないため、調査地域を餌場及び

休息場として利用していると考えられる。 

 

・爬虫類 

確認された爬虫類のうちニホンイシガメ、ニホ

ンスッポン、ニホンヤモリ、ヒガシニホントカゲ、

ニホンカナヘビ、アオダイショウ、シメヘビの 7

種類が重要な種に該当した。それらのうち、ニホ

ンイシガメとニホンスッポンは河川内のみでの

確認であった。その他の種は対象事業実施区域及

び周辺区域の放棄水田、耕作地、草地、神社内、

河川周辺で確認された。 

 

・両生類 

確認された両生類のうち 1種（アズマヒキガエ

ル）が重要な種に該当した。確認地点は対象事業

実施区域にはなく、周辺の耕作地や河川周辺で確

認された。 

 

・昆虫類 

確認された昆虫類のうちチョウトンボ、マイコ

アカネ、マツムシ、ツマグロバッタ、ヒメジュウ

ジナガカメムシ、ルリクチブトカメムシ、コハン

ミョウ、ギンイチモンジセセリ、ミヤマチャバネ

セセリの 9種が重要な種に該当した。 

施
工
時
及
び
供
用
時 

工
事
の
実
施
及
び
供
用
時
の
施
設
等
の
存
在 

①動物相の変化 

【施工時】 

事業の実施により対象事業実施区域の緑地の

ほとんどが消失する。これら緑地に生息する哺乳

類や鳥類は移動能力が高いため影響は少ないが、

移動能力の低い分類群の個体数や種数が減少す

ると予測する。対策として、各工区内において段

階的な施工を行い、非改変区との連続性を確保し

ながら実施するように配慮することにより、移動

能力の低い分類群の一部は周辺に逃避すること

が可能になる。なお、周辺地域の樹林、草地、耕

作地は施工時も存続するため、現在これら周辺地

域に生息している動物相には大きな変化はない

と考えられる。 

 

【供用時】 

対象事業実施区域には住宅や商業施設等が建

設され、その他に公園等の緑地や、調整池、河川、

水路が整備される。新しく創出される環境は事業

実施前の環境とは大きく異なるため、現在生息す

る多くの種の生息環境には適さないと考えられ

る。しかし、適応可能な一部の種が周辺地域より

移動し、新たな生息場所として利用すると考えら

れる。なお、周辺地域の樹林、草地、耕作地は供

用時も存続するため、現在これら周辺地域に生息

している動物相には大きな変化はないと考えら

れる。 

 

②重要な種の生息状況の変化 

・哺乳類 

対象事業実施区域のカヤネズミの生息場所は

事業により消失するが、造成工事を段階的に進め

ることで一部個体は周辺地域へ逃避すると考え

られる。周辺地域には本種の生息環境となるイネ

科草地が分布していることから、周辺地域での生

息状況は変化せず影響は小さいと予測する。 

・鳥類 

対象事業実施区域の放棄水田等を利用してい

た種の生息環境は事業により消失するが、周辺地

域には同様の環境が存在しており、生息状況は大

きく変化せず影響は小さいと予測する。 

・爬虫類、両生類 

対象事業実施区域の放棄水田等を利用してい

た種の生息環境は事業により消失するが、周辺地

域には同様の環境が存在しており、生息状況は大

きく変化せず影響は小さいと予測する。なお、河

川のうち飯山満川以外は改変されないため、生息

種に与える影響は小さいと予測する。 

・昆虫類 

対象事業実施区域の放棄水田等を利用してい

た種の生息環境は事業により消失するが、周辺地

域には同様の環境が存在しており、生息状況は大

きく変化せず影響は小さいと予測する。 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（15/21） 

項
目 

環境保全措置 評価の結果 

動
物 

【施工時】 

・造成工事は広範囲を短期間に施工せず、各工区

内において段階的な施工を行い、非改変区域と

の連続性を確保しながら実施することで、移動

能力の高い哺乳類や鳥類だけでなく、動物や両

生爬虫類、昆虫類等が非改変区域に逃避できる

よう配慮する。 

・対象事業実施区域の周辺にある区域と隣接する

樹林部分は、現況のまま残存するが、近接部分

で実施する工事により土埃の舞い上げや、土砂

の積み上げ等により、残存樹林へ悪影響を及ぼ

す可能性がある。そこで工事による周辺樹林へ

の影響を可能な限り低減させるよう、近接部分

での工事施工方法や土砂保管方法等は特に留意

して実施する。 

・早朝と夜間は原則的に作業を行わず、騒音・振

動や、照明等による夜行性動物への影響を回避

する。 

・工事従事者には事前に不用意な周辺林への立ち

入りや、ゴミ捨ての禁止等について講習や指導

を徹底し、動植物に与える人為的な影響を低減

させる。 

 

【供用時】 

・「船橋市環境共生まちづくり条例」に示された

緑化基準に基づき、対象事業実施区域に緑地を

確保する。 

・公園等に植樹する樹種は、船橋市の公園緑地課

と協議をした上で、在来植物を中心とした種を

選定し、可能な限り鳥類や昆虫の餌になるもの

を検討する。 

・調整池には、小動物等が脱出可能なスロープを

設置する。 

・調整池内の緑化が可能な場所には、多孔質素材

等による法面や擁壁の設置を検討し、緑化促進

をすることで、動植物の生息生育環境を創出す

る。 

・公園の周辺周囲には連続した草地や低木の植栽

を整備する等、動物の隠れ場所及び移動経路の

確保を検討する。 

・夜間照明は必要な道路上のみ照射し、樹林や緑

地に光が拡散しないような照明機器（後方カッ

トルーバー付き）などを検討する。また、LED

照明を設置する場合は、必要以上に明るくなら

ないよう配慮し、生物の生息場所となっている

部分の照明は、時間帯によって減光や消灯が可

能な調光機能付き照明の採用を検討する。 

①構成生物の種類組成の多様性の保全 

【施工時】 

・対象事業実施区域の緑地はほとんど消失するため、一時

的に生息種及び生息個体数は減少する。 

・低減措置として段階的な施工と周辺林に配慮した工事施

工方法等を実施する。 

・周辺地域には消失する緑地と同様の環境が残存すること

と、移動個体が次第に定着することから、動物相には大

きな変化はないと予測する。以上のことから、構成生物

の種類組成の多様性の保全について、環境保全措置を実

施し、生息する動物の周辺地域への逃避促進と周辺林へ

の工事の影響抑制に努めることにより、事業の影響を低

減できるものと評価する。 

 

【供用時】 

・新しく創出される環境は事業実施前の環境とは大きく異

なるため、現在生息する多くの種の生息環境には適さな

いが、環境保全措置を講じることにより、新たな緑地が

創出され、適応可能な一部の種は周辺区域より移動し生

息場所として利用するようになる。 

・周辺区域には動物の生息環境となる樹林、草地、耕作地

等が広く残存することから動物相には大きな変化はな

い。以上のことから、構成生物の種類組成の多様性の保

全について、環境保全措置を実施し、動物の生息環境を

創出し、周辺区域の連続性を確保するようと努めること

で、事業の影響を低減できるものと評価する。 

 

②重要な種の保全 

【施工時】 

・対象事業実施区域の緑地はほとんど消失するため、特に

移動能力の低い重要な種は一時的に減少する。 

・低減措置として段階的な施工と周辺林に配慮した工事施

工方法等を実施する。 

・重要な種の保全について、環境保全措置を実施し、生息

する重要な種の周辺地域への逃避促進と周辺林への工事

の影響抑制に努めることにより、事業の影響を低減でき

るものと評価する。 

 

【供用時】 

・対象事業実施区域には公園、調整池、飯山満川（付

替）、水路等が整備され、環境保全措置の実施により緑

地が創出される。重要な種のうち、新たな創出環境に適

応できる種は、環境が安定し緑の量が増加するに応じて

周辺区域より移動し、生息場所として利用するようにな

る。 

・周辺区域には重要な種の生息環境となる樹林、草地、耕

作地等が広く残存することから、重要な種の生息環境に

は大きな変化はない。 

・以上のことから、重要な種の保全について、環境保全措

置を実施し、重要な動物の生息環境を創出し、周辺区域

との連続性を確保するように努めることで、事業の影響

を低減できるものと評価する。 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（16/21） 

項
目 

調査の結果 
活動 

要素 
予測の結果 

陸
水
生
物 

【陸水生物相の状況】 

現地調査において確認された陸水生物の種数

は、魚類は 7目 9科 13種で、底生動物は 21目 38

科 66 種であった。魚類確認種は河川の中流域か

ら汽水域を主な生息域する種が大部分を占めて

いた。 

底生動物の確認種は生活排水等の影響を受けた

富栄養な環境に生息する種や水田等の止水に生

息する種、産卵期や稚魚期に河川を降下する種な

どが確認された。 

 

【重要な陸水生物の状況】 

・魚類 

確認された魚類のうち 6 種（ニホンウナギ、ギ

ンブナ、モツゴ、ドジョウ、ナマズ、ヌマチチブ）

が重要な種に該当した。重要な種の確認種数は海

老川が最も多く、次いで飯山満川、北谷津川の順

であった。なお、念田川と宮前川では重要な魚類

は確認されなかった。 

 

・底生動物 

確認された底生動物のうち 6種（コシダカヒメ

モノアラガイ、ミゾレヌマエビ、テナガエビ、ス

ジエビ、クロベンケイガニ、モクズガニ）が重要

な種に該当した。重要な種の確認種数は、海老川

が最も種数が多く、次いで北谷津川、飯山満川、

宮前川の順であった。 

 

 

 

施
工
時
及
び
供
用
時 

工
事
の
実
施
及
び
供
用
時
の
施
設
等
の
存
在 

①陸水生物相の変化 

【施工時】 

・千葉県による付替え工事が予定されている飯山

満川の改変区間と、対象事業の実施により暗渠

化される宮前川に生息する種は一時的に大きく

減少する可能性がある。なお、直接改変部に生

息している種は周辺河川にも生息していること

から、陸水生物相の構成種は大きな変化はない。 

・工事の実施により濁水が発生するが、造成工事

実施時に調整池を整備し、雨水を調整池に滞留

し上澄みのみを放流する環境保全措置を実施す

る。 

・環境保全措置の実施により、濁水の影響を抑制

することから、陸水生物相に対する工事の影響

は小さいと予測する。 

 

【供用時】 

・土地区画整理事業の供用時には、飯山満川の付

替え工事や宮前川の暗渠化は終了して、数年が

経過した時期になる。また、施工時に調整池と

して整備したものは、供用時には調整池として

引き続き利用する。 

・海老川と念田川は工事等による改変がないこと

から、供用時においても現在と大きく変化しな

いため、陸水生物相の構成や生息数にも大きく

変化はない予測する。 

・飯山満川の付替え工事により河道幅は拡張する

ため、河川環境が安定した後は、陸水生物相は

現在よりも増加すると予測する。 

 

②重要な種の生息状況の変化 

・魚類 

飯山満川の付替え工事によりモツゴとドジョ

ウの生息が確認された区間は消失するが、その他

の確認地点には直接改変はないため、重要な種の

生息状況に大きな変化はないと予測する。 

工事の影響により発生した濁水、供用時の降雨

による濁水は全て調整池に集水して、上澄みのみ

を排水する。これら環境保全措置の実施により、

濁水の影響を抑制することから、重要な種の生息

状況に与える工事及び供用時の雨水の影響は小

さいと予測する。 

 

・底生動物 

飯山満川の付替え工事及び宮前川の暗渠化に

よりそれら地点で確認されたコシダカヒメモノ

アラガイ、ミゾレヌマエビ、モクズガニの生息環

境は消失するが、その他の確認地点には直接改変

はないため、重要な種の生息状況には大きな変化

はないと予測する。 

工事の影響により発生した濁水、供用時の降雨

による濁水は全て調整池に集水して、上澄みのみ

を排水する。これら環境保全措置の実施により、

濁水の影響を抑制することから、重要な種の生息

状況に与える工事及び供用時の雨水の影響は小

さいと予測する。 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（17/21） 

項
目 

環境保全措置 評価の結果 

陸
水
生
物 

【施工時】 

・施工時の濁水は仮設調整池等で十分に沈殿させ

たあとに、上澄みを排水する。また、セメント系

固化材による地盤改良を行う場合は、濁水のｐ

Ｈ調整等を適切に行い、河川への汚染防止を図

る。 

・仮設調整池には必要に応じて濁水処理設備（中

和処理設備）を設置する。 

・土砂の流出防止のため造成箇所は速やかに転圧

等を施す。 

・造成箇所の敷地境界付近には必要に応じて防災

措置を行い、降雨による土砂流出を防止する。 

 

【供用時】 

・降雨時の濁水は調整池に集水することで、河川

への影響を抑制する。 

・生活排水は、すべて公共下水道に排水し、雨水

のみを河川に排水する。 

 

【施工時】 

①構成生物の種類組成の多様性の保全 

・対象事業実施区域の河川のうち、飯山満川では河道の付

替え工事、宮前川では暗渠化工事が予定されているた

め、工事予定区間に生息する陸水生物の生息環境は消失

する。その他の河川については本事業による改変はな

い。 

・今回の工事で消失する河川区間のみに生息している陸水

生物の種はないこと、環境保全措置によって様々な濁水

防止対策が実施されることから、現在生息する陸水生物

相については大きく変化しないと予測する。 

・以上のことから、構成生物の種類組成の多様性の保全に

ついて事業の影響は低減されているものと評価する。 

 

②重要な種の保全 

・対象事業実施区域の河川のうち、飯山満川では河道の付

替え工事、宮前川では暗渠化工事が予定されているため、

工事予定区間に生息する重要な種（モツゴ、ドジョウ、

コシダカヒメモノアラガイ、ミゾレヌマエビ）の生息環

境は消失する。その他の河川については本事業による改

変はない。 

・今回の工事で消失する河川区間にのみに生息する重要な

種は直接改変のない地点においても生息が確認されてお

り、環境保全措置によって濁水防止対策が実施されるた

め、重要な種に本事業が与える影響は小さいと予測する。 

・以上のことから、重要な種の保全について事業の影響は

低減されているものと評価する。 

 

【供用時】 

①構成生物の種類組成の多様性の保全 

・海老川と念田川は事業による直接改変がなく、環境保全

措置により濁水等の流入が抑制されるため、河川環境や

陸水生物相の構成や生息数に大きな変化はない。 

・飯山満川は付替え工事により河道位置が現在よりも北側

に移動するが、河川幅は現在よりも拡張するため、飯山

満川の付替え区間の河川環境が安定した後は、陸水生物

相の生息環境として現在よりも改善し、生息種数、生息

数ともに増加すると予測する。 

・以上のことから、構成生物の種類組成の多様性の保全に

ついて、事業の影響は低減されているものと評価する。 

 

②重要な種の保全 

・海老川と念田川は事業による直接改変がなく、環境保全

措置により濁水等の流入が抑制されるため、河川環境や

重要な種の生息には大きな変化はない。 

・飯山満川は付替え工事により河川幅は現在よりも拡張す

るため、河川環境が安定した後は、飯山満川の付替え区

間は重要な種の生息環境として現在よりも改善し、施工

時に消失した重要な種（モツゴ、ドジョウ、コシダカヒ

メモノアラガイ、ミゾレヌマエビ）も再び生息するよう

になると予測する。 

・以上のことから、重要な種の保全について、事業の影響

低減されているものと評価する。 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（18/21） 

項
目 

調査の結果 
活動 

要素 
予測の結果 

生
態
系 

【環境類型区分】 

調査地域は千葉県の北西部に位置し、海老川や

念田川が流れる低地が対象事業実施区域の中心

部であり、東側には樹枝状に侵食された台地面が

分布している。 

調査地域を環境類型区分別にみると、43.66％

が耕作地・乾性草地、41.32％が造成地であり、耕

作地や耕作放棄地と市街地がほとんどを占める。

また 8.14％が湿性草地、5.67％が樹林地であり、

その他、1.20％が河川や調整池等の開放水域であ

る。 

対象事業実施区域の北側のほとんどは耕作地・

乾性草地が占めており、南側は造成地と耕作地・

乾性草地がモザイク状に入り混じって存在する。 

 

【生態系構成要素の把握】 

環境類型毎の生態系構成要素を整理し、それぞ

れの環境において上位及び、典型的な種を抽出し

た。上位性の種としてはホンドタヌキ、ホンドイ

タチ、猛禽類、サギ類等が該当した。また、典型

性の種としてはノウサギ、ネズミ類、ヘビ類、カ

エル類などの動物や、樹林を構成するスダジイ-

タブノキ群落や、湿性草地を構成するヨシ群落、

水田雑草群落などが該当した。 

 

【地域を特徴づける注目種等の抽出】 

当該地域を特徴づける生態系の指標種として、

上位性の注目種はホンドイタチとオオタカの 2種

を選定した。典型性の注目種としては動物からは

当該地域に広く分布する耕作地や乾燥草地、ヨシ

群落に生息するカヤネズミ、キジ、モズ、チョウ

トンボを選定した。また植物からは当該地域の耕

作地や乾性草地を構成する主要な植生であり、多

くの動植物種の生育、生息基盤となっている植生

として、オギ群落、チガヤ群落、乾性低茎草本群

落を選定した。なお、当該地域においては特殊性

の特徴を示す注目種や群集はなかったため、選定

は行わなかった。 

 

 

施
工
時
及
び
供
用
時 

工
事
の
実
施
及
び
供
用
時
の
施
設
等
の
存
在 

【基盤環境への影響】 

工事の実施に伴い、対象事業実施区域の生態系

は基盤環境の大部分が造成地に改変されるため、

陸生生態系の生息・生育環境は大きく減少する。 

類型区分ごとに見ると、工事の実施により減少

する区分は、樹林地（0.94％減）、耕作地・乾性

草地（13.86％減）、湿性草本群落（4.39％減）で

あり、増加する区分は開放水面（3.62％増）、造

成地（15.56％増）と予測する。 

類型区分を構成する植物群落及び土地利用区

分の変化の予測を見ると、樹林地の減少割合は植

栽樹群（0.40％減）が最も高く、続いてムクノキ

－エノキ群落（0.22％減）、ヌルデ－アカメガシ

ワ群落（0.18％減）の順であった。 

耕作地・乾性草地の減少割合は外来草本群落

（4.16％減）が最も高く、続いて畑地雑草群落

（3.67％減）、乾性低茎草本群落（2.31％減）の

順であった。 

湿性草地の減少割合は、湿性低茎草本群落

（2.98％減）が最も高く、続いて、ヨシ群落

（0.78％減）、水田雑草群落（0.53％減）の順で

あった。 

また、開放水面は開放水域が 4.80％増加し、ヤ

ナギモ群落には変化が生じないと予測する。な

お、造成地は市街地等が 15.36％増加すると予測

する。 

 

【注目種や群集等に対する生態系への影響】 

対象事業実施区域を特徴づける生態系の注目

種及び群集の基盤となる生息・生育環境のほとん

どが消失するが、周辺区域に同様の生息・生育環

境が存在するため、注目種のうち上位性のホンド

イタチ、オオタカ、典型性のキジ、モズなどの移

動能力の高い種は、それらの環境に生息域を移行

すると考えられる。また、典型性の注目種として

選定した対象事業実施区域のオギ群落、チガヤ群

落、乾性低茎草本群落は事業の実施により消失す

る。しかし、これらの群落は人為の影響を受けた

環境に成立する群落であり、周辺区域に同一の群

落が残存する。そのため、公園やその周辺等に緑

地を設けることで同一の環境を創出することが

可能であり、事業実施による影響は少ないと考え

られる。 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（19/21） 

項
目 

環境保全措置 評価の結果 

生
態
系 

【施工時】 

・造成工事は広範囲を短期間に施工せず、各工区

内において段階的な施工を行い、非改変区域と

の連続性を確保しながら実施することで、カヤ

ネズミ等の対象事業実施区域を繁殖地として利

用している種が非改変区域に逃避できるよう配

慮する。 

・早朝と夜間は原則的に作業を行わず、騒音・振

動や、照明等によるホンドイタチやカヤネズミ

等の夜間に活動する種への影響を回避する。 

・工事従事者には事前に不用意な周辺林への立ち

入りや、ゴミ捨ての禁止等について講習や指導

を徹底し、注目種や群集に与える人為的な影響

を低減させる。 

 

【供用時】 

・調整池には、小動物等が脱出可能なスロープを

設置する。 

・調整池内の緑化が可能な場所には、多孔質素材

等による法面や擁壁の設置を検討し、緑化促進

をすることで、動植物の生息生育環境を創出す

る。 

・公園の周辺周囲には連続した草地や低木の植栽

を整備する等、動物の隠れ場所及び移動経路の

確保を検討する。 

・夜間照明は必要な道路上のみ照射し、樹林や緑

地に光が拡散しないような照明機器（後方カッ

トルーバー付き）などを検討する。また、LED

照明を設置する場合は、必要以上に明るくなら

ないよう配慮し、生物の生息場所となっている

部分の照明は、時間帯によって減光や消灯が可

能な調光機能付き照明の採用を検討する。 

①基盤環境への影響 

事業の実施に伴い、対象事業実施区域に存在する生態系

の基盤環境となる耕作地・乾性草地を構成するオギ群落、

チガヤ群落、乾性低茎草本群落等の植生を含め、そのほか

の大部分の緑地が消失する計画である。しかし、代償措置

として整備予定の調整池の構造は、側面に可能な限り多孔

質素材を利用した法面、擁壁を設置して、緑化の促進を行

うことや、公園の周辺に連続した草地や低木の植栽を整備

して一定面積以上の緑地を創出することで、消失する基盤

環境と類似した環境を創出することが可能と考えられる。 

以上のことから、施工時及び供用時における基盤環境へ

の影響については、事業者の実行可能な範囲内で事業の影

響はできる限り回避・低減されているものと評価する。 

 

②注目種及び群集により指標される生態系への影響 

事業の実施に伴い、対象事業実施区域における注目種の

生息環境は大部分が消失する計画であり、これらの種は一

時的に減少すると考えられる。しかし、低減措置として造

成工事は段階的な施工を行い、非改変区域との連続性を確

保しながら実施することで、注目種として挙げた哺乳類、

鳥類、飛翔性昆虫類は移動能力が高いため、周辺区域の残

存する類似環境に生息域を移行すると考えられる。また、

公園の整備等により一定面積以上の緑地が創出されるた

め、注目種及び群集のうち、新しく整備された公園、調整

池、水路や創出された緑地環境に適応できる種は、環境が

安定し、緑の量が増加するに応じて周辺区域より移動し、

新たな生息環境として利用すると考えられる。 

以上のことから、施工時及び供用時における重要な種の

保全について、事業者の実行可能な範囲内で事業の影響は

できる限り回避・低減されているものと評価する 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（20/21） 

項
目 

活動 

要素 
予測の結果 

廃
棄
物 

施
工
時 

工
事
の
実
施 

①既存構造物の撤去に伴う廃棄物 

既存構造物の撤去時に伴い発生する廃棄物の再資源化率、再資源化量及び排出量を以下に示す。既存

構造物の撤去に伴い合計 4,339.8ｔの廃棄物が発生するが、その大部分は再資源化されるため、最終的

な排出量は 42.8ｔと予測する。 

既存構造物の撤去に伴う廃棄物発生量と再資源化量 

種類 発生量(t) 再資源化率(％) 再資源化量(t) 排出量(t) 処理等の方法 
コンクリート 3,236.3 100 3,236.3 0.0 産業廃棄物処

理業者に委託
し、適正処理 

アスファルト・ 
コンクリート塊 

763.2 100 763.2 0.0 

木くず 32.8 97 31.8 1.0 

金属くず 203.1 100 203.1 0.0 
専門業者に委
託し、売却 

廃プラスチック類 19.2 60 11.5 7.7 産業廃棄物処
理業者に委託
し、適正処理 

ガラス・陶磁器 60.8 60 36.5 24.3 
廃石膏ボード 4.4 60 2.6 1.8 
混合廃棄物 20.0 60 12.0 8.0 

合 計 4,339.8 - 4,297.1 42.8  
 
②樹木の伐採等に伴う廃棄物 

樹林の伐採及び高茎草本の刈取りに伴い発生する廃棄物量の合計値と再資源化率、排出量を以下に示

す。事業の実施により総計 312.1ｔの廃棄物が発生するが、伐採木等は再資源化されるため排出量は

152.2ｔと予測する。 
 

樹木伐採及び草刈りに伴う廃棄物発生量と再資源化量 

種類 発生量(ｔ) 再資源化率(％) 再資源化量(ｔ) 排出量(ｔ) 処理等の方法 

伐採木、伐根 164.9 97 160.0 5.0 
産業廃棄物処理
業者に委託し、適
正処理 

刈草 147.2 0 0.0 147.2 
一般廃棄物とし
て処理 

合 計 312.1 - 160.0 152.2  

 

③建設工事に伴う廃棄物 

建設工事に伴う廃棄物の種類、発生量、再資源化率、再資源化量及び排出量を以下に示す。建設工事

に伴い合計 10,073.6ｔの廃棄物が発生するが、それらのうち 7,782.9ｔは再資源化されるため、最終的

な排出量は 2,290.8ｔと予測する。 
 

建設工事に伴う廃棄物発生量と再資源化量 

種類 発生量(t) 再資源化率(％) 再資源化量(t) 排出量(t) 処理等の方法 

コンクリート 2,541.4 100 2,541.4 0.0 産業廃棄物
処理業者に
委託し、適正
処理 

アスファルト・ 
コンクリート塊 

347.8 100 347.8 0.0 

木くず 914.8 97 887.4 27.4 
紙くず 400.1 97 388.1 12.0 

金属くず 241.1 100 241.1 0.0 
専門業者に
委託し、売却 

廃プラスチック類 306.1 60 183.7 122.4 産業廃棄物
処理業者に
委託し、適正
処理 

ガラス・陶磁器 348.2 60 208.9 139.3 

廃石膏ボード 733.1 60 439.9 293.2 

混合廃棄物 4,241.0 60 2,544.6 1,696.4 

合 計 10,073.6 - 7,782.9 2,290.8  
 

残
土 

施
工
時 

工
事
の
実
施 

①調整池の造成に伴い発生する土量 

調整池の造成に伴って発生する土量の全合計量は 120,200㎥と予測する。なお、掘削土はすべて対象

事業実施区域の盛土に転用されるため、区域外に残土は搬出されない計画である。 
 
②土地造成に伴い必要となる土量 

本事業の土地造成に伴いプレロード盛土を実施する。プレロード盛土に伴い、935,500 ㎥の土砂が必

要となるが、調整池の造成に伴い発生する掘削土の再利用（120,200 ㎥）とプレロード盛土の再利用

（109,800 ㎥）により、外部から搬入する土砂量は 705,500 ㎥と予測する。また、盛土後の整地による

余剰土は 0㎥と予測する。 
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表 8-1-1 環境影響調査結果の概要（21/21） 

項
目 

環境保全措置 評価の結果 

廃
棄
物 

【施工時】 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「建設

工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に

基づき、適正な処理及び再利用を図る。また、

「千葉県リサイクル推進計画 2016」に示された

令和２年度の目標値を踏まえて、可能な限り再

資源化を図る。 

・廃棄物の排出量を抑制するため、現場では廃棄

物の分別を徹底し、再利用及び再資源化を図る。

また金属くずは有価物として専門業者に委託

し、有効利用する。 

・特定建設廃棄物については、種類ごとの分別を

徹底し、収集運搬業や許可を受けた産業廃棄物

処理業者に委託し、再資源化施設及び中間処理

施設に搬出して適切に処分する。 

・工事に伴う伐採により発生する伐採木は、専門

の廃棄物処理業者に委託し、堆肥原料、バイオ

マス燃料原料、土壌改良剤の原料等として可能

な限り再資源化を図る。 

・再利用化及び再資源化できない廃棄物について

は、産業廃棄物処理業者に委託し、「廃棄物の処

理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理

する。 

 

 

①環境の保全が適切に図られているかどうかの評価 

施工時には、既存構造物の撤去、樹木等の伐採及び建設

工事において廃棄物が発生するが、環境保全措置により、

排出抑制、分別徹底、再利用及び再資源化を推進し、廃棄

物の排出をより低減させるように努める。よって、施工時

の造成工事等に伴い発生する廃棄物の排出は、事業者の実

行可能な範囲内で排出の抑制が図られるものと評価する。 

 

②整合を図るべき基準と予測結果との比較による評価 

【既存構造物等の撤去に伴う廃棄物】 

コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、金属

くずの再資源化率は 100％、木くずの再資源化率は 97％、

その他の廃棄物についても再資源化率は 60％であり、整合

を図るべき基準とした「千葉県建設リサイクル推進計画

2016」（平成 28年 3月、千葉県）の令和２年度目標値を

満足している。 

 

【樹木等の伐採に伴う廃棄物】 

伐採木、伐根の再資源化率は 97％であり、整合を図るべ

き基準とした「千葉県建設リサイクル推進計画 2016」（平

成 28年 3月、千葉県）の令和２年度目標値を満足してい

る。 

 

【建設工事に伴う廃棄物】 

コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、金属

くずの再資源化率は 100％、木くず、紙くずの再資源化率

は 97％、その他の廃棄物についても再資源化率は 60％で

あり、整合を図るべき基準とした「千葉県建設リサイクル

推進計画 2016」（平成 28年 3月、千葉県）の令和２年度

目標値を満足している。 

 

以上のことにより、施工時の工事に伴う廃棄物等の処理

については、整合を図るべき基準との整合性は図られてい

るものと評価する。 

残
土 

【施工時】 

・調整池の造成による掘削土はすべて盛土に再利

用し、残土及び搬入量の抑制を図る。 

・プレロード盛土に使用した土砂のうち、整地に

よって発生した残土は、可能な限り区域内で再

利用するよう計画し、外部への搬出を抑制する。 

・最終的に区域内で再利用できない残土は、建設

副産物情報センター運営の「建設発生土情報交

換システム」を利用して再利用に努める。 

・区域外に搬出する場合は、土壌の分析を行い、

汚染が確認された場合は汚染土壌として適正に

処分する。 

・土砂等の搬入及び埋め戻し等については、船橋

市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害

の発生の防止に関する条例の規定に基づき適正

に運用する。 

①環境の保全が適切に図られているかどうかの評価 

施工時には、調整池の造成による掘削により残土が発生

するが、環境保全措置により、排出抑制、再利用の促進に

より残土の排出をより低減させるように努める。 

以上のことにより、工事等に伴い発生する残土の排出

は、事業者の実行可能な範囲内で排出の抑制が図られるも

のと評価する。 

 

②整合を図るべき基準と予測結果との比較による評価 

施工時の工事等に伴う残土のうち、調整池造成時に発生

する掘削土の再資源化率は 100％、盛土後の整地による余

剰土の発生は 0㎥となる計画であることから、整合を図る

べき基準とした「千葉県建設リサイクル推進計画 2016」

（平成 28年 3月、千葉県）の令和２年度目標値を満足し

ている。 

以上のことにより、施工時の工事等に伴う残土の処理に

ついては、整合を図るべき基準との整合性は図られている

ものと評価する。 
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